
午前１０時２分 開議

○議長（角谷英男君） おはようございます。ただ

いまから平成１４年第１回泉南市議会臨時会継続

会を開議いたします。

直ちに本日の会議を開きます。出席議員が法定

数に達しておりますので、会議は適法に成立いた

しました。

なお、２２番 巴里英一君からは遅参の届け出

が出ておりますので、報告いたしておきます。

これより日程に入ります。

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員は、会議規則第８０条の規

定により、議長において１９番 和気 豊君、２

０番 西浦 修君の両君を指名いたします。

次に、日程第２、議案第１号 特別職の職員の

給与に関する臨時措置条例の制定についてを議題

といたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（角谷英男君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） おはようございます。ただ

いま上程されました議案第１号、特別職の職員の

給与に関する臨時措置条例の制定について提案理

由を申し上げます。

さきの６月に開催されました定例市議会におき

まして、浅草共有山財産区及び別所財産区に係る

不適切な事務執行によりまして、議会に大変御迷

惑をおかけいたしましたことを深くおわび申し上

げます。

関係職員の処分についてでございますが、担当

職員につきましては、給料及び調整手当の１０分

の１を減給１カ月間及び昇給延伸３カ月とし、当

時の管理監督者である次長、部長につきましては、

文書による厳重注意処分とし、８月１日付で実施

をいたしました。上林助役につきましても、みず

からの監督責任を明確にする必要から、本年９月

の給料及び調整手当の１０分の１を減給としたい

旨の上申がなされております。

以上の経過を踏まえまして、私自身の監督責任

についても明確にする必要があるものと判断し、

－５４－

本条例を提案するものであります。

内容につきましては、３３ページにお示しのと

おり、特別職の職員の給与に関する条例附則第２

項の規定による給料の額及び第４条に規定する調

整手当の額にそれぞれ１００分の９０を乗じて得

た額とするもので、平成１４年９月１日から同年

９月３０日までの１カ月間に支給する給料及び調

整手当について適用するものであります。簡単に

説明いたしますと、減給１０分の１、１カ月の処

分とするものであります。

以上、簡単でございますが、説明とさせていた

だきます。よろしく御審議の上、御承認賜ります

ようお願い申し上げます。

○議長（角谷英男君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。――――真砂君。

○２１番（真砂 満君） 過日の議会運営委員会で

も若干の質疑をさしていただきました。質疑をし

てる最中でしたが、向井市長も頭に来たんかどう

かようわかりませんけど、私の顔をずっとにらみ

ながら聞いておられました。最近、市長のそうい

った光景が多く見られるのでいかがなものかなと

いうふうに感じます。まず、そのことを申し上げ

たいと思います。

それで、質問でございますが、今回議会にも迷

惑をかけたということもあって、市長の管理監督、

その責任を明確にするということで、本俸並びに

調整手当の１０％カット１カ月という私からすれ

ば市長自身非常に厳しいみずからの処分を課して

るというふうにまずは思います。それはそれだけ

今回の件について重く受けとめられた、そういう

結果だろうというふうには思いますが、過日のと

きも言いましたけども、こういった処分というも

のは、ほかの事案、これから起こり得る事柄につ

いても１つの先例として残っていくわけですよね。

簡単に言えば、それが事例として残るわけです

から、今後仮に起こることが今回の件より重けれ

ば、当然今回のみずから課した処分より重い処分

をしなければならない、そういった責務を負うわ

けであります。そのことを十分に認識の中でやら

れたのかどうか、お聞かせをいただきたいという

ふうに思います。それがまず１点。

それと、提案理由の中で書かれてます市長の管



理監督、一般的にはもう最高責任者は任命権者で

ある向井市長、当然であります。ただ、管理監督、

この種のいろんな事件なり事故なり、そういった

事柄が起こったときに、処分に値する管理監督の

責任、この範囲は一体どこまでなのか。そのあた

りについて、これは懲罰委員会外で市長みずから

がみずからの処分を課してるわけでありますから、

これは市長の考え方を聞かなければいけないとい

うふうに思いますから、市長がどの程度、どのあ

たりまでみずからの管理監督責任を負うべきだと

いうふうにお考えなのか、お聞かせをいただきた

い。

それと、わかりやすくするためにあえてダブり

ますが、今回の減給１０分の１の１カ月というみ

ずからが課した処分ですね、この事案と比べてそ

の処分は妥当だというふうに考えられたから当然

提案されてるんでしょうけども、本当に妥当だと

いうふうにお考えなのか。もっと平たく言えば、

向井市長が本当に１０分の１の減給をしなければ

ならない、それだけの管理監督のミスを犯したと

本当に腹の底からお思いなのか、そのあたりにつ

いてお聞かせをいただきたい。

議会運営委員会の中でも話をさしていただきま

したけれども、もし仮に向井さんが本当に議会に

迷惑をかけた、市民に迷惑をかけた、１０分の１

の減給をしなければいけない、そういうお気持ち

があるならば、処分の前に謝罪であるというふう

に私は申し上げました。その謝罪も相手方、例え

ば議会に皆さんが本当に市長は腹の底から謝って

るな、そういうことが理解ができる、相手に通じ

る謝罪、そういったことが必要であるというふう

に述べさしていただきました。言葉だけで遺憾で

あると、そういったことではだめではないのかな、

ハートが通じる、心が通じるものでなければなら

ないんではないかなというふうに思いますので、

そのあたりについて市長の考え方についてお述べ

をいただきたいというふうに思います。

それと、今回の処分の件でありますから、今回

の処分が妥当であるかということを我々判断しな

ければいけませんから、最低限、向井市長が市長

になられてことしで９年目にかかっておられます

から、就任以来、事故、事件に対しての処分状況

－５５－

はどうであったのか。それぞれの事例、事案、処

分内容についてお示しをいただいて、今回の妥当

性を判断さしていただきたいために御提示をいた

だきたいというふうに思います。

それと、職員の処分、これは賞罰委員会で協議

をされて処分決定がされます。そのことによって、

当然当事者と管理監督者ということがあろうかと

いうふうに思います。管理監督者も含めて処分を

受けると、後々やっぱり履歴に残りますから、例

えば昇給、昇格等で影響が出てくる、これは一般

的にすればそうだろうというふうに思いますから、

泉南市の場合には、そういった履歴にそういった

訓告なり戒告なり注意なりいろんな処分がありま

すけれども、そのことが昇給、昇格に影響をしな

いのか、現にしていないのか。される予定がある

のかどうかですね。そういったことも含めてお答

えいただきたいと思います。

○議長（角谷英男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 幾つかの質問がございまし

たけど、まず今回の処分が今後の先例になるんで

はないかということでございます。

今回の処分は、職員の処分ですね、一般的には。

これは賞罰審査会できちっと審査をしていただい

て、その上申を私が受けて、最終的には私が判断

すると、こういうものでございます。それはいわ

ゆる事務的な範疇の話でございます。

今回、私がみずからというのは、そういうこと

もありますけれども、それにとどまらず、今回の

案件についてさきの６月議会に上程も予定をして

おりましたし、審議間近であったということを踏

まえまして、さきに登記が先行したという、これ

は農用地整備公団の問題もあるんですけれども、

そういうことによって、それではやっぱり議会の

議決をいただくという手順としては違うと、誤っ

ておるということで、これはもう一度もとに戻し

て御提案をしなければいけないということで取り

下げをさしていただいたわけなんですけども、そ

のことが非常に６月議会の議会運営委員会を初め、

所管の委員会の皆さん初め、議員各位に大変御迷

惑をかけたということで重く受けとめまして、こ

れは政治的な１つの判断として私はみずからを処

分したいと、こういうことにしたものでございま



す。

したがって、今後のそういう処分の例があった

ときにどうするんかということでございますけど

も、それは当然内容なり、それからそのときの状

況なり、あるいは軽重によって私まで及ぶ場合と

及ばない場合と当然あると。それはやっぱりそれ

ぞれの事例によって判断をしていかないといけな

いのではないかというふうに考えております。

ですから、今回のはそういう意味で事務的な一

定の処分という考え方とは別に、私自身として政

治的な判断をさしていただいたというものでござ

います。

それから、管理監督責任ということでございま

すけども、これは当然行政、組織としてやってる

わけでございますから、その職員が何か適切な事

務処理、あるいは不正等を行ったということであ

れば、当然本人はもちろんでございますが、その

上司たる職員についても管理監督責任が及ぶと。

ただ、その場合は一般的にはやっぱり処分の内容

としては本人が一番重いと。それから、管理監督

の責任の度合いというのは、その部署部署によっ

てだんだん緩くなっていくというのが一般的かと

いうふうに考えております。ですから、職員の処

分をする場合には、やはりその事案なりあるいは

経過なり、本人の認否も含めて、やはり人を裁く

ということになるわけでございますから、あくま

でも慎重に対応をすべきものであるというふうに

考えております。

それから、今回の処分が妥当かどうかというこ

とでございますが、いろんなお考え、議員各位に

もあるかというふうに思います。ただ、私といた

しましては、そういうことでせっかく地元の理解

をいただいた中で上程を予定さしていただいた案

件がそういうことによって撤回せざるを得なかっ

たということに対しては、非常に私自身としては

責任を感じたと、そういうことで今回処分をいた

したものでございます。

それから、過去の処分の状況ということですが、

私が就任しまして９年目を迎えておりますけども、

私みずからの処分というのは今回初めてでござい

ます。

あとはちょっと事務的なことになりますので、

－５６－

事務担からまた御答弁申し上げます。

それと、謝罪ということでございますが、これ

についてはいろんな受けとめ方があろうかという

ふうに思います。私はもともとそういう性格的な

ものもあるかというふうに思いますけれども、私

は私なりに非常に申しわけなかったという気持ち

で申し上げたんですが、それが伝わってくる、伝

わってこないというのは、受けとめ方の問題もあ

ろうかというふうに思いますし、私自身のそうい

う性格的なものもあるかもわかりません。私とし

ては重く受けとめさしていただいてるというとこ

ろでございます。

○議長（角谷英男君） 上林助役。

○助役（上林郁夫君） 皆さんおはようございます。

御答弁を申し上げたいと思います。

たしか質問内容は、昇給、昇格にかかわるんじ

ゃないかということであったと思います。この事

案につきましては、当然、先ほども提案説明の中

で申し上げたとおり、原因を起こした職員本人に

つきましては、昇給にかかわっております。３カ

月延伸ということでございます。一定昇給につき

ましては、今まで地方公務員法の懲戒処分があれ

ば、ほとんどの職員は昇給が延伸となっておりま

す。これからもこれを継続はしていきたいという

ことでございます。昇格につきましては、影響が

あるというのは、これはいろいろその事案とか処

分内容によって判断をするべきものと考えており

ますので、よろしくお願いをいたしたいと思いま

す。

○議長（角谷英男君） 出口人事課長。

○総務部人事課長兼行財政改革推進室参事（出口幸

廣君） それでは、私の方から懲戒処分が昇給、

昇格に影響するのかということでございますけど

も、基本的には地方公務員法の２９条の戒告、減

給、停職、免職の場合は、一応人事履歴に載ると

いうことでございます。

市長が就任後ですけども、どういった賞罰事例

があるかという御質問だったと思います。平成７

年の３月に採用試験における瑕疵ということで、

受験資格要件の確認が不適切だったということで、

当時の課長が文書訓告、助役も文書訓告を受けて

おります。



それから、平成１０年の７月に管轄外の救急活

動ということで、消防長が戒告を受けております。

これはある議員から知人の病院の転送依頼があり、

管轄外への転送を行ったということで、消防長が

戒告を受けておりまして、あわせて昇給延伸３カ

月となっております。

それから、平成１１年の２月ですが、交際相手

に対する暴力事件ということで、交際相手と口論

になりまして、相手をなぐったということがわか

りまして、戒告とそれから昇給延伸が６カ月とい

う賞罰事例がございます。

それから、平成１１年の２月に職務命令義務違

反ということで、庁議で決定しました職務命令に

職員が従わなかったということもございまして、

担当課長が戒告、それから昇給延伸が３カ月、そ

のときの担当部長が管理監督責任を問われまして、

文書による厳重注意となっております。

それから、平成１２年の１１月に、ホームヘル

パーの不祥事に関する件ということで、市職員で

あるヘルパーが利用者から預かった派遣手数料を

一時的に流用したということもあって、本人、こ

れは不幸にも自殺されまして、処分はございませ

んでした。そのときの担当課長、課長代理が管理

監督責任ということで厳重注意、部長、次長が文

書訓告ということになっております。

それから、平成１３年の３月ですが、業者への

不適切な指導ということで、業務一部不履行に対

して業者に変な形での損失補てんを求めるような

発言をしたということで、担当課長、参事が厳重

注意、管理監督責任としまして部長、次長が口頭

訓告を受けております。

それから、平成１３年の５月に職場内におけま

す暴力人権侵害事件ということで、これは図書館

の事件で御存じだと思いますが、当事者が停職３

カ月、係員が減給１０分の１、１カ月間と。管理

監督責任としまして部長、次長、係長が厳重注意

を受けております。

それから、平成１４年の２月になりまして、病

気休暇中における生活態度ということで、病気休

暇中であるにもかかわらず頻繁にパチンコ店に出

入りしていたということもございまして、厳重注

意と昇給延伸３カ月を行っております。

－５７－

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 真砂君。

○２１番（真砂 満君） 市長が今回、私もこれだ

けたくさんの処分の事例があったというのはわか

らなかったんですが、今回のみずからの処分が政

治的な判断、確かに浅草山の件でいえば、去年の

議会でも一たん取り下げて改めて６月議会に出し

ておりますから、理事者側とすれば成案のために

並々ならぬ努力があったと。それがこのことによ

ってまた振り出しやということで、そういった面

でのみずからのふがいなさも含めたことは確かに

あったからというふうに思うんですけども、今の

事例を聞いていただいててもわかるように、私か

ら見れば、今回のこの事例以上のものも中にある

んではないのかなというふうに感じるんですよね。

そのあたりについて、これは今発表していただ

いたのが向井さんが市長になられてこれまでの事

案でありますから、場合によれば教育委員会の関

係であれば市長ではなくて教育長という形にもな

ろうかというふうに思うんですけども、ほかの事

案はすべて最高責任者のみずからの処分というの

は課してないわけですね。今回がそういった形で

課せられてると。見方によれば、今回は議会とい

うこともあって公になったと。言い方は悪いんで

すけど、公になった、明らかになってる、そうい

ったこともあって今回のこういった処分になった

のか。そういった見方もできるんではないのかな

というふうに思います。

私は、それであってはだめだというふうに思う

んですね。わかった部分についてはもう仕方ない、

わからんかったらそれでうやむやにしてしまう、

内々で済ましてしまう。そうではなくて、やはり

市長がみずからおっしゃってますように、その案

件案件、中身によってどうするんだということが

一番合理的であるし、まさにそうしなければいけ

ないというふうに思うんです。

もっといえば、今回の件でいえば、私は議会運

営委員会の中でも言いましたように、当然謝罪も

必要ですし、場合によれば処分も必要なのかもわ

かりませんけれども、まずその前に行政が今回の

この事案について反省をしなければいけないのは、

まさに公印の取り扱い、私はそういうふうに思う



んですよ。それが事案が発覚をしたときにどんな

公印の取り扱いについて対応されたのか。総務文

教の常任委員会開催前の正副委員長の打ち合わせ

のときに、総務部長にお聞かせをさしていただき

ますと、していないとおっしゃられました。議会

運営委員会では、市長が処分が確定した後、けさ

の庁議でしたか、調整会議でしたか、そのときに

改めて申し上げたというふうにお答えになられま

したけども、事案が発生してから何日たってるん

でしょうか。

それと、総務課長が管轄している市長公印、ほ

かにも部署では市長公印の保管をしている部署が

何カ所もあるわけですね。場合によれば同じよう

な案件が起こり得る可能性というのがあるわけで

す。泉南市で起こってなかっても他市でそういっ

た事例があれば、直ちに泉南市は大丈夫なのか、

再確認をして注意喚起を促す、そういったことが

日常的に当然行われてなければならないことが、

残念ながら泉南市の場合、当市で起こっているに

もかかわらず、まだほんとにしなければならない

ことをせずして処分に走ってしまう。私はそうい

ったあり方というのは間違ってるんではないのか

なというふうに思うんですが、そこらあたりにつ

いてはどうなのか。

それと、上林助役が処分の昇格、昇給のことに

ついて言及されました。当事者についてはそうな

んですが、私があえて尋ねさしていただいたのは、

管理監督の責任ということで、当然直属の上司、

２階級ぐらい、通常でしたら処分の経験はあろう

かというふうに思いますが、処分をされるという

のが常だろうというふうに思うんですけども、い

わばそういった処分がされると、当然管理監督不

行き届き、マネジメントのことがきちっとされて

いないということでありますから、当然その人の

昇給、昇格に一般的には影響して当たり前だろう

というふうに思うんです。そのことがほんとにど

うなのか。ほんまにその上司なりそういった形の

人が管理監督の責任を怠ってるということであれ

ば、当然訓告でも戒告でも注意でも何でもしたら

いいと思うんですけども、形式的だけにとらわれ

ていないのかどうかですね。

私は履歴ということで考えますと、形式的だけ
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にとらわれてましても、絶対そういった昇給、昇

格に本来は影響すべきものだというふうに思って

ますから、簡単にすべきではないというふうに思

いますから、そこらについてあえて聞かしていた

だいております。改めてお答えをいただきたいと

いうふうに思います。

それと、教育委員会の関係でありますが、今回

浅草山、担当外といえば担当外なんでしょうが、

議場でもこうやっておられますから、その中身等

については十分に把握をされておられるというふ

うに思います。今回の取り下げた理由についても

当然おわかりだろうというふうに思いますけれど

も、以前に教育関係で何件か事件もありますよね。

そのあたりについてのみずからの分と今回の分、

少なくとも教育長、どういうふうに感じられてい

るか。私は別に教育長の注意が軽かったというつ

もりは全然ございません。私は教育長の注意とい

うのは、その程度で妥当かなというふうには思っ

てますけれども、余りにも市長のみずからの処分

がきついというふうに思ってますから、その辺に

ついてのお考え方をお述べいただきたいというふ

うに思います。

それと教育長、あえてもう１点だけお聞かせい

ただきたいと思います。６月議会でも一般質問の

中で問題提起されたんですが、某小学校で問題を

起こして、某小学校の方に異動した、そういった

教師がまたぞろ問題行動があっていろいろ問題に

なっていた。たまたまその方が自主退職されたと

いうことで、そのままになってたんですけど、議

会の議場の答弁の中では、まるでその方がセクハ

ラ行為でもしたというような内容でお答えになら

れておりました。教育委員会がそういった把握を

仮にしてるならば、私はその案件というのは、懲

戒処分に値するんではないのかなというふうに思

うんです。処分でもほんまに表へ出た分について

は処分するけど、うやむやにできる分はしてしま

う、私はそういった姿勢というのは間違ってるん

ではないかなというふうに思いますんで、ちょっ

とずれますから簡単にお答えをいただきたいと思

うんです。

○議長（角谷英男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 先ほど前回までのいろんな



過去の処分状況を御説明さしていただきましたけ

れども、その中には市長部局、私の範疇の分とそ

うでない分も含まれておりますので、教育委員会

関係は教育委員長の方で最終的には処分されると

いうことで、私としてはそれはかかわれないとい

いますか、そういう組織になっております。

市長部局で起こったものについては、当然賞罰

審査会等で処分をし、そしてそれに関連する管理

監督責任等についても処分をいたしているところ

でございます。今回の分は、そういう行政だけの

かかわりということではなくて、議案として上げ

ておったという意味で、市議会の方にも大変御迷

惑をおかけした、あるいは混乱を引き起こす１つ

の要因であったということも踏まえまして、事務

的な処分というのはそれはそれとして、あと政治

的に私自身みずからの戒めも含めてこういう処分

をさしていただいたということでございます。

それと、他市でもいろんな新聞報道等、例えば

不正とか汚職とか事件があったら、そのたびに調

整会議において私の方からこういう事例が新聞報

道あったけれども、職員の皆さんにももう一度し

っかりと公正な事務処理、適正な事務処理をする

ようにということ注意喚起を行ってきております。

今回のもそういう意味で先般の調整会議で、これ

は一定の処分が出た時点で私の方から全部に対し

てその部長を通じて、部下に対してももう一度自

分たちの仕事を見直して適正な、そして的確な事

務処理をするようにということで注意をいたした

ところでございます。

○議長（角谷英男君） 亀田教育長。

○教育長（亀田章道君） 今回の市長におけるとこ

ろの処分ということで、市長さん自身の件、今申

されておられますけれども、私の感想といいます

か、そういうことで御質問を受けたわけですけれ

ども、先ほどから市長さんがおっしゃっておられ

るように、確かにこの事案についての事務的な管

理監督というその辺のところもあろうかと思いま

すけれども、あくまで今回の件で議会を混乱させ

たということでの市長のお考えと、このように私

は考えております。

先般、私の方におきましても事案がございまし

て、教育委員会の方では賞罰委員会がございませ
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んので、市長部局の方の賞罰委員会に御検討いた

だいて、部長以下の処分について御審議をいただ

き、それを受けて教育委員会での処分をさしてい

ただきました。その折に、私の方もその事案につ

きましての管理監督ということで厳重注意という

ことで処分を自分から上申いたしまして、処分を

受けてるという状況もございます。

もう一度繰り返しますけれども、あくまで議会

を混乱させたといいますか、そういった意味での

市長さんの今回の御自分での御処分だというふう

に考えております。

それから、あと１点、信達小学校の教諭の件で

ございますが、確かに１年目で新任であって、学

級指導、あるいは校内で保護者ともトラブルとい

うような事象がございまして、指導もさせていた

だいた段階ではあったんですけれども、１年で信

達小に転勤をさせまして様子を見ておりました。

その間、学校あるいは教育委員会の方でも指導は

させていただいたわけですけれども、またやはり

子供の指導、あるいは保護者との意見の食い違い

と。一部は応援をする親御さんもいらしたようで

ございますけれども、そういうことがあった経緯

の中、本人から退職という申告といいますか、退

職したいという申し出がありましたので、その形

で退職ということで府の教育委員会と協議をした

上、退職辞令を受け取り、退職をさせたというこ

とでございます。

何かセクハラというようなことが今真砂議員さ

んから中にありましたけれども、後日そういった

こと、セクハラというふうに言えるかどうかとい

うことではあるんですけれども、その辺のところ

の模様があったということは認知いたしましたけ

れども、本人が退職したいということの自分から

の申し出の段階では、そのことにつきまして教育

委員会としても認知しておりませんでした。

以上のような経緯でございますので、御理解い

ただきたいと思います。

○議長（角谷英男君） 上林助役。

○助役（上林郁夫君） 再度の管理監督者としての

処分した場合の昇給、昇格に影響するのかという

御質問でございます。

基本的には、やはり問題を起こした職員が一番



処分は重いというのが基本でございます。その他

の関係職員、主に管理監督の職員につきましては、

やはり原因者よりは軽くなるものとして行ってお

ります。これまでの事例でも管理監督責任の処分

につきましては、やはり訓告とか厳重注意が一番

多く見られております。

いずれにいたしましても、その事案や処分内容

につきましては、判断すべきものと認識しており

まして、特に訓告とか厳重注意の場合は、昇給、

昇格には今現在では影響はしていないということ

でございます。

○議長（角谷英男君） 真砂君。３回目です。

○２１番（真砂 満君） もっと議論をしたい部分

があるんですけども、上林助役、私が言うてるの

は、仮に形式上であろうがほんとに管理監督の能

力に欠けて処分をしたところで、それが履歴とし

てやっぱり私は残るべきやと思うんですよ。マネ

ジメント能力に欠ける、直属の部下が何か事案、

事故を起こすということですから、組織上からい

うと管理監督も含めたマネジメントにやっぱり一

種の疑問を投げかけざるを得ない。それが例えば

重なっていきますと、その方の職歴、そういった

履歴に傷がついてくるわけですよ。そういった傷

がついた方が、一般と同じようにその方が直接何

か事案、事故を起こしてないからといって、昇給、

昇格に影響しないと。これは一般的にはない話な

んですよ、履歴として残るわけですから。だから、

私は簡単にそういったことに処分すべきではない

ですよと、そう言うてるんです。

今の答弁でしたら、影響しないんでしょう。逆

にそれがおかしいんですよ。おかしいでしょう、

管理監督能力に欠けてるのにその方が昇給、昇格

されると。僕らも職員時代、余り優秀な職員じゃ

なかったですからね、紙をいただきました。僕ら

冗談でレッドカードやイエローカードとかいうて、

これを２枚もうたら延伸やでとかいうて、笑い話

の中でそんな話もしたことあるんですけど、私は

それが一般的やと思いますよ。そんなん注意やか

らいうて、まあまあ口頭注意やからええわという

ような代物じゃないでしょう。２回も３回も注意

を受けてて一般と同じように昇格、昇給すると、

こんなもん一般的には考えられませんよ。それだ
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けやっぱり何か問題があるわけですから、昇給、

昇格に影響するわけです。これで当たり前なんで

す。逆に言うと、私はだからこそそういった簡単

に口頭注意やからええわとか、文書注意やからえ

えわと。そうじゃないですよということを言うて

るんで、そこらちょっと違うんと違うかなと思う

んで、いや、同じことやというんやったらそれで

いいんですけどね。私は答弁を聞いてますと、そ

こはちょっと違うと思いますので、改めてお答え

をいただきたいと思います。

それと教育長、私は、私の方から６月議会のと

きにセクハラ行為があったと言うてないです。あ

なた方がおっしゃったんです。答弁でもあなた方

がおっしゃったんですよ。だから、あえて私言う

てるんですよ。そんな事例があるんやったら、自

己退職さすんじゃなくて、懲戒処分にしたらどう

ですか。問題行動があった、セクハラ行為もあっ

たとおっしゃったのは、あなた方です。それやの

に自己退職してる。それがおかしいんじゃないで

すかと言ってる。そこまで把握して議場の中で言

うんですからね。名前は確かに言いませんでした

よ。でも、某小学校から某小学校へ異動した、月

まで言いましたな。年月日まで言いましたわな。

Ａさんというのは特定できるんでしょう。その方

がそういった行動をしてると。そこまでおっしゃ

るんでしたら、懲戒処分にすべきじゃないですか。

自己都合やと。問題起こしといて何ですか、それ。

だから、身内に甘いと言われるんですよ。それは

後で答弁してください。

ただ、それぞれの事案でそれぞれの処分がある

というのは、私はわかりますけれども、どうして

もここで皆さん方に言うときたいのは、バランス

というものがあるというふうに思うんです。

例えば今回だけに限っていえば、正しいんかど

うかわかりませんけれども、細かくなりますけど、

担当が１０分の１の減給、助役、市長が、これは

政治的な判断ということでありますけれども、１

０分の１の減給、その上の直属の上司、次長、部

長が注意処分と。おかしいでしょう。下と上が１

０分の１、真ん中が注意と。私はおかしいと思い

ますよ。それがまかり通るんなら、これからすべ

てそういう形にしなければいけないんですよ。



そら議会をとめたそのあれはあるとおっしゃい

ますけども、確かに議会も私自身も迷惑をかけら

れました。そのことはきちっと誠意ある謝罪で政

治家向井市長がされるなら、私はそれで了だと思

うんですよ。議会の方も一部では市長の処分とい

うことを何回も求めていた部隊もありましたけど

も、私はそうじゃなくて、きちっとほんとに悪か

ったと、ほんとに向井さんが思うんであれば、そ

ういったことを言葉なりそういった形であらわす

べきではなかったのか、謝罪という形であらわす

べきではなかったのかというふうに思います。同

じことの繰り返しなんで、以上で質問を終わりま

す。

○議長（角谷英男君） 上林助役。

○助役（上林郁夫君） 基本的には私どもは職員に

つきましては、地方公務員法の処分を受けた場合

には、特に昇給には影響するという基本的な考え

はまず持っております。先ほども申し上げたとお

り、その他の法に基づかない処分というのはある

んですけども、そういう面につきましては、回数

を重ねた場合にはやはり判断、影響があるという

ようなことも考えなくてはいけないというのは思

っております。

いずれにいたしましても、その事案とか内容に

よって判断すべきものというように思っておりま

すので、よろしくお願いをいたしたいと思います。

○議長（角谷英男君） 亀田教育長。

○教育長（亀田章道君） 先ほどの質問の件でござ

いますけれども、６月の議会で退職いたしました

教諭がセクハラ的行為はあったというふうに確か

に教育委員会としての答弁をさしていただいてる

と思いますが、ただ先ほども申し上げましたよう

に、その認識をいたしましたのは、本人が退職し

た後のことでございます。本人から直接事情聴取

等もできない状況といいますか、事象の中身でご

ざいますけれども、保護者の方に食事を誘うとか、

そういう電話をしたとかいうふうな事実、一、二

そんなことも聞いてございます。

学校長等にもその辺の事情も後ほど聞かしてい

ただいて、そういうセクハラ的行為、完全にセク

ハラかどうかというところまでの判断はできかね

ますけれども、これは退職以前に認知しておりま
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したら、本人から事情聴取等も加えて実施すると

ころでございますけれども、本人からの退職がも

う既に出ておりまして、府の教育委員会との協議

の上で退職事例が出た後、そのことを教育委員会

として知ったということでございます。御理解を

いただきたいと思います。

○議長（角谷英男君） ほかに。――――成田君。

○１８番（成田政彦君） １つお伺いしたいんです

けど、処分の結果というのは、こういう処分の内

容になっとるんですけど、この処分するに当たっ

て、中身の経過については、総務常任委員会で私

はもっと詳しく説明しなさいと。なぜ、どこに何

の間違いがあって、どのような時点で懲罰委員会

でそのことが決められ、その詳しい経過というも

のが、本会議でもそのことが説明されてないと。

そういう点について、どこがどう間違っとって、

それでどこでどのように話されて、どういうふう

に処分されたんか、そのことをもうちょっと詳し

く話してほしいと。

それから、もう１つ、向井市長になってここに

処分があるんですけど、これは直接の上司が処分

されたのは――注意だけと違いまっせ。直接の上

司が具体的な処分をされたのは具体的に何件ある

のか、ちょっとそれをお伺いします。

○議長（角谷英男君） 上林助役。

○助役（上林郁夫君） 私の方から、１点目の審査

内容のことだと思うんですけども、まずこの審査

につきましては、原因は決裁を受けずに公印を押

印したということと、当時の上司の管理監督責任

について審査をしたところでございます。本人か

らは、経過書及び事情聴取の内容を十分事務局の

方から、事務局というと人事担当部局からですけ

ども、説明を受けまして、事実関係に基づいて賞

罰審査会で審査をしたということでございます。

内容につきましては、事実関係の確認と市に対

して損害を与えたか与えなかったかという議論を

まずいたしました。原状回復がなされたというこ

とで、この件につきましては所有権移転はもとに

戻したということもありましたので、結果的には

市に実害はなかったものということであったんで

すけども、やはり本市の条例なり規則に違反があ

って議会に対して迷惑をかけたということも踏ま



えまして、懲戒処分の程度について話し合いを行

ったということでございます。

また、上司の管理責任につきましては、原因者

に一番の責任があり、原因者より重くすることは

できないということの議論がされたところでござ

います。あわせまして、本市の過去の処分事例や

国の処分基準等を参考にしながら、処分の内容を

決定したものでございますので、よろしくお願い

を申し上げます。

○議長（角谷英男君） 出口人事課長。

○総務部人事課長兼行財政改革推進室参事（出口幸

廣君） 私の方から、これまでの賞罰事例の中で

事件に伴いまして上司の管理監督責任を問われた

件数は６件となっております。

○議長（角谷英男君） 成田君。

○１８番（成田政彦君） そうしますと、さっき説

明を受けたんですけど、まず条例のどの部分に適

してこれを処分したのか。それから、原因者に重

大な――原因者というんですけど、これ市長公印

を使ってますので、単なる課長がこういう市長公

印を使って、こういう重大な問題を泉南市の組織

体制では簡単にできると。ここに非常に職務の怠

慢、緩み、そしてその上の上司についてはそれを

どこまで知っとったか、もう一度お伺いします。

この問題について、市長公印を使って土地の売

買、そういうものについて直接外部、緑公団です

から国家機関ですわね。こういう国家機関と交渉

する全権が与えられておったと。そして、市長公

印が使われたと。これについてその上司が全く知

らなかったと。まさか市役所の中にこういう緩み

があるということは、私は信じられません。もう

一度この直接の上司は、緑公社との関係の問題、

そういうことを報告を受けてなかったのか。それ

から、この土地の登記の問題についても、処分さ

れた課長から一切報告はなかったのか。課長は全

く稟議書及びすべて単独行動でこういうことをし

たのか。この点、緑公社の関係は何にも報告がな

いんですけど、その緑公社と課長との協議はどの

ように行われてきたのか。その都度その都度それ

は直接の上司に報告はされてなかったのか。その

点もお伺いしたいと思います。

これ、例えば大阪府と泉南市の担当者が交渉す
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る場合、こんな重要な問題を直接の上司に報告し

ないなんていうことは考えられません。ましてや

緑公社というのは国の機関であります。こういう

例えば国の機関と交渉する一課長が全く上司のい

わゆる指示のもとに動いてないということは、普

通考えられないと思うんですけど、この点どうな

っとるのか。もうちょっとその点を、緑公社の関

係と課長の関係、上司の関係、稟議書の問題、そ

ういうことは一切報告はなかったのか。その点、

ちょっとお伺いします。

それで、条例のどこで処分したのか。今聞きま

すと――規則ね。６件直接の上司が処分されてま

すけど、今回なぜこんな重大なことで直接の上司

がこんな軽い程度で済まされるのか、私は疑問に

思います。助役は原因者に直接問題があると言う

んですけど、これ、どうですか。相手は大阪府と

違いまっせ。国の機関でっせ。緑公社でっせ。そ

の点ちょっともう一遍詳しく。よろしく。

○議長（角谷英男君） 上林助役。

○助役（上林郁夫君） １点目で、どの規定に違反

したかということを私の方から御答弁申し上げた

いと思います。

まずは、本市に事務専決規程というのがござい

ます。その規程の違反、そして文書規程、公印規

程、この３つに違反したということでございます。

他の件につきましては、事務担当の方から御答

弁を申し上げたいと思います。

○議長（角谷英男君） 中谷総務部長。

○総務部長（中谷 弘君） 成田議員さんの御質問

の中で、担当課長から上司への報告ということで

ございますが、この議案につきましては、泉州東

部区域農用地総合整備事業、いわゆる基幹農道の

事業用地に係ります件でございます。その関係で、

当然経過なり緑公社との協議については、我々、

私また助役が入らなければならない協議について

は、当然入ってどういう形で進めるかという協議

は行っております。

ただ、この件については、あとで議案として出

てまいりますけれども、分筆登記なり所有権移転

登記の協議ですね、その辺についても内部で協議

いたしましたけども、後の事務手続ということの

中で窓口として総務課長が行ったものでございま



す。その中で分筆登記と保存登記まで行うという

ことで、所有権移転については議会の議決後行う

ということになってたわけでございますけれども、

それについても向こうの方から要請があって捺印

をしたという報告を受けております。

ただ、その捺印をした中で、緑公社に対しても

議会の予算議決後ということの中での話はあった

というふうには報告を受けておりますけれども、

緑公社からも文書が来ておりますけれども、向こ

うの方でやってしまったという報告を受けたわけ

でございます。改めて緑公社に話をして、登記を

戻してほしいという協議をした中で、７月１５日

付で登記がもとに戻ったという経過でございます

ので、よろしくお願いいたします。

○議長（角谷英男君） 成田君。３回目です。

○１８番（成田政彦君） 僕、ちょっとおかしいと

思うんやね。今の総務部長の話によると、一方的

に緑公社から要請を受けたと。それで、課長は要

請を受けて課長の独断でやったということなんで

すけど、しかしその前提には、緑公社との協議に

ついてはある一定、そら当然ですわな。直接の上

司の総務部長、助役などが入って重要な問題につ

いて協議してます。しかし、突如緑公社から要請

されて課長が独断でした部分については、その間

については何ですか、これ。まさか緑公社の方か

ら土地の登記の問題について要請されたと。それ

も市長公印を押さなきゃならないと。そのことに

ついては勝手にしたんやと。これはちょっと納得

できない。普通、一般会社でも重要なときだけは

事務手続、これは勝手にやったんやと。

この判断、１人の課長が一番最後の重要な土地

登記の問題で印鑑を押したということについて、

これを知らなかったということは、私はこれは済

まされませんわ。その上司は、はっきり言うてよ

っぽど目がくらんどったのか、ずうっと経過から

見たら当然これは登記しなければならない問題が

出てくるし、緑公団から要請されると。その問題

について、それは知らなかった、事務的に勝手に

――事務で字を書いて消しゴムで消すぐらいだっ

たら僕わかるんだけど、市長の公印を押し、登記

したんですからね、これを稟議書もなくてやると

いうことは、完全に私、責任ですよ。何で稟議書
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を上げてきちっと、彼は総務部長に直接上げなか

ったんですか。何でそういう指示しなかったんで

すか。そういう指示しないこと自体が能力がない

んですか。

総務部長、あなたなぜそれをきちっと最後まで

指示、何で最後まで指示しなかったんですか。当

然緑公社からそういう要請が来たら、そしたら当

然、普通課長は上げて、それは当たり前のことや。

それをごまかしてやるなんていうのは、全く信じ

られませんわ。その点をもうちょっと、なぜ、そ

の点課長とどういうやりとりしましたか。こんな

重要なことについてなぜ報告しなかったと。ずっ

とあなたの今の発言では、ちゃんと緑公社のこと

については、ずうっと事前はちゃんと協議してき

た、いろんな問題について。そういうことを言っ

てますでしょう。この部分だけなぜ欠落するんで

すか、その部分だけ。最終的な重要な問題、課長

隠したとか、こういうふうになっとるんですけど、

その辺がちょっとわかりません。

それから、職員の懲戒の手続と考課に関する規

則があるんですけど、もう少し具体的にこれ、ど

この何の部分、ここに２条、３条あるんですけど、

どの部分が――免職でないんですから２条の分か

わからないんですけど、この２条の部分でもう少

し、例えば総務部長のやったことは２条の部分に

僕は入ると思うんですけど、そういう点でどうで

すか。もう少しそこの、いわゆる懲戒の手続の中

でどの部分について議論されて、これが適当であ

るという判断をされたのか、もう少しその点詳し

く。今度は市長と助役は一応処分されたが、中抜

きされてますからね。その点きっちりと答えてく

ださい。

○議長（角谷英男君） 上林助役。

○助役（上林郁夫君） 処分の内容の具体的なこと

だと思うんですけども、まず原因者につきまして

は、先ほどからも言うてるように、地方公務員法

のまず懲戒処分に値するということでございます。

懲戒処分の中には、まず戒告、そして減給、そし

て停職、免職と、この４項目がございますが、総

合的に審査をいたしました結果、やはり減給に値

するということを決定したところでございます。

減給の内容につきましては、先ほども申し上げ



たとおり、給料、調整手当の要するに１０％１カ

月減給するということでございます。それに基づ

きまして管理監督責任はどうかということでござ

いますが、先ほどからも申し上げたとおり、処分

というのは原因者が一番重い、重くすべきものと

いう基本的な考え方がまずございまして、その管

理監督、この場合は管理監督の関係の職員につき

ましては、原因者より軽くということで、要する

に法に基づかない処分ということで、文書による

厳重注意が妥当ということで判断をいたしたとこ

ろでございます。

○議長（角谷英男君） 中谷総務部長。

○総務部長（中谷 弘君） この事務のプロセスな

んですけども、当然緑公社と協議をしたこともご

ざいますけれども、この登記の関係の手続の協議

というんじゃなしに、土地の売買契約をどうする

かというような協議については、緑公社と私、助

役が入って、担当課長も入って協議は行っており

ます。その中で進んできた中の段階ということで、

登記関係の話は担当課長の方で協議を行ったとい

うことでございます。

その中では、我々の認識ということでは、先ほ

ど申し上げましたように、所有権移転については

予算の議決後ということの認識であったわけでご

ざいます。ですから、決裁関係についても分筆登

記、保存登記までという形での処理ということで

進んできたということでございますが、担当課長

から聞いた中では、その当時緑公社の方から一式

書類を持ってきて、これももう一緒に押していた

だきたいような申し出があったということの中で

ありますけれども、当時の課長も当然これは、所

有権移転登記については議会の議決後ということ

の中で、約束の中で押印をしたというふうに私自

身も報告を受けているところでございます。

私に対する管理監督責任、厳しく指摘をされて

いるわけでございますけれども、今回の事案を十

分反省する中で、今後の職務に務めてまいりたい

というふうに考えておりますけれども、まずこれ

を戻すことが大事だということの中で７月１５日

までかかってこの登記をもとに戻すという状況で

ございますので、よろしく御理解をお願いしたい

というふうに思います。
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○議長（角谷英男君） ほかに。――――島原君。

○１６番（島原正嗣君） このそもそもきのうから

開かれておる臨時議会は、今提案されてることに

端を発してわざわざ臨時議会を盆も近づいてるの

に、そんなことは関係ないでしょうけども、私は

先祖、仏を敬うという持って生まれた人間性があ

りますから、そういうことを言うんですけれども、

ほんとに心外ですよ、こういう時期にこのような

臨時議会を開くということは。まして、これは行

政のほとんど責任でしょうが。もともとこのこと

は、問題が出てきてから次の臨時議会を開いても

らうということが前提やったわけですよ。そら構

へんですよ、開いても。もう少し行政というのは

厳粛に市民のあり方、あるいは全体の奉仕者とし

て、地方公務員法に定められておる職員の綱紀粛

正、これをきちっとやっぱり市長、稲留市長、あ

んた最高責任者ですから、管理監督をする責任が

ありますよ。あ、失礼しました、向井市長。きの

うから稲留元市長が頑張っておりますので、それ

ばかりしか頭になくてえらい失礼しました。向井

市長さん、頼みまっせ、ほんまに。

そうでしょうが。電気代はかかるわ、えらい速

記者さんには悪いけども、速記料はかかるわ、議

員はこんなん出ても費用弁償ありませんからどう

ということないですけども、やっぱり職員にして

もえらいありがた迷惑ですよ、これはある意味で

は。そうでしょう。

そこでちょっとお聞きをするんですが、これ議

運なり総務文教の中での協議会では、助役の当初

の説明は、錯誤やったというふうな言い方をして

おるんですけども、民法上、私もある大学の通信

教育をまだ受けてるんですけども、民法論の中で

錯誤の定義について、一応学説として説いてるわ

けですが、この錯誤という定義は、１０年、２０

年前あるいは明治時代、大正時代とは違って現代

の昭和、平成という時代では、この錯誤の解釈定

義というものは非常に変わってきていると、こう

いう認識を持たれてるんですが、助役さんのおっ

しゃった錯誤とはどういうことなのか。ここに書

いてるのは、意思と表示の不一致を言うというふ

うに書かれてもおるわけでありますが、行政の認

識としては、この錯誤という定義についてどのよ



うに考えるのか、お答えをいただきたい。

それと、処分の方法は法に基づいてという御答

弁があるわけでありますが、もちろんそうでしょ

う。また、一方では法に基づかない処分をしたと

いう言い方もしてるんですが、地公法からいうと

第２９条ですね。これは懲戒等の規定があります

ね。それから、地公法の第２８条第３項には適格

性を欠くという場合の処分もありますね。それか

ら、地公法第５章第６０条には、罰則規定という

ものがありますね。

いろいろ総合して、今おっしゃってることが処

分の対象になり、限定した処理をしたと、こうい

うことですけれども、これは何ですか、問題は例

えばここに提案されておる賃金カットとか給与カ

ットとか昇給、昇進のストップと、こういうよう

なことが問われておるわけでありますけれども、

問題はこの公印の管理、先ほどの議論もありまし

たように、のあり方というものをどのように考え

ておられるのか。ここらあたりの認識をちょっと、

どのように改めたのか、今後どのような管理をし

ていくのか。これも含めて前任者の質問と重複す

ると思いますけれど、もう少し行政としてのこの

賞罰審査会では、ただ単に給与の減給、そういう

ことだけに終わってるのかどうかですね。

それと、もう１つ、市長室以外に、僕もよくわ

からないんですが、どことどこに市長印が、公印

が管理されてるのか。例えば住民課、市民課に行

きますと、戸籍謄本とかある意味ではいろんな書

類の中に市長印が押されているわけでありますけ

れども、うちの場合は、泉南市の場合はどことど

こに置かれてるのかですね。また、どういう方法

で市長公印というものが押されてるのか。だれの

判断で最終的に押されてるのかですね。そこらあ

たりをお聞かせいただきたいと思います。

ただ、問題は、そういう市長公印を押す認識と

いうものが若干職員間の中で薄れてこういうこと

にもなったと思うんですけれども、ある意味では

押した人間にすれば、一生懸命やっててこれは早

いこと処理をせないかんと、こういう市のことを

思ってやったというある意味では逆の判断をする

かもわからない。そういう意味では、もう少しや

っぱりこの管理体制というものを改革していくと
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いう行政としての対応をしていかないと、また過

去にもこれからもこうした問題が起きないとも限

らない、そのことの判断について御答弁をいただ

きたい。

○議長（角谷英男君） 上林助役。

○助役（上林郁夫君） 私の方から、１点目の錯誤

の件で御答弁申し上げたいと思います。

土地の登記につきましては、もし誤ってたとい

うことであれば、当然もとへ戻すということで、

登記簿関係につきましては、必ず原因が必要です

ので、当然誤ってたということで、その名称は錯

誤というような形を登記簿関係ではよく使います。

要するに、誤ってたということの認識でございま

すので、これは登記関係の原因の１つの用語とい

う形で御理解をお願いいたしたいと思います。

○議長（角谷英男君） 中谷総務部長。

○総務部長（中谷 弘君） 私の方から、３点目の

公印の管理の関係を申し上げておきたいと思いま

す。

泉南市の公印管理規程の中に、別表第１でござ

いますけれども、その中に判の種類と保管者とい

うのを規定いたしております。今回の場合は一般

文書用の市長の印ということでございますから、

総務課長が保管をするということになっておりま

す。そのほか、市民課なり課税課ですね。それと

課税課では課税課用の市長印、戸籍関係について

は市民課、住居表示関係については都市整備部と

いう形で、国民年金の関係ですと国保年金課とい

うことでいろいろと各部署にわたって公印、市長

員を保管をいたしているというのが事実でござい

ます。保管の場所については、この別表１の中に

記載いたしているとおりでございます。

それと、公印の使用の仕方につきましては、こ

の公印規程の第８条に公印の使用ということの規

定がございますので、その保管者が公印の使用の

申し出があったときは決裁を経た稟議書と対照審

査をして確認の上、使用するということでござい

ます。それと、稟議書については、もうその書類

については公印を押したということで公印済み印

を押印しなければならないという規定があります

ので、これに基づいて公印の使用を行っていると

いうのが実情でございます。



以上でございます。

○議長（角谷英男君） 出口人事課長。

○総務部人事課長兼行財政改革推進室参事（出口幸

廣君） それでは、私の方から今回の処分につき

ましては、地方公務員法の第何条に該当するかと

いうことでございますけども、今回の場合は懲戒

処分ということでございまして、地方公務員法２

９条の第１項、内容を申し上げますと、「この法

律若しくは第５７条に規定する特例を定めた法律

又はこれに基づく条例、地方公共団体の規則若し

くは地方公共団体の機関の定める規程に違反した

場合」ということでございまして、泉南市の公印

規程ということで、基本的には公印を押す場合は、

決裁をとりまして、それを持っていった上で総務

課長の方で公印を押していただくということにな

っておりますので、今回は地方公共団体の規則も

しくは地方公共団体の機関の定める規定に違反し

た場合ということで、２９条の１項ということで

ございます。

〔稲留照雄君「議事進行」と呼ぶ〕

○議長（角谷英男君） 稲留君。

○１３番（稲留照雄君） 先輩、まことに申しわけ

ありませんが、きょうはたまたまたこの時期に議

会を開くことはございませんので、長崎で今慰霊

祭を行っているところであります。議長に発声い

ただいて、重要な議案の最中ですが、私たちは８

月９日という日を議長に発声いただいて黙祷でも

ささげられれば大変ありがたいと、このように思

うんです。こういう機会はもうほとんどないと思

いますので、よろしくお願いします。

○議長（角谷英男君） もう一度確認をしたいんで

すが、何のための黙祷をささげるのか、もう一度

おっしゃってください、わかりませんので。

○１３番（稲留照雄君） きょう８月９日、長崎に

原爆が落ちまして、非常に我々にとって印象的な

日でございますので、できれば議長に発声いただ

いて、時間をいただいて黙祷をささげるというこ

とを提案したいわけであります。

○議長（角谷英男君） 申し上げますが、議事と直

接かかわり合いがございません。これが１点です。

それと、もう１つは、どうしてもおっしゃるん

であれば、非常に重要なことをおっしゃっている

－６６－

ことは事実でございますので、あえて皆さんに御

了解いただけるなら、お諮りをして黙祷が構わな

いというんであれば黙祷をしたいというふうに思

います。

よろししゅうございますか、諮らしていだたい

て。島原君。

○１６番（島原正嗣君） こういう議会審議の途中

で中断をするということになると思うんですが、

本来、議会運営委員会でできればもう事前に言う

ておいていただかないと、私が物を言ってる段階

ではいかがなものだろうかというような気もしま

す。別に構しませんけど。

それと、もう１つは、長崎のそういうピカドン

の問題について敬意を表して黙祷も大事ですけれ

ども、いっそするなら重里さんも去年の今ごろ亡

くなられたのと違うかなと思うんですが、するん

やったらもう重里さんのも含めてやってください

よ。

○議長（角谷英男君） 先ほど皆さんにお聞きして

という発言をさしていただきましたが、本来であ

れば今島原議員がおっしゃられたように、運営上

は事前にこの問題はおっしゃっていただいて、事

前に皆さんに御了解いただくというのが本来であ

ろうというふうに思います。判断をさせていただ

くのは、非常に重要な提案はされましたが、唐突

でもありますし、議事運営と現在直接かかわり合

いがないということでもありますので、これを取

り上げないという判断をさしていただきます。ま

ことに申しわけございませんが、会議中でござい

ますので、よろしくお願いをしたいというふうに

思います。島原君。

○１６番（島原正嗣君） はっきり言っときますけ

ども、別に長崎のきょうのことに反対と、こうい

う意味ではないです。ただ、手法としてはいかが

なものだろうかなというような感じをいたします

ので、大変僣越ですけども、質問を続行さしてい

ただきたいというふうに思います。私も質問しな

がら、心から長崎の問題については哀悼の意を表

したいというふうに思います。

今、それぞれ御答弁をいただいたわけでありま

すが、問題は処分のことも大事ですけども、市長

さん、もう少しこういう庁舎全体の管理監督とい



うものについて、市長自身がなかなか目の届くと

こまでいかないでしょうけれども、例えばこの事

案から外れるかもわかりませんけども、市民課も

５日から住基の問題もスタートしてるようであり

ますが、もう少し市役所の管理のあり方というも

のを総点検するべきではないかなと、そんな思い

をしております。今の状態やったらどこからでも、

住民課であろうとどこの課であろうと自由に入れ

るというふうな、私は土、日、人のおらない――

警備員もおりますし、臨時で来られている職員さ

んもいらっしゃるんですけども、もう少し各担当

の部課の公文書のあり方、あるいは今問題になっ

ております公印のあり方というものを徹底して管

理するような指導をしなけりゃならん時期に来て

るのではないかなというふうに判断をいたします。

そういう点からしまして、じゃもう一度お伺い

しますが、それでは現在市長公印が廃止をされて

いると、管理をされているのは市民課と課税課と

都市整備、国保年金等々のこの４つくらいですか

ね。もう一度確認をしておきたいと思います。

そこで課長決裁まで行って、課長が公印を押す

と。その押した書類の確認というのは、その課長

の上の例えば次長とか部長とかいろいろおるわけ

ですけれども、じゃ市長の方の関係については、

例えば市民課できょうなら１００通なら１００通

分を市長印を押したというふうなその最終的な確

認なり、そういう閲覧はどういうことに――市長

室に全部持っていって、市長がそれも一々決裁し

てるわけですかな。

ただ、部長だけの判断なり、あるいは助役さん

の判断で、私、条例見てませんからちょっとわか

らないんですけれども、そういう場合はどうなっ

てるんですか。あくまでも市長公印を押した場合

の点検、確認というのは、最終処理はどこでして

るんですか。今、御答弁のあった４カ所か５カ所

の市長印の保管場所ですね。押した確認、例えば

今申し上げましたような市民課で１００通なら１

００通押したというようなことの確認ですね。こ

れはどこらあたりで最終段階確認してるんですか、

お答えをいただきたいと思います。

○議長（角谷英男君） 中谷総務部長。

○総務部長（中谷 弘君） 市長印の保管につきま

－６７－

しては、今別表第１の関係の中に記載していると

おりというふうに申し上げました。数については

すべて見ておりませんので、これは時間がかかり

ますので、後ほどまた見ていただきたいと思いま

すけれども、文書の最終確認というんですか、要

するに行為を起こすときには当然決裁というのが

必要なんですね、判を押す前に。その決裁につい

ては、市長までもらう事案もございますし、専決

規程によって助役まで、部長まで、あるいは課長

までの決裁で処理できる事案がございます。

ですから、その決裁をとった書類の当然必要な

公印の部分については、一般の市長印ということ

になりますと、一般文書用になりますと、総務課

長のとこに持ってきて、発送文書についてはその

公印を押すと。決裁の稟議書については、これで

公印を押して発送すればそれで一応仕事としては

終わりですから、その保管書類については公印済

みの判を押して、所管する起案したところがその

書類を管理すると、事務手続としてはそういう形

になっているということでございます。

○議長（角谷英男君） 島原君。

○１６番（島原正嗣君） 何回も同じようなことを

言うようですけども、例えば文書でもいろいろあ

ると思うんですけども、今各原課の中で例えば予

算の関係も３００万から５００万までは、事業部

なんかは事業部にお任せをしてると、こういうお

話をよく聞くんですけども、総務も同じように、

例えば１００万か５０万かという規定があると思

うんですが、そういう場合の契約等にかかわる分

については、これは今総務部長が答弁したように、

助役あたりの最終的な確認で決裁を済ましてるの

かどうかですね。市長のとこまで持っていって、

市長自身が確認するといういわゆる規則、規定に

従った、あるいは地方自治法に従った、専決処分

の金額というのはわかってますけども、それぞれ

日常、行政として行っておる業務の中での市長判

断、市長決裁というのはどこぐらまでいってるん

ですか。そのことをもう一度お伺いをしたいと思

います。

３回目ですからこれで終わりますが、問題はも

っと公印というもの、市長印というもののあり方、

これはどういう意味を持つのかということは、も



う公務員であれば、地方であれ国家公務員であれ

十分わかってると思うんです。そういう意味で、

やはりもっともっと管理体制というものを充実し

てやってほしいなというふうに思います。これは

もう希望意見として申し上げておきます。

以上です。

○議長（角谷英男君） 中谷総務部長。

○総務部長（中谷 弘君） どの部分が市長まで行

くんかということでございますが、一般的な事務

の流れとして、今島原議員さんが言われましたよ

うに、決裁関係については専決規程ということで、

金額的に決まっておるということでございますけ

れども、内部での協議の中で、これは市長まで報

告すべきものと、市長の判断が要るというものに

ついては、当然その所管が市長まで相談を申し上

げて、その後方針を決めて専決規程に基づいて決

裁をして処理をしているというのが実情でござい

ます。

○議長（角谷英男君） ほかに。――――和気君。

○１９番（和気 豊君） 私、議会運営委員会の論

議を拝聴しておりまして、その中で出てきたこと

から少しお伺いをしたいというように思うんです

が、先ほどからいわゆる公印規程、事務専決規程

等についてやりとりがあったわけですが、いわゆ

る保存登記の問題ですね。これにかかわってのい

わゆる決裁書類ですね。これはどこまでいってい

たのか。

それと、やはり合点がいかないのは、どうして

も議会の承認事項である移転登記ですね。保存登

記も重要ですけれど、これは形式的といいますか、

売買にかかわって当然市に保存を一たんしなけれ

ばならないという、そういう事務処理での段階で

すから、それは議会の承認事項じゃなくて、行政

内の事務処理でこれは処理されてくる。それが決

裁がとられておって、私、たしか市長まで決裁が

とられておったというふうに聞いたんですが、間

違いであればまたお示しをいただきたいんですが、

ところが片方の議会で承認を得なければならない、

対行政と議会との関係で本当に守らなければなら

ない、遵守しなければならない、そういう取り扱

いの義務にかかわっての公印が決裁文書、稟議書

がない中で対照、審査もされずに判が押されたと。

－６８－

このことについては、どうしてもやっぱり合点が

いかないんですね。

そういう点では、直接の上司である総務部長、

あなたはこのことにはずっとかかわっておられて、

保存登記なんかの決裁書、稟議書なんかも判を押

しておられるわけですね、起案文書が下から上が

ってきたときに。だから、対議会との関係、これ

はあなたも失念されたんでしょうか。稟議書がな

いということが、移転登記がやられるという過程

の中でそういう決裁文書がないという、しかし公

印が押されて緑資源公団の方で登記がなされてお

ったという、決裁文書がなかったということにつ

いて、あなたはいささかもそのことについて考え

られなかったのか。もう失念されておったのか。

その辺ですね、

これは僕、あり得べからざることだとというふ

うに思うんですよ、どうしても。こういう事務的

なあり方で、言葉は悪いですが、給料をいただい

て、市民の血税をいただいて、その職についてい

わば飯を食っておられた方としては、これはどう

も合点がいかないというように思うんですよ。そ

れが１点です。

それと、もう１つ、売買についてはこの登記簿

謄本の写しを見せていただきますと、１４年の１

月の１０日、こういうことになってますね、いわ

ゆる登記の原因に足る売買については。それじゃ

３月議会にも十分に出せたんではないかなという

ふうに思うんですが、これは大体この事業が６月

の議会の承認を得てから進むということで、別に

６月議会でもよかったんでしょうか。売買からい

えば、もう速やかに移転登記請求が出てるわけで

しょ、その売買が成立した１月１０日に。にもか

かわらずなぜ３月に出なかったのか。その辺です

ね。

それと、この事業は実際いつごろからやられて

るのかですね。その辺についてチェックをされて

いるのかどうか。登記上のそういう文書の形式的

な問題と、実際事業がいつごろからやられている

のか。多分まだ移転登記がやられておりませんか

ら、事業はまだ進んでいないというふうに思うん

ですが、その辺の確認だけ、緑資源公団にせっか

くある意味では善意で配慮して登記承諾書を渡し



た。それだけではなくて、事業をもう既に先行し

ているというようなこと、これはあり得ないでし

ょうね。二重に緑公団にばかにされてると、こう

いうことにはなってないでしょうね。

○議長（角谷英男君） 中谷総務部長。

○総務部長（中谷 弘君） 今、和気議員さんから、

保存登記の関係の御指摘でございますけれども、

現実には先ほどもお答えをいたしましたけれども、

いろんな関係で協議を重ねていく中で保存登記ま

で進めるという決裁を行っております。（和気

豊君「どこまでや」と呼ぶ）市長印まで押してお

ります。（和気 豊君「市長が判押しはったんや

な」と呼ぶ）ただ、所有権移転登記の関係は行っ

ていないということで、それは先ほど申し上げま

したように、予算の議決後行為を起こすというこ

との中で進めてきたわけでございます。

しかしながら、担当課長が緑公団との関係の中

で捺印をしたということの中で、相手が登記まで

してしまったと、所有権移転登記までしてしまっ

たという経過は、先ほど申し上げたとおりでござ

います。

ですから、当然決裁が上がってくれば私として

もチェックはできるわけでございますけれども、

保存登記は私も決裁はいたしておりますから確認

はいたしております。ただ、所有権移転登記まで

はしていないと、確認をしていないということで

ございますので、御理解をお願いしたいというふ

うに思います。

あとの答弁は、ちょっと担当課長と調整します。

○議長（角谷英男君） 馬野総務部次長。

○総務部次長兼総務課長（馬野史朗君） 今回の不

祥事につきまして、議会に対しまして非常に迷惑

をかけまして、まことに申しわけないと思ってお

ります。よろしくお願いしたいと思います。

〔成田政彦君「議長、議事進行」と呼ぶ〕

○議長（角谷英男君） 成田君。

○１８番（成田政彦君） 馬野課長さんには非常に

申しわけないんですけど、処分された人が、処分

された人の問題について今質問しとるんです。こ

れは処分された人は謹慎してこの議会に、少なく

とも自分のことに関する答弁に関してはちょっと

馬野さん、ちょっと控えるのが普通常識ではない

－６９－

かと私は思うんですけど、なぜ総務部長、そのこ

とに――馬野さんに対しても失礼やで。何で馬野

さんが答えるのかなあと思って。本来、上司であ

る総務部長が全部答えるべきであって、そんなこ

と振ってええんですか、重要なことを。僕、それ

ちょっと、議長、理事者に対してその点休憩して

注意してくださいよ、こんなこと。こんなていた

らくありませんで。最低やな、これ。

○議長（角谷英男君） 中谷総務部長。

○総務部長（中谷 弘君） 失礼いたしました。先

ほど和気議員さんの質問の中で、１月１０日の所

有権移転ということでございますが、（和気 豊

君「所有権移転言うてへん。売買や」と呼ぶ）売

買ということでございますけど、失礼しました。

これは泉佐野、田尻の分と一緒にということの形

でこういう表現になっているということでござい

ますが――この日付ということでございます。

それと、あと事業は進んでいないのかというこ

とでございますが、１３年の５月に地元林野組合

が工事についての起工承諾を出しておりまして、

道路工事については進んでいるということでござ

います。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） 緑資源公団が当然施主と

して業者を選定して、施工業者はどこかわかりま

せんが、そこにちゃんと請負契約を結んで発注を

していると、こういうことになるというふうに思

うんですが、この契約の年月日はこの当該箇所で

すね、５０３３の１を分筆していろいろに分かれ

ておりますが、７筆ぐらいに分かれておりますが、

これについては契約は３月２６日から１０月の３

１日末までと、こうなっておるんですが、そして

実際に工事が行われたのは５月の１４日ですか、

こういうことでは結局移転登記もまだされていな

い。ところが、工事は現実に進んでいると。これ

はどういうことなんです。契約も既に３月２６日

になされている。

それで、ここにいただいている資料では、泉南

市新家５０３３の１、これは分筆していろいろに

分かれておりますが、１４年３月２８日に契約、

こうなってるんですね。（堀口武視君「それは違



うよ。１３年の７月や」と呼ぶ）いや、平成１４

年６月２５日の泉南市名義にかかわる土地につい

てと、こういうことでこのわび状ですわね、これ

が出ておりますわね。そこのところに下記物件の

契約を締結しましたがということで締結年月日が

入ってるわけですね。それで実際７月ですか、こ

れからやられるんですか。契約の締結をやって、

もう既に工事が進んでいるということになれば、

これは片方で文書を出しながら片方でやるべきこ

とはちゃんとやってると、公団はね。

片一方でなでといて、片一方ではやっぱり事を

進めていると。しり向けて、てんと事は進めてい

ると。こういうことであれば、これはどうなんで

すか。契約は、これは都合悪かったから先に延ば

しますということやったら、５月１４日、これは

どないなるんですか。そのことについても申しわ

けなかったと、工事も先行しておりましたと、既

にね。そのことについてもあわせておわびをいた

します。登記の問題だけで善意を踏みにじったん

ではありませんと、こういうことなんですか。そ

ういうふうにはなってませんよ、この文書は。

○議長（角谷英男君） 中谷総務部長。

○総務部長（中谷 弘君） この６月２５日付の緑

資源公団の泉南市名義に係る土地についてという

文書でございますけれども、これは６月議会の中

で登記が変わっておったことが判明をいたしまし

て、向こうに対して約束と違うではないかという

ことの中で出てきた文書でございます。

ですから、向こうとしてもその当時のうちの担

当課長との話の中で、予算が通った段階で所有権

移転登記を行うという約束の中で捺印をしていた

分について先行して登記をしたということでござ

いますので、これについての５割分ということで

ございます。

それと、工事の関係についてはこの部分には含

んでおりませんけれども、この土地に関しては平

成１２年から話し合いを進めてきておったわけで

ございますけれども、土地の問題の処理がおくれ

てきたということの中で、緑資源公団の工事も１

３年度事業ということの中で、地元としてまず起

工承諾をして工事を先行さすことについて同意を

して、工事については先行いたしておるというこ

－７０－

とでございますので、よろしくお願いいたします。

○議長（角谷英男君） 和気君、３回目です。

○１９番（和気 豊君） そらおかしいんじゃない

ですか。これは確かに登記事務を先行したと、も

う契約もしたと、それが間違いであったと、それ

については誠意を持って対応いたしますというこ

とで保存登記までに戻す。地元の林野組合やある

いは別所区は、これについて契約は結んでるけれ

ども、別所区は関係ないですわね、今。浅草共有

林野の方ですね、持ち分７分の１の泉南市のね。

これについては、確かに起工承諾してるけれども、

こういう１つの手違いがあって、議会の承認も得

ずに登記もして、登記をして自分のもんにして初

めてそこで工事ができるというふうに思うんです

が、ちゃんと法的にいわゆる所有権移転もなされ

てないものを工事しているという、そのことにつ

いては、これは市としてはどうなんですか。見過

ごしにできるんですか。移転登記の問題だけで問

題にできるんですか。

それは総務部長、平然と言ってのけたらやっぱ

りぐあい悪いですよ。移転登記の問題だけじゃな

くて、実際工事をされてるんですから、５月１４

日付で。どんどん進んでるんですから。これは市

がないがしろにされてると同時に、まだ移転登記

の承認もしていない、議会を無視した行為だと、

こういうようになるんじゃないですか。

行政がそのことに対して、議会や市民が愚弄さ

れてるという問題に対して、どういう態度をおと

りになるんですか、５月１４日付で既に工事は進

んでるいうことについては。そら田尻と泉佐野は

ちゃんと議会の承認も得て工事をやらしている。

もう昨年の問題ですから、これは。そのことにつ

いてはどうなんですか。

佐野はまた別なやり方やな、佐野は１００％そ

ういうということで。それはいいですわ。そこは

ちょっとあれがありましたけれど、泉南市として

は従来からの慣行はそういうことになっているわ

けですね。一たん保存登記を市がして、議会の承

認を得て処理をしていくというやり方になってい

るわけですから、そのことについて違うやり方を

――違うやり方というんか、既にそういうことを

やられる前に、正規の手続をとられる前に公団が



事を運んでいる。移転登記やったらまだしも、事

業を進めてるということはどういうことですか。

そのことについては、どういうふうな対応をされ

るんですか。これはきっちりと明らかにしていた

だきたい。

○議長（角谷英男君） 和気君に申し上げます。ち

ょっと本来から外れてると思いますので、もとに

戻して質疑を繰り返してください。

○１９番（和気 豊君） はい。ちょっと答弁だけ。

○議長（角谷英男君） 中谷総務部長。

○総務部長（中谷 弘君） 今、和気議員さんの御

指摘のとおり、この緑資源公団との用地の売却が

順調に進んでおれば、当然本来ですとそういう形

が一番望ましい形だと我々は考えております。市

が事業を行う場合でも、民間の方々の土地につい

て、当然買収してそれから工事を行うということ

が筋でございます。

ただ、急ぐ場合は地権者と話し合いをした中で

同意がいただければ工事を先行するという場合も

市の事業なりでもある場合もございます。ただ、

本来的には当然市の財産の処分ということを含ん

でおるわけでございますから、契約をした中でそ

の後、所有権移転登記をした後、工事に着工する

というのは、これは筋だというふうに我々考えて

おりますけれども、今回の場合、少し変則になり

ましたけれども、土地の処理が時間がかかったと

いうことの中で、また地元との話し合いの中で起

工承諾を地元から先に出していただいたというこ

とでございますので、よろしく御理解をお願いし

たいというふうに思います。

○議長（角谷英男君） ほかに。――――奥和田君。

○８番（奥和田好吉君） 今の議論をずうっと聞い

ておりまして、非常に疑問に思うところもありま

す。これを見ると、市長の給料の問題、１カ月カ

ットとなっておりますけども、そのあとの分がど

なたがどういう処分に今回なっておるのか、さっ

ぱりわかれへんわけですわ。この公の場でだれが

どういう処分を受けたのか、お聞かせ願いたいと

思います。

先ほどいわゆる公印規程について、地公法の２

９条の１項に違反したということなんですけども、

ここらのとこももう一度はっきりお聞かせ願いた
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いと思います。

それから、公印の取り扱いが非常にわかりにく

い部分もありますけども、ただ規程だけなのか。

今回、直接の総務課長がただ公印を押すのに違反

したという先ほどの答弁ですけども、じゃ直接の

上司がこれを全然わからなかったのかどうか。先

ほど報告は受けてますということですけども、あ

との報告を受けたのか。事前にその状況がわかっ

たのかどうか。そこらをちょっとお聞かせ願いた

いと思います。

○議長（角谷英男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） ８月１日付で処分をした者

は、総務課長の馬野史朗につきましては減給１０

分の１、１カ月、昇給延伸３カ月でございます。

それから、直接の上司、当時の総務部次長橘 正

三につきましては文書による厳重注意、それから

総務部長中谷 弘についても同様でございます。

それで、あとは、私はみずから処分をする場合、

こういう形で条例改正をしないと減給もできませ

んので、今回提案をさしていただいておりますけ

れども、私が１０分の１減給１カ月ということで、

今回の議案でお願いしているものでございます。

それから、助役につきましても私と同じく減給１

０分の１、１カ月ということで、これは条例改正

が要りませんので、事務的に処理をするというこ

とでございまして、合計で５名ということでござ

います。

○議長（角谷英男君） 中谷総務部長。

○総務部長（中谷 弘君） 公印の関係でございま

すけれども、公印の関係で報告の関係、さきに受

けたのか、あとで知ったのかということの御質問

だったと思いますが、この公印の捺印の関係でご

ざいますけど、これは所有権移転の関係の部分で

ございますけれども、これは６月の議会中に我々

として登記が終わっているのを確認をいたしまし

た。６月の２４日に緑公社から所有権移転登記済

みという報告が総務課長あてに来たわけでござい

ます。

その後、６月２５日に私、その登記済書につい

て確認をして本人に聞いたところ、事前に判を押

していたということでございますので、あわせて

助役と２人で報告を受けたということでございま



す。ですから、判を押していたのを知ったのは６

月の２５日ということでございますので、よろし

く御理解をお願いしたいというふうに思います。

○議長（角谷英男君） 出口人事課長。

○総務部人事課長兼行財政改革推進室参事（出口幸

廣君） 先ほどもお答え申し上げましたけども、

今回の処分の基本になります法は、地方公務員法

の２９条の第１項に該当したということで、この

第１項につきましては、「この法律若しくは第５

７条に規定する特例を定めた法律又はこれに基づ

く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団

体の機関の定める規程に違反した場合」というこ

とになっておりまして、本市の条例、規則の中で

事務専決規程、文書規程、公印規程を遵守しなか

ったということで今回の処分ということになって

おります。繰り返しになりますけども、地方公務

員法の第２９条の第１項違反ということでの処分

でございます。

○議長（角谷英男君） 奥和田君。

○８番（奥和田好吉君） 今の話を聞いていると、

直接の総務課長が自分で判を押して、それの手続

を済ました後、総務部長に報告して、それがわか

ったと、そういうあれなんでしょうかね。

これであれば、余りにもこういう重大な問題を、

売買の問題にかかわる重大な問題を一課長がただ

判を押して、どなたにもその決裁を受けずにそれ

を出せるということ自体がおかしいと思うんです

けども、ここら今後こういう形であれば、非常に

問題が今後起こりかねないと思うんですけども、

どうなんでしょうかね、そこらのとこは。

○議長（角谷英男君） 中谷総務部長。

○総務部長（中谷 弘君） 先ほども公印規程の関

係で事務処理の形を御説明さしていただいたと思

いますけれども、当然公印を捺印する場合は、決

裁というのが必要でございますので、それに基づ

いて処理をしなければならないということでござ

います。今回の場合は、それがなしに捺印された

ということでございます。

それと、相当庁舎の中でも各部署でそういう公

印の保管をいたしておりますので、その辺につい

ては当然市の条例、規則、規定等を照らし合わし

て適切に事務執行するようにということの中で、

－７２－

８月の２日でしたかね、市長の方から調整会議の

中でも督励されたわけでございますので、それに

あわせて我々としても改めてこの分も含めて今後

どういうふうに取り扱っていくかということを協

議した中で、十分職員にも周知しなきゃならない

というふうに考えておりますが、もともと条例、

規則等がございますので、これを守るのが当然公

務員の務めというふうに考えておりますので、そ

れを踏まえて今後取り扱いについては十分注意を

してもらいたいというふうに考えております。

○議長（角谷英男君） 奥和田君、３回目です。

○８番（奥和田好吉君） この公印の取り扱いとい

うのは、公印規程に基づいて、これは基本中の基

本ですよ。それがこういう形で一課長が判を押し

て、それをだれも見ずに提出したということは、

これは大変な問題ですね。そうじゃないんでしょ

うか。市長、一遍庁舎内を回ってください。びっ

くりすることが何カ所もあります。これで果たし

ていいんでしょうか。管理監督を仰せつかってる

そういう幹部の方々が、実際にそういうことを注

意しないのかどうか。びっくりすることがありま

す、現実に。余りにもだらけ過ぎてると思います。

これで果たしていいんでしょうか。私はその方が

重大だと思います。市長、助役、一遍庁舎内を暇

なとき――大変お忙しいでしょうけども、庁舎内

を回る暇もないかもわかりませんけども、庁舎内

を一遍回ってください。１回回ることによって皆

さん緊張するんですわ。部長が緊張したら課長も

緊張するんですわ。緊張が最近なさそうに思いま

す。これでいいんでしょうか、果たして。お答え

願いたい。

○議長（角谷英男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 今回の事件については、私

も大変大きな問題だというふうにとらえておりま

して、みずからもこういう形で処分をさしていた

だいてるところでございます。

御指摘ありました庁内管理につきましては、調

整会議等で常々督励もいたしております。私もし

ょっちゅうというわけではございませんが、この

間の例えば市民課の方で住基ネットの問題もござ

いまして、そちらの方にも出向いていろいろ問題

点がないかとかいうようなことを現に見て回って



おります。

ですから、御指摘ありましたように、今後庁舎

内の職員の勤務状態といいますか、接遇状況も含

めて何らかの形で十分に管理監督できるようなこ

とを考えていきたいと、このように考えておりま

す。

○議長（角谷英男君） ほかに。――――以上で本

件に対する質疑を終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。―――

―討論なしと認めます。

これより議案第１号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は原案のとおり可とす

ることに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」「異議あり」の声あり〕

○議長（角谷英男君） ただいまの議長の宣告に対

し御異議がありますので、本件に対して起立によ

る採決をいたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決す

ることに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（角谷英男君） 起立多数であります。よっ

て議案第１号は、原案のとおり可とすることに決

しました。

１時１５分まで休憩いたします。

午後０時 ２分 休憩

午後１時１７分 再開

○議長（角谷英男君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次に、日程第３、議案第２号 附帯控訴の提起

についてを議題といたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（角谷英男君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。神田助役。

○助役（神田経治君） ただいま上程されました議

案第２号、附帯控訴の提起について御説明申し上

げます。

議案書の３５ページをお開き願います。内容と

いたしましては、矢代雅昭らが平成９年１月１６

日に樽井地区財産区を相手取り、同財産区所有地

の一定の範囲に賃借権を有することの確認を求め

－７３－

て提起した賃借権準共有持ち分権確認請求訴訟の

判決言い渡しが去る３月２７日に行われ、相手方

の主張のうち、賃借権が及ぶと主張する範囲の一

部について棄却され、また当方の主張のうち、土

地の使用関係が賃借権ではなく、使用貸借にすぎ

ないものであると主張した部分については採用さ

れず、その使用関係は賃借権であるとされました。

この判決を受けて、相手方は賃借権の範囲に関

し棄却された部分について大阪高等裁判所に控訴

提起を行い、当方もこれに応訴することとしてお

りますが、今回これに合わせてさきの判決におい

て、使用賃借ではなくて賃貸借であるとされた部

分についての取り消しを求めることにより、控訴

審を有利に進めるため附帯控訴を提起するもので

ございます。

以上、簡単ではございますが、本議案の説明と

させていただきます。よろしく御承認賜りますよ

うお願い申し上げます。

○議長（角谷英男君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。――――質疑なしと認めま

す。

討論に入ります。討論はありませんか。―――

―討論なしと認めます。

これより議案第２号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（角谷英男君） 御異議なしと認めます。よ

って議案第２号は、原案のとおり可とすることに

決しました。

次に、日程第４、議案第３号 平成１４年度大

阪府泉南市一般会計補正予算（第４号）を議題と

いたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（角谷英男君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。神田助役。

○助役（神田経治君） ただいま上程されました議

案第３号、平成１４年度大阪府泉南市一般会計補

正予算（第４号）について御説明を申し上げます。

平成１４年３月議会に上程させていただきまし



た当初予算では、４月に市長の改選が予定されて

おりましたため骨格予算の編成といたしておりま

したが、いわゆる肉づけ予算となる今回の補正予

算では、非常に厳しい財政状況の中で経費の節減

及び事業の選択等について精査を行うとともに、

市民サービスの向上を念頭に、市民が必要とする

施策に財源を重点的に配分し、編成を行ったもの

でございます。

議案書の３９ページをお開き願います。歳入歳

出の総額にそれぞれ１８億３，２９２万円を追加い

たしまして、歳入歳出の総額をそれぞれ２００億

５，８２５万２，０００円とするものでございます。

内容につきまして御説明を申し上げます。５４

ページを開き願います。

一般管理費の工事請負費１，５３０万円は、人権

推進部の水道庁舎への移転に伴います事務室等改

修工事並びに市民課間仕切り壁設置工事を行うた

めの経費でございます。

次に、同ページ、財政管理費の委託料３５０万

円は、限られた財源の有効活用を諮り、効果的、

効率的な行財政運営を行うため、業務の点検、評

価を通じて課題を発見し、改善、改革につなげて

いくシステムを構築するための経費でございます。

同じくその下、情報管理費の委託料２，００１万３，

０００円は、業務に必要な情報などを庁内ＬＡＮ

で共有することにより、業務に係る時間、経費な

どの効率化と軽減を図り、市民サービスの向上に

要する経費であります。

次に、５５ページから５６ページにかけて記載

いたしております知的障害者福祉費の委託料４６

３万３，０００円は、障害者の方が地域社会におい

て日常生活を送る場を確保するために要する経費

でございます。

次に、５６ページから５７ページにかけて記載

いたしております（仮称）砂川老人集会場建設事

業費１億７４万３，０００円は、砂川地区に人々が

集うことのできる施設である老人集会場を建設す

るための経費でございます。

次に、その下、（仮称）樽井第二老人集会場建

設事業費の１，７７８万円は、樽井地区に人々が集

うことのできる施設である第二老人集会場を建設

するための経費でございます。

－７４－

次に、５８ページをお開き願います。乳幼児医

療助成費の扶助費７９８万２，０００円は、乳幼児

が健康を保ち、健やかに成長できるよう医療機関

にかかったときの自己負担分を助成するために要

する経費でございます。

次に、５９ページをお開き願います。地域子育

て支援センター事業費３０６万２，０００円は、保

育所未入所児を対象として遊びの場などを提供し、

また地域の子育て家庭に対し相談、助言を行うと

ともに、子育て講座の開催などを行うことに要す

る経費でございます。

次に、６１ページから６２ページにかけて記載

をいたしております（仮称）農業公園整備事業費

の４億２，２１４万５，０００円は、花畑の整備工事

並びに土地開発公社などからの用地買い戻しに要

する経費でございます。

次に、６５ページをお開き願います。防潮堤道

路整備事業費の１億５，１４２万円は、内陸部とり

んくうタウンを分離しております防潮堤の撤去と、

あわせて行う道路整備に要する経費でございます。

次に、６８ページから６９ページにかけて記載

をいたしております市場長慶寺砂川線改良事業費

の５億１９６万６，０００円は、道路整備並びに土

地開発公社からの用地買い戻しに要する経費でご

ざいます。

次に、７０ページをお開き願います。消防施設

整備事業費の備品購入費２，９０７万９，０００円は、

救急業務に万全を期すため高規格救急車及び救急

機材を更新するために要する経費でございます。

次に、７１ページをお開き願います。指導費の

委託料６０４万８，０００円は、学校図書１０万冊

の装丁などの整備作業を民間委託により行うため

の経費でございます。

次に、７２ページから７３ページにかけて記載

の小学校費の学校施設整備費の委託料１０５万６，

０００円、工事請負費１，３６４万４，０００円は、

各小学校の施設の保全を行うための設計委託並び

に工事請負に要する経費でございます。

お手数ですが、４５ページにお戻り願います。

第２表で債務負担の追加補正をお願いしておりま

す。また、第３表の地方債の追加につきましては

４６ページから４７ページに、歳入につきまして



は４９ページから５３ページにかけて記載のとお

りでございます。

以上、簡単ではございますが、説明とさせてい

ただきます。よろしく御承認賜りますようお願い

申し上げます。

○議長（角谷英男君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。――――巴里君。

○２２番（巴里英一君） そうたくさんございませ

んので。

ただいま説明いただきました中の歳入を見れば

よくわかるんですが、樽井財産区の繰入金、浅草

財産区の繰入金、別所財産区の繰入金ということ

をもう少し詳しく御説明いただきたいと。

民生費、その次にあります５３ページの歳入の

７，１３０万、これは全部事業債かなと思うんです

が、これの説明をいただきたい。

歳出に入りますと、５６ページに１７、砂川老

人集会場建設事業費としてその部分が出てまいり

ます。一般財源が２，５４４万３，０００円、府支出

金が４００万、先ほど言うた事業債ということを

合わして額が１億７４万３，０００円。そして、も

う１個は樽井老人集会場建設事業費ということが

先ほど歳入でありましたものがそのまま移行して

る数字になってますが、この場所、内容、目的、

実施するに当たってまだ設計段階じゃないですか

ら、基本設計委託料となってますから、これがど

ういう内容でどういう規模になるのかと。それか

ら、両集会場ともこの形が総建設坪数といいます

か平米数ですね。収容人員数、利用者をどの程度

の、いわゆる総数においてどういう割り出し方で

どの程度なのか。老人集会場の市内設置数ですね。

それぞれの建設年度、内外装状況等、その維持管

理は実際はどのようになっているのか。そういっ

た現況を御説明いただければと思います。

これは簡単にいえば基本設計委託料ですから、

これが１，１１８万円ですね、説明では。そうする

と、これは本設計、実施設計に入るとまた額が変

わりますから、私が推測するとこの額から大体い

けば３億から４億ぐらいの物件になるのかなと。

これは場所によっては問題点が出てくるんじゃな

いかなというふうに私が考えてる段階ですから、

それにきちっとお答えいただければいいかなとい

－７５－

うふうに思います。

また、あとの問題点は２度目に説明をいたしま

す。

○議長（角谷英男君） 馬野総務部次長。

○総務部次長兼総務課長（馬野史朗君） ５２ペー

ジの歳入のところで樽井地区財産区繰入金、浅草

共有山財産区繰入金、別所財産区繰入金について

説明申し上げます。

この樽井地区財産区繰入金２，１２８万円につき

ましては、これは仮称ですけども、樽井第二老人

集会場建設に伴います基本設計委託料と境界にか

かわります土地確定測量委託料と、池ということ

で遺跡調査がございまして、それの重機借り上げ

が１０万円ということで２，１２８万円の予算繰り

入れをしております。

浅草共有山、別所共有山につきましては、これ

につきましては泉州東部区域農用地総合整備事業、

俗に言う基幹農道ですけども、この事業のために

売却して繰り入れするものでございます。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 大田健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（大田 宏君） そ

れでは、私の方から５６ページから５７ページに

かけましての仮称砂川老人集会場建設事業費、そ

れと仮称樽井第二老人集会場建設事業費について

御答弁を申し上げます。

まず、仮称砂川老人集会場でございますが、こ

れにつきましては、既に設計は終わっておりまし

て、この予算が可決されれば、即入札という運び

に現在なってございます。面積につきましては、

おおむね３１０平米でございます。延べ面積でご

ざいます。これにつきましては、場所が砂川の入

り口のところの信号のすぐ大阪寄りに和歌山銀行

の支店があるわけでございますが、それの裏側で

ございます。

それと、砂川老人集会場につきましては、府の

老人集会場の補助金４００万円をいただくという

形になってございます。

それから、仮称樽井第二老人集会場でございま

すが、これは場所が樽井の火葬場のすぐ上の方に

ございます新池でございまして、ここの池の一部

を埋め立てて建設をするという予定になってござ



います。設計は、これから予算化されれば基本設

計という形で進めさしていただくわけでございま

すが、これにつきましては今のところ考えており

ますのは、約６００平米程度を考えてございます。

規模等につきましては、そういうことでございま

す。

それと、目的というんですか、これにつきまし

ては、樽井地区、砂川地区の老人のための憩いの

場というんですか、そういう地域の老人のための

憩いの場ということで建設をさしていただくもの

でございます。

それから、現在の箇所数というんですか、現在

は市内に２５カ所の老人集会場がございます。

それと、建設状況ということでございますが、

まず現在２５カ所ある老人集会場の一番古いのが

信達東老人集会場で昭和４６年の建設でございま

す。それから、上村老人集会場が平成７年に建っ

てございます。現有の老人集会場で一番新しいの

は上村老人集会場、一番古いのが東老人集会場と

いうことになってございます。

それと、維持管理でございますが、これにつき

ましては、市の条例に基づきまして区等に管理委

託をお願いしておるというところでございます。

各老人集会場につきまして、規模、それと老人

の数、いろいろとございまして、１人当たりとい

うんですか、老人の面積当たりというのはかなり

上下、ばらばらということでございますが、まず

樽井を例に出して申し上げますと、現在の泉南市

内の老人集会場の１カ所の平均の高齢者数、まず

６５歳以上ということでございますが、平均で７

９０名ということでございまして、樽井地区につ

きましては、これは樽井番地という形でしか拾わ

れておりませんので、かなりの数字の誤差が出て

くると思いますが、樽井地区というんですか、樽

井住所地の方が１，６０８名ということで、樽井地

区につきましては、平均よりかなり高まっておる

ということで、高齢者１人当たりの老人集会場の

面積につきましては、平均で０．５６平米というこ

とでございます。樽井地区につきましては、０．３

８平米というような形になってございまして、平

均より下回っておるというようなことでございま

す。

－７６－

それと、樽井には現在１カ所の老人集会場があ

るわけでございますが、樽井全体でいえばかなり

面積的にも狭いと、人数的に狭いということもご

ざいますし、樽井という広範囲なエリアの中で１

カ所ということでございますので、前々から２つ

目の老人集会場が欲しいということの中で、今回

設計委託を計上さしていただいておるところでご

ざいますので、よろしく御理解のほどをお願い申

し上げます。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 回数に関係なく、指摘して

あげてくれますか。巴里君。

○２２番（巴里英一君） 私は、集会場を建てるこ

とそのものを反対とか、そういう意味で質疑をし

てるわけではないんですよ。なぜ今必要なのかと

いうことと、老人総数と、そして利用数がどうな

のかということを明確にやっぱり示してもらわな

きゃならない。今、２５カ所と言いましたね。こ

れは実質あなたは数字を見てしゃべっているんで

すから、わからんまま私、質疑するということは

ちょっとできないんで、できればいただければ、

そんな余計なことを言わなくともいいわけなんで

す。そういった面は議長、どうでしょうかねとい

うのが１つです。

それで、管理状況はどうなってるのか、どうつ

かまれてるのか。例えば先ほど一番古いのは東の

昭和４６年ですから３１年ですか。それで実態は

どないなってんねんということがあるんですね。

それは先ほど僕がもう第１回目で言うとるやつを

いただけるんかどうかという意味だったんですが。

○議長（角谷英男君） 大田健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（大田 宏君） 申

しわけございません。答弁漏れがございました。

なぜ必要なのかということでございますが、今

も申し上げましたとおり、樽井には老人集会場が

１カ所しかないと。そういう中で……。（巴里英

一君「何で樽井ばっかり言うてんねん。言うてへ

ん」と呼ぶ）何で必要なのかとお尋ねだったので、

樽井の老人集会場、砂川老人集会場の必要性とい

うんですか、砂川老人集会場につきましては、砂

川地区には老人集会場が現在ないという中で、前

々から懸案事項となっておりまして、今回土地と



いうのを確保ができたということの中で、砂川老

人集会場につきまして今回建てさしていただくと

いうことでございます。そして、樽井の老人集会

場につきましても先ほど申し上げましたとおり、

樽井には１カ所しかないということで、人口的と

いうんですか、老人の数に比較いたしますと狭い

と、それと広範囲な樽井地区の中で１カ所という

ような問題もございまして、２つ目の老人集会場

がどうしても必要だという中で、今回計画をさし

ていただいたものでございます。

それと、管理状況でございますが、管理費につ

きましては、各区さんの方にお願いをいたしまし

て管理をいただいておるところでございますが、

先ほども申し上げましたとおり、かなり古い老人

集会場が多い中で傷みも激しいということの中で、

我々といたしましてもできる限り維持管理に努め

ておるところではございますが、財政的な問題も

ございまして、確かに満足のいくような維持補修

はできておらないというのが現状ではございます。

我々といたしましてもできる限りそういう維持に

は努めてまいりたいと、このように考えておると

ころでございます。

それと、老人数の関係でございますが、これは

平成１２年度の国勢調査の数字を持っておるわけ

でございますが、６５歳以上の老人が市内に９，２

６８名という数字になってございます。それを現

在の２５カ所の老人集会場の面積で割りますと、

１人当たり０．５６平米という形になってございま

す。そして、樽井の現在の老人集会場につきまし

ては、その人数で割り出しますと０．３８平米とい

う形で、平均より下回っておるという状況でござ

います。

ただ、樽井につきましては、樽井地区と、樽井

の住所地という形でやっておりますので、御存じ

のように前畑の住宅等につきましては樽井番地と

なっておりますので、その辺もこの中に入ってお

るということでございますので、実際上は１人当

たりの面積平米はもう少し多いのではないかと、

このように考えておるところでございます。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 巴里君。

○２２番（巴里英一君） 肝心なことに答えてくれ

－７７－

てないでしょう。議長、先ほど質問回数に入れま

せんと言ってくれたんで、それはそれでありがた

いんですけども、２５カ所とあると言われた。だ

から、私は建設年度と内外装状況、管理状況を現

状と老人数とかいうのを、きちっとそれがどうい

う形であるのかいうことを示してもらいたいとい

うことを言うたんですよ。代表だけ出してお答え

いただいたんですが、代表だけ出されたって、０．

０５平米と言われたって、６分の１、座布団１枚

も入らないですね、その数字から見たら。このく

らいの小さい座布団、猫が座るぐらいしかないん

違うかな。今の数字で聞いたらね。

私の言うてる意味は、あなたはどこぞに２カ所、

ある地域で老人集会場が２カ所もあるようなとこ

あるんですか。むしろないとこの方が多いんじゃ

ないか、そういう意味でいうたら。樽井の今あな

たおっしゃった数値を見ると１，６０８名と。これ

は地域がわかりませんけど、若干違いますけどと

言うたけど、そらそうでしょうと思います。その

今持ってはる数値が私らわからないから一々こん

なことを質疑しなきゃならないから、もし持って

はるんだったらそれをいただければ、要らんとこ

消してここはどうですかと聞きやすいんですよ。

それで、本来はこの議案に戻るためには、これ

が必要なのかということを検証するためにそれは

必要なんですよ。そういう意味でどうですかとお

聞きしたんですが、数値を言われてパーッと書い

ていくというのはなかなかできないことなんで、

あるんでしたらいただければ、それを持ったら余

計なとこを省いたらいいわけで、そこのところが

あなたは御親切ないんでしょうかね。

それで、歳入について浅草と兎田については午

前中もいろいろありましたから、問題点の中での、

それはそれで地域がきちんとやればいいんかなと

いうふうに思いますけど、これ市長ね、新聞記事

なんですけど、２００２年７月３０日朝刊に載っ

てました。ため池売却金訴訟というのがあります

よ。市長、読んでくださったですか。これから見

たら、ため池なんか売って例えばやったら、おか

しいでしょう。だから、きちんと財布の入れ方は

どうですか。

これはまた別の機会に譲りますけども、そうい



う問題が片一方では出てくるから、それであなた

今おっしゃった樽井の集会場は、ため池を埋めて

と言いましたな。何でため池埋めるの。そんなむ

だな金何で使わなあかんの。そういう資産のない

ところは――これは樽井財産区から金出すんでし

ょう。今おっしゃったのは、一般に繰り入れて。

それで、ないところはできないということですよ、

これ。これが財産区の問題やと私言うてるんです

やないか。あるとことないとこの差が激し過ぎる

と。私、言うてるのはそこらあたりを言うてるん

です、本来は。それならきちっとしなさいよ。

そこで樽井の財産区がこういうことをできるん

だったら、他の問題をこちらの予算でやりましょ

うということにならん限り、これは政策ですから、

だから古いところどないなってるんか。そこをや

っぱりやってあげてくれてるんかという意味で、

いつからですか、どの程度の人間――人間という

よりお年寄りの人口があって使ってるんですか。

全体が例えば１つの集会場、例えば前に東と名

前が出ましたから、東で何人おって、そして日々

どのくらいのためにこれだけのが必要だったとい

うことが本来はあるべき姿なんです。樽井がこれ

を入れたくらいなら、これは大きいですよね。１

８０坪ですか。それであそこを埋め立ててお使い

するということ、１８０坪の建物を建てるのに何

億とかかるんですか。それで、あの池は財産区の

んでしょう。財産区のやから建ててええというこ

とないですよ。だから、先ほどちらっと言うたん、

これですよ。これは戻してるんですよ。財産区の

中に入れるんですよ、一たん買い込んだら。入れ

てまた入れるという形になるんですよ。財布は違

うんですよ、管理者は市長であっても。だから、

訴訟されてるんですよ。こんなことささん方がえ

えと思う、私は。

そういう意味で、池埋め立てる理由というのは

何なんですか。だれか言うたんですか、そのこと

を。これできたら樽井の割合、比率がものすごく

低くなるんですな。その用途をもう一度申し上げ

ます。もう１個別の意味で言いますわ。そこは集

会場以外使いませんな。用途変更なんてあり得な

いですな。その２点、答えてくれますか。先ほど

資料をいただけるんだったらということを申し上
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げた。用途変更ないね。何かほかの用件で使うと

いうことあったら、どう責任とりますか。

○議長（角谷英男君） 大田健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（大田 宏君） 資

料につきましては、実際上と老人の人口、これに

つきましては、我々はその老人集会場にかかわる

人数というのはなかなか出せないということでご

ざいまして、新家から一丘までの各字単位での人

数でしかございません。それに基づいて、仮に新

家でしたら何区もあるわけでございますが、全体

で上村の老人集会場とか中村の老人集会場とか５

カ所ございますので、それの総トータルというよ

うな形で上げておりますので、どこまで御参考に

なれるかどうかわかりませんが、資料としてお渡

ししたいと思っております。

それと、集会場ですね。老人集会場以外に使わ

ないのかということでございますが、現在ほかの

集会場につきましても、ほかの地域のコミュニテ

ィサービス的な使い方もしてございますし、例え

ばお葬式とかやってもございます。

それと、樽井の老人集会場につきましては、一

応老人集会場という位置づけではございますが、

府の補助金は受けておらないと。受けておらない

というより、府の補助金が廃止されたと。来年度

から廃止という形になりますので、それの対象に

ならないということでございます。

それと、あるところとないところの差が大きい

ということでございますが、我々といたしまして、

できる限りのない地区ということもある中でその

差を解消していきたいというようなことの中で、

砂川地区につきましては、老人集会場がないから

今回建設をさしていただくと。いろいろの諸条件

が整いましたので建設さしていただきたいという

ことで、確かに若干の差というのは、ほぼ各地区

には老人集会場はできておるわけでございますが、

そういうようなことで砂川については今回建設さ

していただくということで、その差がなくなって

きたのではないかなと考えております。そして、

樽井につきましては、なぜ２カ所かということで

ございますが、先ほども申しましたように、人口

的に１カ所では少ないというようなこともござい

まして、今回計画をさしていただいてるというこ



とでございます。

それと、池の埋め立ての関係でございますが、

ほかになかなか適当な場所というのは、現在の老

人集会場間の位置から申しますと、やはり上手と

いうんですか、国道より上というんですか、その

ような考え方もございまして、樽井の場所的にそ

こに財産区の所有しておる池がございますので、

その池の一角を埋め立てればという話もございま

して、結果的にそこを活用さしていただくという

ことになっておるわけでございますので、よろし

く御理解のほどをお願い申し上げます。

○議長（角谷英男君） 巴里君。３回目です。

○２２番（巴里英一君） 今、お答えいただいたん

ですけども、基本的にどこの物を建てるというの

は、やっぱり一定の行政の公平性から見れば、数

値に基づいてそれなりの配置をしていくというん

でしょう。それならなぜ統廃合するんですか、学

校、校・園・所の。そうじゃないですか。すべて

住民の福祉とか教育とか、それに対して寄与する

あるいはそれに対して向上さすために行政のあり

方というのは問われてるわけでしょう。そこから

見たら、今おっしゃってることは矛盾してくるこ

とになるんです。片一方だけ公平性で、片一方だ

け不公平性をそのまま放置してるから御理解くだ

さいなんていうような言い方は、だから数値を出

して、なおかつこれはこれからこういう方向で出

していくというならまだわかりますよ。この部分

を出したときだけ御了解ください、御了解くださ

いで終わるという話じゃないですよ。だから、出

していただけますかと言うてる。どうですか、出

していただけるんですか。きちっと出せる――答

弁してもうたらもう３回やからあかんと言われる

から、ちょっと待って。

あなたは、老人集会場という主たる目的は何な

んですか。やむを得ない場合はお年寄り、あなた

下にあるから上やて、そんな都合のええ話ないで

すよ。それやったら、平均化するんやったらもっ

と違う方法ありますよ。

あなた、トータル探しましたか、あの周辺の。

老人総数のいわゆる６５歳以上、お年寄りと言わ

れてる総数は、あなたあそこで調査しましたか。

それに対して、大体この辺が一番いいだろうとい
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うところで結論出したのがあそこなんですか。墓

の真裏なんですか。それを埋め立てて老人憩の家

という名称でやって、使うのは葬祭ですか。これ

違法性じゃないですか、そんなん。そんなんやっ

てその金出すというのは、財産区から出せません

で。そんな予算の組み方したらあきませんで、ほ

んとは。

私、ずっと言うてますよ。それは地域の福祉に

寄与するという本法の、本来の趣旨に沿うてる、

若干ぐらいええやろということで僕はいいですよ

と。しかし、このまま放置しとくというようなや

り方はおかしいですよと言い続けてる。何でこれ、

１回１回こんな話で、前からこんな話で議会で委

員会つくったり質疑をせなあかんの。この金の入

れ方、出し方、使い方ですよ。法律に基づいてな

されてるとあなた方おっしゃってるんですよ。

午前中市長は、公印の問題でみずから減額の提

案しましたよ、違反してるということやから。な

ら、違反してることをやったら皆首切らなあかん

ことになるで、そんなことしたら、違法性がある

というなら。２９４条だったら違反してますやな

いか。部長、あなたを怒ってるんと違うんですよ。

もっと理論的に形成されたもんで出してきてくだ

さいよ、こんなものは。もっと安心して暮らせる

というか、楽しめる場所が欲しいところたくさん

ありますよ。何で墓の後ろへ、池埋め立てて老人

にそこへ来てくださいて、だれが行きまんねん、

そんな晩に。ちょうちん持って行きまんのか。そ

れでお通夜したらどないしまんねん。鳴滝老人憩

の家は、もう大きいとこは規制しましたよ、だめ

ですて。あくまでもないから、前畑、あれだけ大

きなとこに。だから、便宜上やむを得ないし、お

金も安いから、５，０００円か１万円の利用料で、

経費が何やかやかかるからそれだけ負担してくだ

さいよというて皆さんに御寄附いただいて、たし

か使ってるはずなんです、機器買わなあかんから、

お茶碗じゃ何じゃていろいろ。

これ、意味違うじゃないですか。なかったら財

産区ですか、何でもお金は。これね、前にちょっ

と僕はちらっと聞いた話の中で、そういうとこ案

外あって、つぶされた話あったでしょう、かわい

そうに。それやったらそれで、その方向で行った



らよかったんですわ。議会の承認もらって、きち

んと。皆さん記憶にあるはずなんです、何年か前。

責任とらされるとこやったんや、その人は、ええ

と思うてやったことが。こんなひどい話ないです

やんか。片一方で名称を変えたら使えるねんとい

うような話はやめといてよ。あなた方、用途変更

したら文句あると、建築確認に行くときに用途変

更せえて言いますやないか。調整区に倉庫建てて、

わがの倉庫やと言うて用途変更して、あそこに農

業倉庫を勝手に使うて商売して、用途変更してな

いですやないか。それあかんと言うてるでしょう。

それ認めますねやな。あんた建築違うからええけ

どよ。

これ、使用変更になりますよ。もしコミュニテ

ィセンターみたいな用途変更の使い方したら、そ

こでお年寄りが使いたい、だれが使いたいいうた

ときに、いや、きょうはあきまへんねんと、こん

な話は絶対あり得ないですな。責任持ってあり得

ない。お昼も使わないということの理解はできる

んですな。部長、あなた提案してるだけやから、

そらしんどいこと言うてるんですよ、僕は。責任

やから言うてるだけの話で。できませんでしょう、

現実は。なぜそこへつくらなきゃならないですか。

あの周辺、お年寄りどれだけおるねん。

前に民間で商売やってる人おりますよ。民圧迫

やないですか、それやったら。何もそこの肩持つ

気はないよ。Ｏ商店というのをやってますやろ。

この一生懸命やってるとこが固定資産税きちんと

払うて、それで一生懸命維持して、何とかしよう

と思てやってる。そこやったぐらいなら、そこ全

然だめになりますよ。民をそんな圧迫するような

使い方やめたってくださいよ。老人やったら老人

だけにしたってくださいよ。そんな要望あります

んか、部長。お年寄り以外に葬祭として利用する

場合もあるとあなたお答えしてるから、結局そう

いうことなんでしょう。老人集会場以外に使用す

る場合もあると。場合もあるじゃなしに、むしろ

それの方が多いんかなと思うよ、逆に。これ、何

も関係ないんですか。これ、最後になるから、と

まってもうたら議長に言われるさかい、また。

こんな長々と私はしたないですよ、こんなこと。

何でこんな出し方しますねん、理事者は。何で財
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産区の金をこんな出し方しますねん。葬祭場やっ

たら、葬祭場をきちっと一般会計で出したらよろ

しいやないか。それで財産区の財産を歳入として

また別途のところに使ってあげたらええじゃない

ですか、老人集会場なんて名称だけにせんと。

私、こんなやり方一番嫌やねん。全体、樽井の

地区住民のためのほんとに老人集会場、こういう

場所でこういうふうにしたいんだというのやった

ら、私はいいですよ。そらええことやと。だから、

財産区の管理方式にこれは合いますよということ

で私はほんとに理解しますし、いいと思います。

お葬式だけ結果的には使うような建物を理由つけ

てこんなふうなやり方やめといてくださいよ。

先ほどおっしゃいましたな、あり得るて。それ

しか樽井は使うとこないんだったら、私は構いま

せん。それなりの判断はしなきゃならないと思い

ます、政治ですから。そうでないだけに私はあな

たのお言葉が、いやいや老人のお方だけに使って

いただきますというんだったらわかるけど、そう

でないという答え方をされたから、そしたら何で

そんなとこに高い金出して、何でそんな場所、お

年寄りが来るや来れやんやわからんような場所に、

何であんなとこへ……。樽井大発、あそこから上

がって行けまっか、あんなとこ、お年寄りがえっ

ちらえっちら、えんがらえんがらと。決してあそ

こは夜歩いていいとこではないと思いますよ、だ

れが言うても。

墓の問題、反対したんですよ、どこかやるとき

に。それと一緒なんですよ、この意味は。墓の中

通っていく。通って行かなんだらどこから行きま

んねん。外から回りまんのかい。外からやったら

下からかいな。あれ水漏れするからついでにあそ

こをふたすることによって、あの土手崩れがおさ

まると。その経費もここで出すというふうな経緯

のため何億の金ですよ、これ、多分。私は知りま

せんけど、設計図もうてないから。そのための予

備設計みたいなことをするんです、調査するんで

す、委託、これ。基本設計委託料です。実施費は

また違いますわ。３００万円で約１億円ですよ、

事業費が。９００万円やったら３億ですよ。これ

だけですから、１，１００万ですから、実施設計と

違いますから計算の方程式が違いますが、これは



コンサルやるんでしょうけどね。

部長、こんなん考えたら、部長がほんとにいい

と思ってやってはるんなら、私はそれなりに自信

持って答えてくれたらええんですが、そうでない

という先ほどのお答えですから、もう一度聞きま

すが、用途変更みたいな使い方はしませんな。道

路形態もあなた方、頭の中で大体何億、あるいは

道路も含めて、工事費含めて総トータル何億とい

う金が要るということはわかってるはずなんです

が、想定せずにやることないんですからね。これ

結果的には何ぼ出ますというのは、池埋め立てた

ら何ぼて大体わかりますからね。

だから、僕が最初に聞いた意味は、泉南市の総

数は何ぼあるんですか、人口比例的にどないなっ

てるんですか、樽井は１カ所あるんやけども、そ

れはどうですかと言うたら、あなたパーセンテー

ジで言いましたよね。そしたら、これ１個するこ

とによってパーセンテージ変わるんですね。同じ

するんなら、もっとお年寄りに使いやすい場所へ

移居したらええじゃないですか。池埋め立てんで

も金で買うたらええんやから、もっと便利のええ

とこへ。

今坪単価何ぼやと思いますねん、あなた。これ

１８０坪でしょう。駐車場を入れたって建築基準

法の６０％のを１００％にしたって、大体坪１０

万円台ですよ、旧国道筋で。１０万円で４，０００

万円ですよ。２０万円で８，０００万円ですよ。埋

め立てより安くつく。そんな計算されてるんかい

な。

そういう無理にこんなとこへ建てるそのものが

問題があるじゃないですか。なんでしたら、あの

パチコン屋のとこを買うかな。もう１年来るさか

い。あそこは許可おりんからね、西紡績の後の。

あそこやったらあの周辺全部いけますわ。駐車場

は２階立てでようけある、３階建て、４階建てや

し。けしからんよ、樽井の者は、私から言わした

ら。なめとんかい。突っ込んだらこれが差別につ

ながるということを言うてんねん、私は。だから、

突っ込まないんや、余り今まで。なぜ地域によっ

てこれだけ落差、格差があるんやねんな。ここだ

け金あるから何でもしてええというような話と違

うんや。するんなら、お年寄りがほんとに安心で
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きるような場所へ購入してでも買いなさいよ。

私はそこが言いたい話で、何も墓場のそばへ持

っていって――そらお年寄りは墓へ行くのが趣味

かもわからん。近いほどいいんですよ、健康のた

めにも。でも、これはちょっとひどいじゃないで

すか、この中身だけで。これ私、長いことだれか

みたいに一生懸命こんな説明して、口から泡飛ば

してこんなことやらなあかんのん何でや。

部長でもおかしいと思いますやろ。こんなとこ

埋め立てて、１８０坪の建物を建てて、駐車場つ

くって、この駐車場だれのために使うねん。何も

墓に使うんやったら、墓でやりゃよろしいんや。

樽井財産区が市に買うてもうたらよろしいねん、

あるいは樽井が買うたらよろしいねん、あの池を。

財産区入れたらええねん。それであそこを墓地と

してそれなりに整備をしたらよろしい、墓地なら

墓地として足らんなら。これから墓足らんいうて、

この前広げたとこやのに、まだ足らんねや、あそ

こは。そんなとこを埋めて建物建てて何しまんね

んな、まだ墓どんどん、どんどん要るのに。おい

といたらなあかんで。ほんとやで、やることは。

何考えとんねやな。あなた考えたんと違うで。あ

なたは職員やから、これは提出せなならんからこ

ういう話、ここへ持って来るまでに話としてはも

っと整理して、それなりに理解できるように各議

員さんにこういうことでぜひとも何とか地域のた

めにやったってくれという話なら、私はわからん

こともない。

岡田で墓売ったいうて怒ったやろ。公民館で墓

売ったいうて怒ったやろ、だれか。話は違うかわ

からんけど、同じようなとこやからね。そこへま

た墓売りまんのか、そんなもん。そんな話と違い

まっしゃろがな。純粋なる老人用の集会場として

建設されるなら、僕は何も言わんというねん。そ

うであるんかと聞いたら、あなたが違うでしょう

と、否定したでしょうが、一部。それだけと違い

ますと言うたでしょう。だから問題ですよと言う

てるんです。

それでお聞きしたところが、資料いただいてま

すけど、これの建設年度と同時にあなた方がそれ

ぞれの地域の老人集会場に行ってどんな状態にな

ってるんか、設備が、施設が。１回でも調べたん



かいなと。ここは何とかせなあかんでというんな

ら、樽井財産区の金でも何でも構へん、一般の中

へほうり込め。市長、ほうり込んでよろしい。議

会がうん言うたらええんやもん。そこへそのため

に使いますよ言うたら、だれも文句言いませんよ。

議会は、泉南市は金ないんやと、そらしゃあない、

それやっちゃって、樽井の人、ありがとうよと。

これは感謝ですよ。そういうように使うたってほ

しい、私ら。

こういうようなやり方をせんと、市長ね、部長

も答えてもらわなあかんけど、あんた先ほど言う

たやつ、あり得るんかないんかというのをもう一

遍、これはないということを言うてもらわなんだ

ら、あるなんてことを言われたら、それであの場

所も変えてもらわなあかんで、こんなん。あんな

とこへ何で――これごっついむだな金ですよ、こ

んなとこへ。普通のとこやったら基本設計委託な

んて要らないですよ、場所が普通の平面のとこだ

ったら。この基本設計委託て、埋め立てするため

に何ぼ金かかるねん。これはどのぐらい土壌、下

がどないなってんねん、どう改良せなあかんねん

て全部計算せなあかんからやんか。そのための経

費でしょうが。これ、むだですよ。人の金や思う

てこんなん使うたらあかんわな。

こんだけの――他にもありまっせ。いつも私は

いじめてるつもりないけど、いじめられてると思

うてる総務課長、いまだにホンテスまだ使うてま

すやないか、あれも。行政はなぜきちっとできな

いんですか、そんなことぐらい。あなたと違いま

すよ、担当は。そんなことするなと言うてるんや

し。だだぼだなことをしてくれるなと言うてるん

やし。こんなやり方はやめといてくださいという

ことで部長、もうとまってもうたらしまいやから

しゃべっとんねん、私は。

市長ね、こういうやり方はいいのかどうかです

よ、問題は。それで２５カ所と言われましたから、

これはやっぱり中身調べて、極端な言い方してま

すから、私先ほどから。財産区の金など入れて、

皆さん了解してくださいよと。各地区ちゃんと老

人集会場含めてそういう福祉施設については市と

してそのお金を、金ないからお願いしてもらって、

協力してもらいます、それでこれはこれで了解し
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てくださいいう話をせなあかんがな、市長。そこ

をやってもうてこそ本当の政治なんですよ。何も

議会ぐちゃぐちゃ言わんなんこと何もない、そん

なにやってもうたら。そしたらこれに全部バーッ

と出ますわ。

お年寄りはスーッと――お年寄りは足不自由な

人多いですから、上がりやすいような、バリアフ

リーて流行語みたいになってるけど、バリアフリ

ーになってるかいうたら――全部ですよ。階段上

がらんならんとかいうのもあるかもわからん。そ

れはどないすんねんとか、そういったことを含め

て総合的に考えて年次計画できちんとやっていっ

てくれるということを市長、やっぱりやってもら

わなかったら、優しいまちづくりとか福祉やいう

たって、どこかに何億ほうり込んで、２０人か３

０人、毎年何億ほうり込んで、その金あったら何

ぼできまんねんというような話が片一方であると

いうこともあるんです。してることは悪いと言い

ませんけど、だれかを養うために金ほうり込むと

いうようなことをやってるんですよ。

○議長（角谷英男君） 巴里君に申し上げます。そ

ろそろ質問をまとめていただきたいと思います。

○２２番（巴里英一君） はい。その２点、お答え

いただけませんか。

○議長（角谷英男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 樽井の第二老人集会場につ

きましては、私が市長に就任さしていただいてか

ら地域懇談会で各地区を回りました。そのときに

樽井地区でやったときに、昔の旧６カ町村は、そ

れぞれ字ごとに集会場なんかが結構あるわけです

が、樽井については昔樽井町１カ所しかないとい

うことで非常に老人数も多いということで、いつ

も入り切れないという問題がありまして、何とか

してほしいという話がございました。そのときに

私どももその必要性については認めております。

あと、土地の問題もあるということで、土地の

確保を、新たに土地を求めてというのはなかなか

できないということで、お話をさしていただきま

した。

今、話題になっております件は、いろんな経過

もありまして、巴里議員おっしゃいますように、

一時期葬祭場的なという話も確かにありました。



ありましたが、これについてはやはりできないと

いうことでお断りをいたしまして、今回老人集会

場という形で、２つ目の老人集会場ということで

建設をするということにいたした次第でございま

す。

場所についても、そらいろいろ賛否はあるとい

うふうに思います。ただ、地域として私どもはも

う何回も場所については地域でも十分合意形成を

図っていただいて、それを我々の方で検討さして

いただくと、こういうことで何回も差し戻しもさ

していただいて、結果的に地区としてまとめたと

いうことでございます。周辺の方の理解も得たと

いうことでございます。用地については買いませ

んで、市の方に寄附という形で処理をさしていた

だく予定をいたしております。

上物については、あくまでも我々の方は老人集

会場ですよということで、何回もこれも念を押し

て地元と話をしたという経緯がございます。です

から、その主目的を逸脱するということについて

はやはりぐあい悪いわけですから、それは今後と

も遵守をしていただくように、我々の方としても

地元にはきつく申し上げておきたいというふうに

考えております。

あと、池の一部ということにもなるんですけれ

ども、今回上げさしていただいておりますのは、

基本設計費ということで、測量もしないといけな

いということもございまして、その部分を上げさ

していただいて、それをもとに十分な計画をこれ

から練り上げていくということでございますので、

御理解をいただきたいと存じます。

○議長（角谷英男君） 大田健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（大田 宏君） 老

人集会場の主たる目的というんですか、これにつ

きましては、老人の福祉に寄与するということで

ございます。それで現実的には、中にはコミュニ

ティ的な扱い、利用とか、それはある程度柔軟に

使っていただいておるところでございます。中に

は老人集会場でお葬式とかやってるところも確か

にございます。これにつきましても、あくまでも

老人集会場の主たる目的を達せた上での話という

ことになってきますので、その辺は十分に対応さ

していただきたいと、このように考えております。
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以上です。

○議長（角谷英男君） ほかに。――――島原君。

○１６番（島原正嗣君） 今まで巴里議員さん、熱

弁を振るって御質問したようですから、私は若干

角度を変えて老人集会場の問題点について御指摘

を申し上げたいと思います。

老人集会場も今御答弁ございましたように二十

何カ所あるわけですけども、それぞれの地域、区

域によっては、大きい、広いところもあれば、今

議案として提案してる集会場の問題は、かなり膨

大な大きさになってるんですけども、ただ言える

ことは、私どももよく西信達地域の老人集会場の

雨漏りの問題とか、老朽化してきてるという問題

ですね。

これ、あれですかね、今後、将来新しく老人集

会場を設置するとこもあると思うんですけれども、

大体市の考え方としては、どれくらいの収容人員

を擁することなのか、あるいは大きさ、規模にお

いてもそれぞれの、例えば西信地域だったら６，０

００人ぐらい人口としてはおるわけですが、老人

の集計表をいただいてるのでは６５歳以上の者が

９００人と書いてるんですが、その地域、地域に

よって老人の数も違うと思います。

問題は、行政が公正、公平な施策をすることが

大事だと思うんですけれども、これ等については

一体どのような基準で、市長から説明ありました

ように、用地の確保をすればあとは市の方で検討

していくと。こういうことが基本原則であります

けれども、今申し上げましたような既にもう何十

年もたって雨漏りもひどいとこもありますし、も

のの１００人も集まらないような老人集会場もあ

れば、樽井さんのような財産区財産を持ってるよ

うなところは、かなり大きな収容能力を持つと、

こういうとこもあるわけでありますが、今後の市

の考え方としては、老人集会場にどのような対応

性を持っておられるのか、お聞かせをいただきた

いというふうに思います。

○議長（角谷英男君） 大田健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（大田 宏君） お

答えさしていただきます。

老人集会場の基準というんですか、確かに西信

達の老人集会場につきましてもかなり経過してお



りまして、確かに御指摘のとおり雨漏りとか、こ

の間ちょっと補修さしていただいておりますが、

ベランダ的なとこの改修も若干さしていただいた

わけでございますが、根本的な解決にはつながっ

ておらないというのが実情でございます。そして、

将来的にはやはり建てかえということも考えてい

く必要も当然ございます。

それで、規模的な基準というのは、地域の老人

人口とかいろいろのあれもございますが、できれ

ば先ほどお手元にも配付さしていただいておりま

す平均的な１人当たりの平米的なものが建てられ

れば――もし建てかえの際にですよ、一番いいか

なと考えておりますが、ただ下の用地等の関係も

ございますので、それはそのときには十分にそう

いうことも配慮しながら検討はさしていただかな

いけないと、このように考えておるところでござ

います。

ただ、今現時点ではすぐに建てかえというのは

なかなかできないということでもございますので、

我々といたしましてもできる限りの、わずかな予

算の中での執行ということで、我々といたしまし

ても大変苦しいところがあるわけでございますが、

できる限りの我々といたしましての努力はしてい

きたいと、このように考えておりますので、よろ

しく御理解のほどお願い申し上げます。

○議長（角谷英男君） 島原君。

○１６番（島原正嗣君） これからの時代は少子・

高齢化ということがよく言われますから、その時

代、時代に似合った対応というものが必要ではな

いかなと思います。物さえつくればいいというこ

とではないでしょうけども、やっぱり多面的に、

多角的にある意味では供用できるという施設にも

視点を置かなければならないのではないかなと思

いますし、西信達のことばっかり申し上げて恐縮

ですけれども、西信達の場合なんかはもう車で老

人集会場には行けませんし、そういう狭隘なとこ

ろに１つは問題点もあろうかと思います。昔はあ

そこしかなかったんで仕方ないと思いますけども、

これから西信地域も国際化の時代に入ってきまし

て、私の下にも１６１軒の住宅も建つようでござ

いますから、都市化してまいりましたんで、ぜひ

ひとつ将来のあり方について御検討いただければ
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ありがたいなと思います。これは意見にかえてお

きます。

それで議長、大変僣越ですけども、ちょっとお

尋ねをしたいことが議題とは若干かけ離れるかも

わかりませんけれども、歳出の５４ページ、総務

管理費を見ておりますけれども、中身についてど

うこう、こうこうということはないですけども、

議会運営委員会でも若干御質問等も巴里議員さん

からもありましたし、ちょっとお尋ねしたいこと

がございますが、今問題になっております住基ネ

ットの問題ですね。これらの予算化というのは一

体どうなってるのか。

例えば、個人、個人のカードをつくる経費の問

題、あるいはそれにかかわる住基ネット業務にか

かわる職員の問題、これは本来ですと私の方は認

識違いかもわかりませんけれども、一応は地方自

治体が全体の責任を持ってやるわけですけれども、

本来国が言い出したこういう事業は、国からの若

干の援助なり資金補償というものがあって当たり

前だというふうに思うんですが、これらの状況な

り考え方なりはどないなってるのか、お聞かせを

いただきたいと思います。

それと、議運の段階でも市長さんから御答弁ご

ざいましたけれども、この住民表コードのお知ら

せということで今月の広報の中に入ってるんです

が、いずれにしてもこの内容ではちょっと市長さ

ん、わかりにくい部分もあるんですよ、ある意味

では。例えば個人の背番号――よう背番号、背番

号というて通称言いますけども、番号等は中旬ご

ろ郵送すると、発送するというようなことも書か

れてるんですが、本来この背番号というのは、個

人個人の番号についても８月５日から国としては

施行せえということになってるわけですから、一

定８月５日には個人のそういう番号はきちっとで

きてこないかんというふうに思うんですね。

それと、もう１つは、既に市民から、私はこう

いう制度を、向井市長あてに住基ネットワークの

不参加の通知ということで、個々に市役所に対し

て必要ないんですよという申し入れがあるようで

ありますが、これらの取り扱いは一体どないにさ

れるのか、とりあえずお答えをいただきたいとい

うふうに思います。



最終的には来年の時期にかかってくるんですけ

ども、住基ネットの個人カードの問題ですが、個

人カードについては、これもいつまでに個人に閲

覧できるようになるのか。これらの操作なり作業

というものは一体どないなってるのか、できれば

お聞かせをいただきたい。

○議長（角谷英男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 私の方から、基本的な部分、

細かいのはまた担当の方からお答え申し上げます。

８月５日に住基ネットワークシステムが稼働い

たしまして、本市の場合、今のところ順調に推移

をしているというところでございます。今回は第

１次稼働ということで、来年の８月には２次稼働

ということで進むわけでございますけども、いろ

いろ話題になっておりますけれども、本市の場合

は今のとこ順調に推移をいたしておりますし、セ

キュリティーあるいは市の対応についても厳格を

期して行ってるところでございます。

それと、私どもの方には市民の方１人面会に来

られまして、私お会いさしていただいて、お話を

さしていただきましたならば、ちょっとこれも確

かに情報不足があったんかもわかりませんが、非

常に不安に思ったということでありましたけれど

も、細かく説明をさしていただきましたところ、

一応納得をいただいて、わかりましたと、十分安

全対策といいますか、管理をしてくださいという

ことでお帰りいただいた方が１名いらっしゃいま

す。

それと、広報には７月号と８月号に載せさして

いただいております。細かいことはひとつ担当の

方から答弁申し上げます。

○議長（角谷英男君） 油谷市民生活環境部長。

○市民生活環境部長（油谷宗春君） まず最初に、

カードの件でございますけども、来年の第２次稼

働までカードが必要ないということでございまし

て、遅くとも来年の３月の議会までは手数料条例

の関係がございますので、そのときにカードの手

数料等につきましては御提案をしていきたいとい

うふうに考えております。

また、補助金とか一切ないのかということでご

ざいますが、補助金等につきましては一切ござい

ません。交付税で対応するというような返事でご
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ざいます。

また、職員の件でございますが、現有勢力で対

応していきたいというふうに考えております。

また、８月５日までに当然１１けたの番号がで

きていなければならないかということでございま

すが、８月５日から稼働ということで、８月５日

に番号を決定したというんですか、入れ込みまし

て、きのう郵便局へ持ち込みまして住民さんの方

に、市民の方々に発送したというところでござい

ますので、よろしくお願いを申し上げます。

○議長（角谷英男君） 島原君。

○１６番（島原正嗣君） 大体のことは新聞でもわ

かるわけですけども、私、これは８月だと思うん

ですが、７月の広報を持っておりませんが、市民

に住基ネットの情報公開、具体的にやられてるよ

うなことでございますけれども、じゃ８月５日の

住民基本ネットワークシステムの稼働により、今

後本人の確認のための住民票添付が不必要という

ふうな問題も、これもたくさんあるんですよね。

こういうことも一応市民には具体的に７月号と明

示をしてるんですかね。例えば、恩給等を受ける

ときには、もう今までは住民票等の添付というの

が要求されましたけども、今後はそういう必要が

ないというふうにかなり何十項目も載ってるわけ

ですが、そういうことまで詳細に市民の方に７月

号等でお知らせをしてるのかどうかですね、これ

が１点です。

油谷部長さんですか次長さんか、ちょっと役職

はわかりませんが、住基ネットにおいてもこの基

本台帳カードというのは、確かに来年８月までと

いう一定の限定をしてるわけですけども、もうそ

ろそろ、早いところはもうこのカードをつくって

渡してるというとこもあるんですかな、ないんで

すかな、これは全国的に見て。僕はあるように聞

いておりますけどもね、早いところは。

それと、番号の関係ですけども、例えば私なら

私がきょう住民票を上げて、自分のカードナンバ

ーですか、それを知りたいという場合は、すぐ―

―できてるということですけれども、８月５日の

段階で全部整理できて、きのうかおとといか送付

したと、こういうことですけども、間違いなくそ

ういうことでよろしいんですかな。



それと、例えばきょうならきょう出生をしたと

いう子供たちの背番号というんですか、これは子

供であろうと大人であろうと住民には間違いない

わけですけれども、そういう場合の番号の設定は

どないなされるんですかね。

それから、死亡した場合の抹消する場合の操作

の仕方というのは、一体どのようになされておる

のか。今後の対応についてお聞かせをいただきた

いと思います。

それと、一銭の補助金もないと、交付税でやっ

てると、こういうことですけれども、ある意味で

はこれは財政法からいうて、国のやるべきことを

一時的ですけども、自治体が請け負ってやってる

みたいな感じですけども、これはやっぱり自治体

にとってはかなりの負担と違いますんかいな、我

々に言わしたら。そのためにやっぱりいろんな関

係の投資をしていかないかんと。労力も含めてで

すけれども、そういう問題があるんじゃないです

か。

こんなもんなかったらなかったで、この部分に

手がかかったり、経費がかかったりというような

形の施策をしていかないかんでしょう。国がこう

いう法律を使ってこうせえと地方自治体にいろん

な仕事をしてくれてるわけですから、本来財政的

見地からいえば、国や府の問題を一応地方自治体

に押しつけるということは、これはやっぱり合理

性に欠けてるんじゃないですかな。一銭のあれも、

ほんとに交付税の中で――そのおっしゃる交付税

というのは、この部分も含んでやられてるのかど

うか、お聞かせをいただきたいというふうに思い

ます。

○議長（角谷英男君） 油谷市民生活環境部長。

○市民生活環境部長（油谷宗春君） まず、７月号

の広報でございますが、その広報につきましては、

先生御指摘のようなことにつきましては掲載をい

たしておりません。ただ、住民基本台帳システム

はこういうものですよ、本年８月５日から稼働し

ますよ、来年８月５日からは第２次稼働ですと、

全国で転出、転入につきましては、そこの転出先

へ行ったらいいですよと、その程度の広報でござ

います。今後、情報の提供につきましては、十分

検討してまいりたいというふうに考えております。

－８６－

それから、現在いわゆる事務の簡素化というん

ですか、本人情報の確認の提供というんですか、

例えば共済年金とかそういう事務については、現

在添付されている住民票等については省かれてい

るというふうなことでございます。例えば共済年

金であるとか、戦傷病者の戦没者の遺族年金とか、

そういうものについては便宜が図られているとい

うところでございます。

また、出生の件につきましては、出生の届けの

あった時点で番号をおつけしてるというふうな状

況でございます。

済みません。死亡者のことについてはちょっと

担当の課長の方から御答弁申し上げますので、よ

ろしくお願い申し上げます。

それから、補助金の件でございますが、先ほど

も御答弁申し上げましたように、この件につきま

しては一切補助金がついてないということでござ

いますので、今後我々といたしましても、大阪府

の市長会とかそういうことを通じて国等にも働き

かけて要望してまいりたいというふうに考えてお

りますので、よろしくお願い申し上げます。

○議長（角谷英男君） 梶本市民課長。

○市民生活環境部市民課長（梶本 功君） 島原議

員御質問の出生、死亡、それ以外に転入、転出、

転居、８月５日時点で稼働さしていただいてます

んで、昨日、郵便局の方へ８月５日時点の居住者

の方のみ郵送さしていただいておりますんで、そ

の間に転出される場合とか転入されてくる場合も

ございますので、出生と同じように死亡にしても

その時点で一たん居住されていた方が転出された

場合、郵便局から市役所に戻ってきますんで、そ

の方が他市の市役所に転入届をした時点でうちの

方へ変わった通知が来ますんで、そのままもう一

度封書をその住所地の居住変更されたとこへ郵送

するようになっております。

あと、出生届けに関しましては、その時点でラ

ンダムに数字を入れさしてもらって、後日自宅の

方へコード通知を郵送するようなシステムになっ

ております。死亡はその時点でなくなることにな

っておりますんで、死亡の段階ではその番号はそ

のままの状態では残りますけど、それ以後出てい

くということはございません。



以上でございます。

○議長（角谷英男君） ほかに。――――真砂君。

○２１番（真砂 満君） 何点か質問さしていただ

きます。

まず最初に、歳出の方で５４ページの一般管理

費の工事請負費、これは水道庁舎の方に人権推進

部が移転をされるということで、どうなんでしょ

う、市長、あそこは教育委員会が入ったり下水が

入ったり、そのたびたびあっち行ったりこっち行

ったり、本庁舎が狭隘やということもあって、そ

のたびに移動したりとかしてるんですけども、ど

うなんでしょうね。一定基本的な考え方をワーッ

と出して、もうそこでいていただくんやったらず

っといていただくというような形を考えんと、移

動するたびにお金もかかるし、職員さんも大変で

すわ。ようさん書類もあっち持って行ったりこっ

ち持って行ったりせないかんわけなんで、いたず

らに今こうやからまた向こうへ行ったらええやな

いか、今あいてるからとかいうんじゃなくて、１

つの方針をきちっと出して、もうその間いといて

いただくというような形をとるべきではないのか

なというふうに思いますけども、どうなんでしょ

うか。

それと、同ページの情報管理費の委託料、これ

は庁内ＬＡＮということですね。これは過日の厚

生消防の常任委員会の中で、先ほどの議論もあり

ましたけども、住基ネットの――正式な名前、ち

ょっとわからへんけども、本体が露出してるやな

いかということで急遽パーテーションをやってお

りますけども、そういった費用もここに入ってる

んでしょうかね。これはまた違うんですか。ちょ

っとその辺わかりませんので、お聞かせをいただ

きたいというふうに思います。

ここではそういった観点と、もう１点は、庁内

ＬＡＮということであります。住基ネットでは全

国どこでも住民票が取れるということで、センタ

ーを通じてそれぞれの各市町村から情報を得ると

いうことですが、泉南市は情報――情報というん

か、電子行政というのはなかなか進んでませんで

して、庁内の連絡網でもＬＡＮ設備がまだまだこ

れからやと。自分とこの体制がそんなんなのに、

住民基本台帳の部分だけバッといってるというの

－８７－

もまたおかしな話で、もっと本来役所がすべきは、

みずからの役所の中をどうするねん、出先機関と

の連携をどうするねん、ＬＡＮシステムをどうし

ていくねんということが議論されなければならな

いのではないのかなと。そのために必要な予算を

きちっとつけていく、そういった必要性があると

いうふうに思います。

それはそれで向井市長も電子行政を目指してい

くという一定の方向ですし、時代もそういう背景

がありますから、私はそれはそれでいいかなとい

うふうに思いますので、私は逆にお金のかけ方を

もっときちっとかければいいんではないのかなと

いうふうに思います。その辺でどの程度まで、２，

０００万程度ですんで、大したことでけへんのと

違うんかなというふうに思いますから、どの程度

のものができるのか、お示しをいただきたいとい

うふうに思います。

それと、５６ページの老人福祉費、敬老会運営

費補助金についてお伺いをさしていただきます。

今年度よりこれまで行政の方が行っていた敬老

会、これを区の方にお渡しをして、区の方でやっ

ていただくというふうなやり方に変えたというふ

うに聞いておるんですが、そういう形で間違いな

いのか、お聞かせをいただきたいというふうに思

います。

基本的なことを話しさしていただきますと、私

はこれからの行政というのは、何でもかんでも市

役所ですべきではないというふうに考えてますし、

地域でお願いできるものは地域でお願いする。個

人でしていただかなあかんものは個人でしていた

だく。そのかわり役所がしなけりゃいけないもの

は役所がきちっとやり切っていく。そういっため

り張りが必要だというふうな基本認識は持ってま

す。

ただ、そういった新しい形、新しいシステムで

個人負担なり、また地域住民にお願いをすべきも

のは、個人なり住民の皆さん方にきちっと市役所

の方針なり姿勢なり、そういったものを説明し、

理解をしていただいて協力していただく。このこ

とがなければ、何事もうまいこと進まないと、そ

ういうふうに考えておりますし、そういうふうに

理解をしておりますが、今回のこの敬老会の補助



事業について、そのことがほんとにきちっとされ

たのかどうか、お聞かせをいただきたいと思いま

す。

私の方に聞こえてまいっておりますのは、７月

１２日の区長会幹事会というんですか、そのとき

に一方的に行政は、ことしこういう形でやるとい

うような押しつけでこられたというふうに聞かさ

れてるんですが、事実はどうなのか、お示しをい

ただきたいというふうに思います。

それと、５７ページの樽井第二老人集会場の件

であります。これは巴里さんが非常に長時間かけ

てされておりますので、重複をしますからあれな

んですが、一定総金額ですね、当然設計金額から

予想はできますが、総金額についてどういうふう

な数値を役所として現在のとこつかんでおられる

のか。

それと、基本的な部分で申しますと、地域間格

差をつけてはだめですよと。そのことも私の方か

らも言いたいと思いますし、健康福祉部としてそ

ういった地域間格差をどのようにお考えなのかで

すね。特に補修の件について、私の方は聞いてお

きたいというふうに思います。努力をされてると

いうふうにお答えですが、私は自分とこの地元の

集会場しか見ておりませんけども、なかなかそう

いった努力の跡が見れないんであえて聞かせてい

ただきたいというふうに思います。

それと、非常に勉強不足で申しわけないんです

が、６９ページの住宅管理費における工事請負費

の７００万の中身についてお示しをいただきたい

と思います。

○議長（角谷英男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） まず、１点目の庁舎の配置

の問題でございますけども、今回人権推進部を水

道部ということでございますが、この方針は既に

この前の機構改革のときから決めておりまして、

そういう方針でございました。

ただ、水道庁舎については、入り口の方はバリ

アフリー化というか、玄関の方は何とか入れるん

ですけれども、今度入って、昔下水道が入ってい

たとこなんですが、ちょっとまた落差がありまし

て、そのあたりの改修、改善をしないといけない

ということと、それからかねてから私も申し上げ

－８８－

ておりますような女性サロン的なところもつくり

たいと。結構広いもんですから、人推が行きまし

てもかなりあきスペースがありますので、今の時

代ですからなかなか新しいものをつくるというわ

けにいきませんので、当面サロン的に使っていた

だこうということで、それも念頭に置いて改修を

したいと。

そのためには、もちろんバリアフリーの問題も

ありますし、トイレが女性トイレがないんですね。

ですから、それも今回整備をすると。そういう条

件整備をした上で人推部については移っていただ

くと。あわせてサロンも設置をしたいと、このよ

うに考えております。

ですから、以前別館の１階を、昔ピロティーの

駐車場であったのをルームにしてるわけなんです

けども、そのときの配置のときからそういう方針

という形でやっておりましたんですが、若干実際

工事そのものが少し遅くなっておるというのが現

状でございまして、今回きちっと整理をした上で

移っていただきたいと、このように考えておりま

す。

○議長（角谷英男君） 伊藤情報管理課長。

○総務部情報管理課長（伊藤修二君） それでは、

私の方から５４ページの情報管理費のいわゆる庁

内ＬＡＮの費用の関係につきまして御答弁さして

いただきます。

今回のいわゆるＬＡＮ部分につきましては、情

報通信基盤の整備としまして、庁内の情報の強化

を図るという部分の中で、一次整備としましてＬ

ＡＮケーブル、いわゆる配線でございます。その

部分とスイッチハブもしくはハブまでに関する費

用という分でございます。

それ以後、当然最終的に１人１台パソコンとい

う部分がなかったら事務処理の効率化、共有化が

推進してこないという部分がございますので、今

年度もしくは来年度におきまして、各課最低１台

もしくは１係１台につきましてのインターメール

等の実施できる体制に持っていきたいと。その部

分につきましては、当然いわゆるサーバー関係、

これが入ってまいります。これの整備にかかりた

いと。これが第２次でございます。

ただし、これは庁舎内という部分の第２次でご



ざいますので、それ以後当然各公共機関等のネッ

トワークの方に入っていきたいという考えでおり

ます。だから、もう少し公共機関のネットワーク

につきましてはお時間をいただきたいというふう

に考えておりますので、よろしくお願い申し上げ

ます。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 大田健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（大田 宏君） 私

の方から、敬老会と仮称樽井老人集会場について

御答弁申し上げます。

まず、敬老会でございますが、１３年度までは

市主催での敬老会を各地区というんですか、去年

であれば９カ所ぐらいですか、で実施をさしてい

ただきました。そして、今年度よりこの敬老会の

見直しというのは、一昨年までは６カ所でやって

きておったわけですが、昨年度は雄信地域で、１

カ所でやっておったものを馬場区の方でもやりた

い、幡代区の方でもやりたいというようなことに

なってきまして、１３年度は開催会場がふえてご

ざいました。

そういうようなことと、行財政改革の中での敬

老会の見直しというようなこと等もございまして、

１４年度に一定の見直しを行っていただいたとい

うことで、地元主催での補助金制度というような

形に考えさしていただいたところでございます。

そして、本来であればもっと早く地元の方に説

明をしなければならないところ、実際上は７月の

１２日に区長さんの幹事会ですか、にお集まりい

ただきまして、説明をさしていただいたというこ

とでございます。その席上、各区長さんから、な

ぜ今ごろやねんというような強いおしかりも受け

ていることも事実でございます。

そういう中で我々説明がおくれたというような

こともございますし、もし地元区さんにやってい

ただくとなると、初めての地域の方もございます

ので、我々といたしましてもできる限りのお手伝

いはさしていただきたいということで説明をさし

ていただいたところでございます。

まずは結果といたしまして、区長会総意での方

針というんじゃなくして、各区の判断にお任せす

るというような最終的な――これは２回会議を持

－８９－

たしていただきまして、２回目は７月の２５日、

このときに結果といたしまして、敬老会をやって

いただけるというはっきり返事をいただいておる

のは、西信地区、それに雄信地区がはっきりやっ

ていただけるという返事をいただいてございます。

それと、樽井地区につきましても、今の現時点

ではやっていただけるというような方向ではござ

いますが、最終的な樽井区さんの方の区の会議と

いうんですか、まだやっておらないので、それを

待って結果が出るということになってございます。

そして、鳴滝地区につきましてはやっていただけ

るということでございますが、ただ市の補助金は

受けないというようなお返事もいただいてござい

ます。

そして、信達地区につきましてはやらない。信

達、牧野、大苗代、岡中、市場については、敬老

会はやらない。そして、もう１点、我々敬老会に

かわる事業といたしまして、ふれ愛訪問事業とい

う形で品物でのお渡しという形でもオーケーです

よということをさしていただいておりますが、そ

れについてもやらないということは聞いてござい

ます。そして、東地区につきましては、今のとこ

ろまだはっきりした返事をいただいておらないと、

もう少し考えさしていただきたいというようなこ

とでございます。

結果としてそのようになっておるわけでござい

まして、我々といたしましてもできるだけやって

いただきたいわけでございますが、各地区という

事情もございます。そして、我々の説明がおくれ

たということも１つの大きな要因ではないかなと

考えておりまして、万が一できないところにつき

ましては、やはりこちらの地区の方が品物をもら

え、こちらの地区の方が品物をもらえないという

ような不公平感というんですか、これもやはり我

々といたしましてもできるだけ避けたいというよ

うな思いの中で、できない地域については、老人

クラブさんなりを通じて何らかのフォローはした

いと、このように考えておるところでございます。

次に、仮称樽井老人集会場の件でございますが、

総額はどのぐらいになるのかということでござい

まして、これはあくまでもおおむねではございま

すが、今回１，８００万の基本設計を上げさしてい



ただいておるわけでございますが、これができま

すと、次に実施設計という形でおおむね１，０００

万、そして土木工事、埋め立ても含めまして１億

円、そして上物、建物につきましては１億８，００

０万ということで、これを足しますと大体３億８

００万円になるわけでございますが、おおむね３

億程度というような考えを今現在のところしてご

ざいます。

それと、地域間格差の件でございますが、御指

摘のとおり今１つの例に出していただきました老

人憩の家ですか、そこにつきましてもかなり傷み

もございます。ほかの地域の老人集会場もかなり

の老朽化というのもございまして、先ほどからも

御答弁さしていただいておりますとおり、わずか

な予算の中ではございますが、できる限りの改修

というんですか、補修をさしていただきたいと、

このように考えておるところでございます。

また、今現在につきましては、ある老人集会場

につきましても土地の面積の関係とか、いろいろ

のこともございまして、確かにものすごく狭い老

人集会場等もございます。そういう老人集会場に

つきましては、将来の話にはなるわけでございま

すが、できる限り、またほかにいい土地があれば

そこに移転ということも当然考えられますし、そ

ういうことも含めながら、今後できるだけの地域

間格差をなくすように我々といたしましても努力

をしていかないかんというように考えておるとこ

ろでございます。

それと、補修の関係につきましても、今も申し

上げましたとおりわずかな予算の中で現在２５カ

所の老人集会場の維持管理に努めておるわけでご

ざいますが、できる限りこの金額で賄い切れない

場合は、また別枠の予算もお願いしながら、でき

る限り補修、改修には努めてまいりたいと、この

ように考えておりますので、よろしく御理解のほ

どをお願い申し上げます。

○議長（角谷英男君） 木岡施設管理課長。

○都市整備部施設管理課長（木岡敏雄君） 私の方

から、住宅管理費の工事費７００万円について御

答弁申し上げます。

この工事費につきましては、前畑８号、１０号

棟のポンプリプレース工事、これが９０万円、そ

－９０－

れと前畑２号棟の給水管改修工事、これが６１０

万円、合計で７００万円。このポンプにつきまし

ては、一たん地下に水道水をためまして、それを

ポンプアップにより屋上の水槽へ送る、そのポン

プリプレースの工事でありますけども、何分築後

約三十数年たっておりますので、ポンプ自体が老

朽化してるということでそれを修理すると。それ

と、また給水管の改修につきましては、これも築

後３０年たっているということで、赤さびとかそ

ういうものにより給水管が細くなったり給水不足

が起こると。また、その赤さびにより管の腐食で

漏水の原因にもなっておりますので、これらをす

べて解消したいということで今回予算計上さして

いただいたものでございます。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 大田健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（大田 宏君） 申

しわけございません。敬老会の開催の状況という

んですか、これにつきまして漏れた地区がござい

ましたので、再度御答弁さしていただきます。

まず、新家地域につきましては、敬老会という

形じゃなくして、ふれ愛訪問事業というような形

で品物をもってやっていただけると。これは別所、

兎田、新家地域すべてでございます。それと、砂

川地域につきましても、信達同様どちらもやらな

い。一丘地区につきましては、今のところ敬老会

をやるというようなことで聞いておりますが、最

終的な御返事というんですか、確認はとれており

ませんので、今のところまだ確定はしておらない

というのが実情でございます。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 真砂君。

○２１番（真砂 満君） ちょっと１点だけ答弁が

抜けておる部分があるんですが、というのは住基

ネットの囲いの予算ですね。あれはどこに入って

るんか。回数なしでお願いいたします。

○議長（角谷英男君） 馬野総務部次長。

○総務部次長兼総務課長（馬野史朗君） 御答弁申

し上げます。

今回の住基ネットワークに伴います間仕切り工

事ですけども、５４ページの一般管理費の工事請

負費１，５３０万、この中に含んでございます。こ



の中には、住基ネットワークの間仕切りと人推部

の改修工事を含んでおります。

以上です。

○議長（角谷英男君） 真砂君。

○２１番（真砂 満君） よくわかりました。

それで、順番からいうたら工事請負費の方なん

で、人権推進部が向こうへ行く。女性サロンもと

いうのは、それはもう市長の公約ですし、そうい

う回答も既にいただいておりましたから、そっち

の方でしていただけるということで了としたいと

思います。

ただ、住基の関係の費用、なぜ補正でこういう

取り扱いをされるのか、私にはちょっと疑問なん

ですね。

それと、あの場所で、あの位置でどの程度の工

事をされる予定なのかですね。機械物ですし、情

報管理課ですか室ですか、一定の湿度なり温度な

り、そういった状況を保った状況の中でそういっ

た機械を保管するという必要性は、当然出てこよ

うかというふうに思うんです。それをこの住基ネ

ットを導入するときに、そういったことも踏まえ

て、なぜされてこなかったのかですね。

私は、少なくともこれは当初なりそれ以前なり

にそういった部屋といいますか、きちっとしたそ

ういう独立したものを設置して、住基基本台帳、

住基ネットに対応すべきではなかったのかなとい

うふうに思うんですが、そこらどういう経過をた

どったのか、お示しをいただきたい。でないと、

委員会の方で間違ったように、補正予算通してく

れんかったからみたいな言われ方をすると、何を

言うてんねんと言わざるを得なくなるんですよ。

そこらどうお考えでそういうような形をされたの

か、お示しをいただきたいと思います。

それで、関連で議長、申しわけないですけど、

住基をちょっとやらしてください。郵便でされる

ということでありますから、普通郵便だろうとい

うふうに思うんですが、ほんとに大丈夫なのか、

非常に心配なんですね。全然関係ないんですが、

私の家の方で誤配なり届かなあかんものが届いて

なかったりという郵便局とのトラブルというが過

去何回もあったんです。それで個別で郵便局との

方とも話し合いをさしていただいたこともあるん
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ですけど、それはそこの郵便局員の質の問題であ

ったり、いろんな事情の中で問題があったという

ことは確認がとれたんですが、今回この非常に大

事なそういうコードのナンバーを配布される。そ

れが普通郵便でほんとに大丈夫なのかですね。そ

の辺は担当としてどのように考えられて、普通郵

便という形にされたのか。

全国でいろいろの事例を見てみますと、いろん

な形でやられてます。それはどれが一番いいのか

というのは、私にはわかりませんけれども、個人

といたしましては、より安全な形で自分の手元に

届けていただきたい、これが切なる要望であると

いうふうに、私はそう感じてます。皆さんはどう

かわかりませんが、私は少なくともそう感じます。

それと、このネットについては参加をするとか

しないとか、総数でいえばごく一部であるという

ふうには思いますが、いろいろ各自治体での対応

もまちまちであろうというふうに思います。近隣

では吹田市であるとか、阪南市が何かがあったと

きに接続を停止するような話まで伝わっておりま

すけれども、泉南市の場合、もし何かあったとき

にどのような対応をされるのかですね。これは非

常に市民の皆さん方も関心のあることだろうとい

うふうに思います。連日あのようにマスコミで住

基に対しては報道されてますから、いやでも応で

も泉南市どうなってんねんということを我々もよ

う聞かれるわけで、より市民に安心をしていただ

くためにも、泉南市の対応というものを披瀝をし

とく必要があるというふうに思いますから、ちょ

っと議案から外れておりますが、あえて聞かして

いただきたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。

それと、庁内ＬＡＮの関係であります。２次、

３次という形でされるというふうに理解をいたし

ておりますけれども、当面一次はことしとりあえ

ずこういう形でやると。さきにも言いましたよう

に、２次、３次ではぜひともきちっと頑張ってい

ただいて、予算獲得をしていただいて、早い段階

で庁内外のインターネットもできるような形で市

民サービスに寄与できるような体制をつくってい

ただきたいなというふうに思ってます。ぜひとも

頑張っていただきたいなと思います。



それと、敬老会ですが、部長ね、部長のお言葉

の中でも明らかにされましたように、７月１２日

なんですよね。これは方針転換の決定をしたのは

いつなんですか。敬老会、一般的には９月１５日

ですか。暦では９月１５日ですわね。それで開催

をされるのはその前後あるかもわかりませんけど

も、そのあたりで催し物はこれまでも役所の方も

されてきたというふうに思います。

そういった意味では、新たな形、新たなやり方

で区長さんを通じて地域に返していく、お願いを

するわけですから、そういった面では７月１２日

でほんとにこれでよかったのかですね。なぜ７月

１２日でないとできなかったのか。逆に言えばも

っと早い段階でお願いできなかったのか。まずそ

れが１点です。

このように各区なり、まちまちの対応であれば、

居住地によってやり方が違うんですよね。例えば

私みたいに市場に住んでるとこはしない。市場地

番の人はしない。樽井地番やったらすると。友達

同士でやり方が違うということもやっぱりおかし

いわけですね、泉南市民としておかしいわけでし

ょう。１，０００円の補助金――補助金も鳴滝地区

は補助金要らんと言うてる。これまた何で補助金

要らんと言うてるんか、ちょっとその辺も説明し

ていただきたいんですけどね。お金のないままに

どんな形でするのか。

それと、さっきの老人集会場ではありませんけ

れども、ほんとにこの１，０００円の補助金だけで

できると私はとても思えない。勢いこの地域での

お金、例えば区費であるとか、老人会であるとか、

婦人会であるとか、そういった皆さん方の協力の

中で１つの催し物をして楽しんでいただいて、お

帰りいただく。これまでもそんな形でやっており

ましたから、ますますこれから地域によって差が

出てくるんです。お金を持っている区、持ってい

ない区、区に属していない自治会の老人、その自

治会にも属さない老人、それ皆それぞれ違うんで

すよ。そのことを今回のような手法でやられると、

混乱するだけでしょう。そのことを健康福祉部と

してどのように考えられたのか。

今また聞いてますと、区が協力してくれてない

ところは、老人クラブを通じてとおっしゃいまし
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た。また、混乱させますよ、そういうやり方した

ら。区が協力してくれなかったら、今度は老人ク

ラブに言うんやと。そんなやり方でいいですか。

二重、三重のミスを犯しますよ、そんなことであ

れば。そのあたりほんとにどう考えてるんかです

ね。もし協力が得られなかったら、１年かけても

う１回、教育委員会じゃないですけど、もう一度

市の方針なり考え方なりを市民の皆さんに理解を

していただくために時間をかけると。時間が足ら

なかった、いきなりと言われてるんでしょう。そ

ういった原因があるんであれば、もっと時間をか

けて説明をする、そういった手法をなぜとらなか

ったのか。そのあたりについてのお考え方をお述

べをいただきたいと思います。

それと、樽井の第二老人集会場に絡んでの補修

の問題ですが、今部長の方でわずかな予算の中、

できる限りというお言葉ですが、予算の規模を見

てもらって、部長がしようと考えられる配分がほ

んとにできるのかどうかですね。そのあたり、言

葉だけじゃなくて、ほんまにできるんかどうかお

示しをいただきたいし、逆にするがための予算を

どれだけ健康福祉部として担保する。そのことを

言い切れるんかですよ。この場だけそんなことを

言われても困るんですよ。ほんまにするんやった

ら、それだけの覚悟の中で予算折衝をしていただ

かないかんのですよ。

でないと、場所が狭隘だったら、隣にもし空き

地があったらどうのこうのとおっしゃってますけ

れども、来年度からこれ補助金出ないんですよ。

お金を持ってない区以外は、補助金が出なかった

ら、ますますこういうように拡張工事もできない

ですよ、状況的に。いとも簡単におっしゃられま

すけど、状況的に見ればできないんですよ。でき

ないことをいとも簡単に本会議場で言わないでほ

しいんですよ。逆に言った限りは、責任持ってそ

のことの遂行に向けて努力していただきたいです。

その場限りの答弁なりということは、絶対もうこ

れからやめていただきたいんです。その辺につい

てお聞かせをいただきたいと思います。

それと、住宅の件につきましては、給水の関係、

わかりました。ただ、今、特に前畑団地なんかで

苦情を聞いてますと、水漏れというか、雨漏りと



いうか、その事例が非常に多いんですよね。それ

で、担当の人にも来ていただいて見ていただくん

ですが、なかなか原因がわからない。でも、雨漏

りがしてる、漏ってくるという事例がたくさんあ

って、なかなか根本のどこが原因やという調査ま

でお金がないんでできないというような状況があ

るんですよね。

その辺、部長、実態を把握されてるんかどうか

ですね。把握をされて、金がかかりますから、予

算をどのように、今回補正でありますから工事費

で７００万ですか、７００万で落ちついてしまっ

たのか。そのことはなぜ横に置いてしまったのか。

給水の工事から比べると雨漏りの方は大したこと

ないという判断だろうかなというふうに思うんで

すが、そのあたりどうなんでしょうか。

○議長（角谷英男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 最初の住基ネットのセキュ

リティーの問題、もしいろんなトラブルがあった

場合の対応ということでございますけども、本市

の場合は泉南市住民基本台帳ネットワークシステ

ムの管理運営要領というのをつくっておりまして、

そこでまず統括管理者を置いております。これは

市民生活環境部長をもって充てると。それから、

管理運営責任者も置くということで、これは市民

課長をもって充てるというふうにいたしておりま

す。それと、あと操作を行う者については、当然

ＩＣカードの発行と、それからパスワードによっ

てアクセスできると、こういう形にいたしており

まして、いろんな形でのセキュリティー対策を講

じております。

それと、１つはもう既に危機管理対策会議とい

うのを私どもこの前のテロの後つくっております。

これも私が本部長になっておるわけでございます

が、もしいろんなトラブルが発生した場合、原部

の方で対応できないような状況になった場合は、

そちらの方に上げていただいて、危機管理対策会

議の中で方針を決めていくということでございま

す。もちろん切断するのかどうかということは、

その中身とか重大さにもよるというふうに思いま

すが、もし重大な何かが起こった場合ということ

であれば、そういうこともあり得るということで

危機管理対策会議の中で決めたいと、このように
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考えております。

○議長（角谷英男君） 油谷市民生活環境部長。

○市民生活環境部長（油谷宗春君） 私の方から、

間仕切りがなぜ遅なってるんかということでござ

いますが、３月は骨格予算ということで工事請負

費の予算というんですか、それは計上しないとい

うことで、６月に計上さしていただいたわけでご

ざいますが、私ども過日の協議会においても御指

摘を受けまして、私どもは工期的にも非常にすぐ

にできるということと、８月に臨時会も開かれる

ということで、十分対応できるんじゃないかとい

うことで、それで応急的というんですかな、隠す

程度でございますが、応急的な処置をさしていた

だいたということでございます。

また、郵便の件ですけども、大阪府下で大阪市

だけが簡易書留というんですか、それで郵送され

てるわけでございますが、私どもは総務省の通達

の中で普通郵便でも大丈夫だということと、旧郵

政省の方から郵便局の方へ特別通達で、この配達

につきましては万全を期するようにというふうな

通達もありまして、私どもはそういうことを受け

まして普通郵便にしたということでございますの

で、よろしくお願い申し上げます。

○議長（角谷英男君） 伊藤情報管理課長。

○総務部情報管理課長（伊藤修二君） 住基ネット

のパーテーションの関係につきまして、一部私の

方もタッチしてる関係がございます。その関係で

御答弁申し上げます。

当然、私ども住民系の機械はお預かりしており

ます。そのものについては、当然議員御指摘の空

調機等も入れた中で回しているという現状でござ

います。その中で、私ども来年度に総合行政ネッ

トワークに参画しなければならないという中で、

当然そことしてのサーバー機の設置要件も発生し

てまいります。その関係上の中で、現在の住基サ

ーバー、ネットに係るサーバー部分ですね、と合

わしたものについて、そちらも置いていきたいと

いう中で若干待っていただいたという経緯がござ

います。その中として、当然空調機等についての

機器等のセキュリティーポリシーの中では進めて

いきたいというふうに考えておりますので、もう

少しお時間だけいただきたいというふうに考えて



おります。

その点と、後の部分ですね。地域イントラ、い

わゆる公共間のネットワークの整備につきまして

は、当然議員御指摘のとおりの部分の中で、でき

るだけ財政当局の方と詰め合わした中で計画的に

進めてまいりたいというふうに考えておりますの

で、よろしくお願い申し上げます。

○議長（角谷英男君） 大田健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（大田 宏君） 私

の方から、敬老会について御答弁申し上げます。

敬老会の方針転換がいつされたのかということ

でございますが、これにつきましては、予算を組

むときですね、まず当初予算を組む時期というこ

とでございますので、昨年の１１月ごろというこ

とでございます。ただ、補助制度についてという

ことだけの予算化だけでございましたので、内容

をどのようにしていくんかということの要綱とか、

そういうのは全くまだその時点ではできておらな

かったということで、我々といたしましても一日

も早く説明したいという考えは持っておったわけ

ですが、説明するに当たっての説明できる内容等

がそろわないというようなことがありまして、結

果的には７月の１２日になってしまったというこ

とで、確かに我々といたしまして少なくとももう

２カ月ぐらいでも年度当初ぐらいからお話もでき

れば、また方向が違ってきたんかなということが

あるわけでございますが、これにつきましては、

そのようなことの中で説明ができなかったという

ことは、私どもの方の全くの不手際ということで

おわびするしかないということでございまして、

そのときにもそのようにお話しさしていただいた

ということでございます。

それと、各地区で実施した場合の違いというこ

とでございます。確かに、我々敬老会をやってい

ただくところにつきましては、対象者１人当たり

１，０００円という補助金を出さしてもらうという

ことでございますが、地区によりましてはそれに

上乗せするとか、いろいろな形をとられてるよう

なところもあるかなというようなことで、違いと

いうのは確かに出てくるかなと、このように考え

ております。

以前でも別に品物を渡したりとか、そういうよ
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うなことがあったと聞いておりまして、違いにつ

きましては以前もあったと。今年度も今回も当然

出てくるだろうということでございます。我々と

いたしまして、これを１つの教訓といたしまして、

やはりこの補助制度につきましても決して万全で

はないという考え方を持っておりますので、今年

度はこのような形で進めさしていただきまして、

また来年度につきましては再度どうするかという

ことの検討をしなければならないと、このように

考えてございます。

また、老人集会場の補修の件でございますが、

私の思いとして申し上げたわけでございますが、

簡単に言うなというようなおしかりも受けたわけ

でございますが、私の気持ちとして言わしていた

だいたものでございまして、実際上できるだけ努

力はしたいと。

そういうことで、補修の件につきましては、も

う少し詳しい点につきまして担当課長の方から御

答弁申し上げます。

○議長（角谷英男君） 出口高齢障害福祉課長。

○健康福祉部高齢障害福祉課長（出口 出君） 私

の方からは、既存の老人集会場の維持修繕と、先

ほど部長の方も部長なりの思いというのを語って

いただいたんですけども、担当課、私の方が実際

にその業務に当たっている課ということでありま

して、老人集会場につきましては、先ほどからお

話し出てますように、２５カ所ございまして、ど

れも老朽化が進んでると。我々もその点につきま

しては、よく認識しているということでございま

す。

ただ、予算的に見ますと、市の財政との絡みも

ございますが、非常に厳しいと、ぶっちゃけた話、

１４０万程度ですかね、今年の予算で。そういっ

た中で２５カ所老朽化が進んでいます老人集会場

の方から要望ですね。区の方からの要望とか、そ

れらを恐らく合わせたら、実際に修繕してくれと

いうことをそういうエリアの部分を合わせたら、

恐らく何千万もかかると思います。そうした現状

の中で、予算的にはそういう厳しい状況がござい

ます。

その中で我々の思いとしましては、老朽化が進

んでいる中でやっぱり地域の福祉の１つの施設と



して、我々も福祉に属する中で職員としてもどう

してもそういった修繕につきましては、改善して

いきたいという強い意識は持っております。です

ので、少ない予算の中ですけども、やっぱりその

中で我々として最大限そういう思いを持った中で

努力していかなくてはならないと、そういう決意

ではおります。

現実、予算状況が非常に厳しいということがご

ざいますが、我々の強い思いをもって、やはり財

政的な面でも今後も当局に対しまして、必要度も

含めまして厳しい状況も述べまして、最大限努力

していきたいと、そういうふうに考えてますので、

よろしく御理解いただきたいと、お願いします。

○議長（角谷英男君） 楠本都市整備部長。

○都市整備部長（楠本 勇君） 市営住宅の前畑あ

るいは宮本、この管理におけます雨漏り等の関係

でございますけども、４月１日以降、ちょっと件

数を調べましたら、水道管の漏れ、排水管の関係

です。これが５件ございました。御指摘の原因が

不明やと。当然あるかと思いますけども、この５

件については、一応そういうところがなかったと。

予算面でございますけども、今回７００万は基

本的な工事の関係でございますので、いわゆる当

初予算に空き家の改修が１，０００万と通常の修繕

費、これが８３０万盛ってございます。ただ、こ

の予算で満足かどうかは、できるだけ、この予算

で十分であるかどうか別としまして、予算の範囲

内で、苦情も相当多いですけども、対応していき

たいと、このように考えてます。

○議長（角谷英男君） 大田健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（大田 宏君） 済

みません、答弁漏れございましたので、御答弁さ

していただきます。

まず、区さんにお願いしながら、また何で老人

クラブやというような中で、余計混乱するのでは

ないかという話でございますが、これにつきまし

ては、できない地域がございますと、やはり我々

といたしましても住民さんに不公平が生じるとい

うようなことの中で、やっていただける、またや

っていただけないという返事をいただいてる区さ

んの了解も得た上で老人クラブさんにお願いした

いなと。老人クラブさんは受け皿となっていただ

－９５－

いてやりたいと。それと、区にも属しておらない

自治会等もございますので、それのフォローもそ

の形でやっていきたいということでございます。

それと、鳴滝区については補助金が要らないと

いうことを私が先ほど答弁さしていただきました

が、これにつきましては、市長の選挙のときの方

針と異なるというようなことの中で、鳴滝区長さ

んが要らないというようなことで言われてること

でございます。市長が福祉の充実ですね、それに

反するやないかというようなことの中で要らない

ということでございます。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 真砂君。３回目です。

○２１番（真砂 満君） まず、住基の関係の郵送

なんですけど、油谷部長がそういうふうな答弁で

すけども、住基だけ郵政省は別個の取り扱いして

くれるんですか。それはちょっと無理やろと思い

ますけどね。一般的な郵便物でもきちっとその家

に配る。これは当たり前ですからそうなってるん

でしょうけども、いろんな事例があるんですね。

例えば一丘の集配ポスト、あの状況を見たときに、

ほんとに大丈夫なんかなと。ほかの市営住宅でも

ありますよ。かぎもかけられず、かぎがつぶれて

るところのポストがある。市営の前畑なんかでも

結構あるんですよ。来てるなら、取ることも可能

なんですよ。そういう事例があるんですよ。

それと、郵便の関係で届かなかったら当然役所

へ返ってきますよね。その再確認はされるんです

か。一般的な書物でやってる場合、再確認はされ

ないまま、あ、いてないんだなという判断をされ

てますよ、ほかの書類では。違いますか。されて

るでしょう。ですから、ほんとにおっしゃられて

るような形で安心なのかなというふうに思います

と、疑問だなというふうに思います。

それと、敬老会の件ですね。言われてるように、

昨年の１１月ですか、方針が決まって７月だと。

非常に遅かったという反省がある。それで、お願

いに行って断られるというか、反発を食らってる。

それならそのときに一たん撤退をして、もう１年

後にするとか、なぜしないんですか。このままし

て強行、もう必ずこれをするから、二重、三重の

ことになってるでしょう。おかしいですやんか、



やっぱり。

役所がせなあかんのは、きちっと方針転換をし

たならば、その説明責任をまず果たさないかんで

しょう。それで協力要請をしてやらないと、めち

ゃくちゃになりますよ、すべてが。変えるんだっ

たら変える。それは住民にとって悪いことであっ

てもいいことであっても、それは役所が決めるこ

とですから、やったらいいんですよ。そのかわり

責任を持ってきちっとやるべきことをやらなあき

ませんよ。結果としていいとか悪いとかじゃなく

て、決めるんでしょう。決めたんでしょう、１１

月に方針として。決めたなら、自分自身がええと

思うてるとか悪いと思うてるとか別としても、決

めてんやったら決めたで責任を持って説明せない

かんでしょう。そのことをなぜやり切らないんで

すか。そんな事例が多過ぎるでしょう、今の市役

所。そんなんで住民の間で混乱させないでくださ

いよ。

例えば１つの区で、今のやり方やったら、区長

と老人クラブ、おまえとこ責任とれへんさかいわ

しとこへ回ってきたんやないかい、そんな話にな

りますよ。区同士で、あんた区長やさかいにこっ

ちの区はこれだけやってくれるのにうちとこはこ

れだけかいというような話にもなりますよ。責任

は全部区長がかぶるようになるんでしょう。その

ためにそういうふうな責任を負わすんやったら負

わすで、方針が変わったんなら、それなりの説明

なりそれなりの汗をかかないかんのと違いますか。

私はそれを言うてるだけですよ。

申しわけなかったと思うんでしたら、時間的に

無理やと思うんやったら、なぜとめないんですか。

今からでも間に合うん違いますか。部長、その辺

はどう思うてるんですか。悪いと思ってるんでし

ょう。７月１２日、時間的な余裕がなかったと思

うてるんでしたら、今からでも遅くないです。ま

だ９月１５日来てないんですから、直ちにやめた

らどうですか。従来どおりに戻したらどうですか。

○議長（角谷英男君） 梶本市民課長。

○市民生活環境部市民課長（梶本 功君） 郵便の

件でございますが、居住されていないとか、郵便

物が現況そこにお住みになっておらない方の場合

につきまして、すべて市役所の方へ返還されます

－９６－

んで、その後、すべて保管さしていただいて、再

確認はしませんので、その点御了解いただきたい

と思います。（真砂 満君「それがおかしいと言

うてんねん」と呼ぶ）

一応、保管さしていただいて、再確認は今のと

ころ考えておりませんので。なぜかと申しますと、

その家庭、家庭によりましていろんな事情がござ

いますので、職権で消除したりする場合も往々に

はございますけど、それに関しましては、例えば

マンションでしたら居住されておられた方が住民

票を置いたままよそへ出られたり、現在どこでお

るかわからないとか、そういう場合には家主さん

の方から次の方を入居させるために申し入れ等が

ございました場合のみ、我々は現地確認さしてい

ただいて、職権で住民票をどけさしていただいて

おりますんで、その点、御了解お願いしたいと思

います。

以上です。

○議長（角谷英男君） 大田健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（大田 宏君） 敬

老会の件でございますが、昨年の１１月に補助金

ということで予算要求をしておるところでござい

まして、実際上７月にしか説明ができなかったと

いうことにつきまして、大変区長さん方、反発が

確かにございました。その中でもやってあげよう

というような地区も確かにあったことは事実でご

ざいます。そういう中で我々といたしまして、再

度７月２５日に説明をさしていただいたわけでご

ざいますが、そのときの結論としては、区長会で

の判断じゃなく、各区の判断に任すという結論と

なったわけでございまして、それを受け、既に動

いていただいてるところもございます。

したがいまして、我々といたしまして、今年度

につきましてはこのような形で進めさしていただ

きたいと。そして、まだ老人クラブさんにも正式

な了解はとっておらないわけでございますが、内

々に話しさしていただいてるところでございます

が、受けていただけるということになれば、区さ

んの方にもそれなりの了解もしていただいた上で

やらしていただくということで、区さんと老人ク

ラブさんとの間で変なことのならないように、我

々も最大限の努力はするというところで今年度実



施をさしていただきたいということでございます

ので、よろしく御理解のほどお願い申し上げます。

○議長（角谷英男君） 質疑の途中でありますが、

４時１５分まで休憩いたします。

午後３時４５分 休憩

午後４時１８分 再開

○副議長（東 重弘君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。

議案第３号について質疑を続行します。質疑あ

りませんか。――――井原君。

○１番（井原正太郎君） 少し質問さしてもらいま

す。

私の方からは、１つは先ほど来、さきの議員の

質疑の中にも相当時間をかけて財産区の問題があ

りました。私は聞いておりまして、理事者側はき

ちっとした答弁をなさってないなと、このように

思いました。この点について、例えば樽井第二の

老人集会場建設事業費として今回１，７７８万円の

補正が上がっておりますが、この件に関しまして

は、特に第二老人集会場建設事業費ということで、

１つは地域格差の問題をどうクリアしていくのか

というふうな質疑もありましたが、私も樽井住民

の１人として、樽井財産区がほんとに法に逸脱す

ることなく、きちっとした財産区管理会を中心と

した運営がなされておるんかどうか。具体的にホ

ンテスという具体的な企業名も挙がりました。こ

れはかねてより問題提起されたことでありますけ

れども、この件に関しても違法性、問題、まだ続

いておるんですか、これは。そういった意味では、

けじめのある答弁があのときなされてなかったな

というふうに私は思うんですが、この点について

も改めて御答弁をお願いしたいと思います。

もう１点は、住基ネットでそのセキュリティー

が今回の予算においても、また今後のあり方に関

しても質疑がなされておりましたけども、私は５

４ページにありますいわゆる情報管理という面か

ら、今回の補正では２，００１万３，０００円が上げ

られております。そして、補正後の予算というの

が２億３，７３９万９，０００円というふうな非常に

大きな費用をかけて私どもの情報管理を委託、あ

るいはまたその事業を展開されております。

そういった意味では、今回の住基に関しては４

－９７－

項目にわたる個人情報ということからスタートし

ますけども、同僚議員とも話ししたんですが、こ

の情報管理というのは、既に私どもの財産のこと、

あるいは課税のこと、あるいは納税に関すること、

非常にプライバシーにかかわることがたくさん管

理されておると思うんですけども、そこら辺の管

理、セキュリティーというのが今どうなっておる

んかというのも示していただきたいと思います。

もう１点は、６５ページにあります防潮堤の件

であります。防潮堤の道路整備事業費として１億

５，１４２万、このようなことで工事請負費が１億

４，６３２万計上されております。従前の質疑の中

で、また答弁の中で、岡田地区を中心にした防潮

堤の撤去と整備というふうなことが説明されてお

りましたけども、この防潮堤を全体から見たとき

に、泉南の街づくり、こういう観点からしても、

私は地域エゴじゃないんですけども、樽井の方も

やはりきちっと視野に入れてスケジュールにして

いかなきゃならん、このようにも考えるわけであ

ります。特にりんくうを前にして駅前開発、ある

いはまた樽井周辺整備というふうなことを泉南市

を今後の街づくりというふうなことからしても、

岡田はもちろん大事でありますけれども、同じよ

うに樽井の防潮堤、このことに関してもやっぱり

興味を持っていかないかん。このように私は考え

ております。

それから、最後に、７６ページ、今回の市長、

２期を終えて３期目に至る今、地方債現在高の調

書として補正後の額として２２９億７，８２９万８，

０００円という大変大きな額に上っておりますけ

れども、この地方債の返済について、これは一体

だれが責任を持ち得るのかと。非常に難しい問題

だと思いますけども、どのような理解をされてお

るのかと、こういう点も御答弁をお願いしたいと

思います。

以上であります。

○副議長（東 重弘君） 本日の会議時間は、議事

の都合によりあらかじめこれを延長します。

馬野総務部次長。

○総務部次長兼総務課長（馬野史朗君） 財産区の

土地ですね。樽井の財産区の土地ですけども、ホ

ンテス工業に貸しているわけですけども、これは



１企業にそういうふうな土地を貸すということは、

非常に無理があるんじゃないかということで、我

々の方もホンテス工業に対してそういうふうな意

見もあり、早い時期に明け渡していただきたいと

いうことで常々申し入れを行ってきました。

ホンテス工業の方につきましては、一応今倉庫

を建設しているということで、もうその倉庫の方

もほぼ完成しておりますので、すぐに出ていただ

きたいということで、今も話をしております。ま

だ今現在、一部資材とか通勤者用の車を置いてる

のが現状ですけども、これらを早急に撤去してい

ただきたいということで強く申し入れを今後とも

行っていきたいと思いますので、よろしくお願い

したいと思います。

○副議長（東 重弘君） 伊藤情報管理課長。

○総務部情報管理課長（伊藤修二君） 私の方から、

情報管理費に伴いますセキュリティーの関係につ

きまして御答弁さしていただきます。

セキュリティー関係につきましては、ハード面

とソフト面、両面がございます。ハード面につき

ましては、一定以内についての保守点検の実施、

もしくは何らかの障害が発生した場合の速やかな

回復という部分の中で機器保守は実施しておると

ころでございます。

その点と各業務個々の分でございますが、当然

私ども市民課の住民記録を中心としましたいわゆ

る住民情報システムについて、機器自体はお預か

りしております。その中で個々の業務につきまし

ては、いわゆるパスワード管理、パスワードによ

って異動処理が可能となっているという分でござ

います。その分と、当然職員等につきましては、

異動が発生してまいりますので、その都度パスワ

ードを変更していくということと、定期的に現在

は１年による見直し、全面見直しをしていくとい

うぐあいに、ソフトに基づきますいわゆるセキュ

リティーの確保に努めているというのが現状でご

ざいます。

以上でございます。

○副議長（東 重弘君） 楠本都市整備部長。

○都市整備部長（楠本 勇君） 防潮堤撤去後の防

潮堤道路整備事業でございますけども、今年度は

岡田地区に面したりんくうタウン側ですけども、

－９８－

昨年に引き続いて４８０メートル、幅７メーター

でございますけど、予定しております。御指摘の

今後の見通しでございますけども、防潮堤の撤去

工事を企業局で進めていただいておるということ

で、この秋にとりあえず交通処理の問題箇所でご

ざいます浜保育所の裏側、樽井男里線の南側とい

うんですか浜保育所側、これ１００メーター、そ

れと樽井男里線の大阪側２００メートル、この防

潮堤の撤去工事について、秋ごろから予定されて

おるということで、市としましては撤去後速やか

に道路整備を行っている状況でございます。でき

るだけ御指摘の樽井駅の裏側防潮堤の撤去につき

ましても、引き続いて企業局に撤去していただく

よう、できるだけ早くやっていただくよう申し上

げてまいりたいと、このように思っております。

○副議長（東 重弘君） 谷財務部長。

○財務部長（谷 純一君） 井原議員御質問の地方

債のこれからの償還ですか、その点について御答

弁申し上げます。

今回の補正後の当該年度末の現在高が御指摘の

ように２２９億７，８００万という数字で上がって

おります。そして、これからこの公債費の分につ

いてどういうふうにして償還していくのかという

こと。これは１３年度の末では毎年２５億ぐらい

のベースで公債費、これは元金、利子を足してで

すけども、それぐらいの数字が上がってきます。

ですから、我々としましては当然地方債のこれか

ら毎年の発行額、それとこれからの償還の予定で

すね、償還表、償還の予定額、この辺を頭に入れ

るということがまず１つでございます。

それと、あとこれと財政の指標であります経常

収支比率なんかで公債費、これが上がってこない

ようにとか、あるいは公債費率ですね。これは地

方債の発行の制限とかいうことにはね返ってきま

すので、この辺の数値を念頭に入れながら、それ

とあと毎年の、これは一般財源ですべて償還しな

ければならないということがありますので、その

辺の伸びとか、その辺を計算に入れながら、これ

は当初予算で計上していくという形になるんです

けども、その辺を考慮しながら、我々としては公

債費について考えていきたいと、このように考え

ております。



以上です。

○副議長（東 重弘君） 井原君。

○１番（井原正太郎君） 財産区の件でありますけ

ども、先ほどホンテスを具体例に挙げて答弁いた

だきましたけども、そうすればやっぱり本議会で

も疑義を挟まれるような抵触する部分があるとい

うふうに理解して本来の姿に戻すように努力をし

ておると。これでよろしいんでしょうかね。

それと、さきの議員の質疑の中で、樽井財産区

を中心として第二老人集会場が新池につくられる

ことの整合性がありませんよと、あるいはまたあ

そこは火葬場のはたでもあり、墓場のはたでもあ

りますよというようなことで、極めて樽井財産区

管理会が、あるいは樽井区が大変勝手な判断で市

民の皆さんに迷惑をかけてるかのような私は質疑

であったと思うんですね。

そういった面では先ほどの答弁は、その疑義に

きちっと答えてないと私は先ほど申し上げたんで

すけども、そういった意味では私は正確な答弁を

お願いしたいと思います。といいますのも、自治

法の２９４条には、財産区の意義並びにその運営

もありますし、さらには財産区の管理会の機能、

これが２９６条の３にもはっきり明確にされてお

ります。そういった意味では、きちっとした物差

しもありますし、ああいう形で疑義を挟んだまま

樽井財産区管理会が泉南市の中で泉南市の皆さん

に大変な迷惑をかけておると、このような疑義が

あるとしたら、理事者の皆さん、あるいはまた市

長はきちっとした答弁でもってはらしてもらわな

いかんし、また間違っておれば直してもらわない

かん、このように私は思うんですね。そういった

意味では、一歩突っ込んだ答弁を改めてお願いし

たいと思います。

それから、情報管理のセキュリティーに関して

は聞きにくかったんですが、伊藤課長の答弁、ち

ょっと私、よう聞かなかった点があったんですけ

ども、私は一番心配してるのが、今、住基で大変

注目されておりますし、そのセキュリティーある

いはまた囲い等もして、ソフト・ハード両面から

事故のないように、また対応しておる、このよう

に言っておられるわけでありますけれども、私は

先ほどの現代における情報管理というのは、先ほ

－９９－

ども言いましたようにその人の財産であったり、

課税状況であったり、あるいはまた滞納状況まで

きっちりわかるというふうな非常にプライバシー

に直接かかわることが管理されておるという意味

では、先ほどの話ではパスワード等、あるいはま

た職員の配置等でも工夫をされて事故の起こらな

いようにやっておるというふうな答弁であったと

思うんですけども、じゃ今までに事故に匹敵する

ようなことがなかったのかどうか、あるいはトラ

ブルがなかったのかどうか。

新しい住基ネットのスタートに際しまして、今

ＩＴ関係でいろんな実績を積んできておりますけ

ども、その点から過去の反省からして、特にいい

形で生かしてもらいたいなという意味では、泉南

市においてはそういう事例がなかったのかどうか、

改めて示してもらいたいと思います。

それから、防潮堤のことでありますが、この秋

に一定の企業局の方から方向性がなされると、あ

るいはまたその輪郭が見えてくるような答弁をい

ただいたわけでありますけども、大阪府にあって

も、本市もそうでありますけども、非常に厳しい

財政のもとでこれを乗り越えていかないかんとい

う状況下にありますし、いずれの地域、いずれの

事業を優先しなきゃならないかというのは、非常

に大事な問題であると思います。だから、くどい

ようでありますけども、岡田地域が今着々とそう

いうふうな形で進んでおる。あわせてやはり市全

体を見て、どこにその費用なり事業のエネルギー

をつぎ込んでいくのかというふうなことも、今後

とも精度のいい事業を展開してもらいたいなと。

そういった意味では、私は具体的に樽井を挙げ

たんですけども、やっぱり信樽線あるいは砂川樫

井線、そういうふうなことも今の街づくりの中で

は大変注目されておりますし、そういった中で先

日来の質疑の中で、岡田地域、信達地域がややお

くれをとっておるというようなことの問題もあり

ますから、そこら辺のバランスをしっかりとって

いただいて、私は街づくりを懸命に進めてもらい

たいと思います。

最後に、先ほど谷部長の方から御答弁いただき

ましたけども、地方債が具体的には２２９億今時

点に上っておるというふうなことで、ここではこ



の数字でありますけども、一歩深く考えたときに、

やはり下水道の方もありますし、また開発公社関

係もありますし、私どものこの行政運営の中で大

変大きなこのような地方債を抱えて進んでおりま

す。

私の質問は、これに対応する方法として、やは

り１つの目安として、公債比率であったり、経常

収支比率であったり、そのようなことをきちっと

コントロールしながらということですけども、一

体全体これはだれが最終返すのかと。市長は今３

期目を務めておられますけども、市長が在任中に

大変立派な仕事をされて、しかし結果的に１００

億、２００億に上るこういうふうな地方債がふえ

たとしたときに、市長はその責任を私はとられへ

ん、とれないだろうと思うんですね。

あわせて、じゃ泉南市民がとるんかというたと

きに、一体だれがとるんだというふうな意味では、

どういう理解をされておるんかという意味では、

この大きな地方債に対する対応はいろんな形で今

触れられておりますけれども、実際問題、この責

任はどう考えたらよろしいのかということをもう

一歩具体的な説明をお願いしたいと思います。

○副議長（東 重弘君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 基本的な部分は私の方から

お答え申し上げます。

樽井の第二老人集会場につきましては、さきの

質問者にもお答えしましたように、地域懇談会と

いうのを以前やりまして、そのときに樽井地区、

公民館でやったわけでありますが、要望が出まし

て、昔の旧町村でいいますと、樽井は従来から昔

の樽井町がそのまま１つの区になっていると。１

カ所今あるわけでございますけども、老人人口か

らしてとてもとても対応できないと。もう１カ所

ぜひとも必要であり、また欲しいというお話がご

ざいまして、そのときにお答えしましたのは、確

かにその必要性はわかりますと。ただし、用地を

新たに取得してまでは他の地域も含めてやってお

りませんので、そういう考え方で適地があれば集

会場については建設する必要があるというふうに

お答えをいたしております。

その後、議員も樽井でいらっしゃますんでよく

御存じやと思うんですが、一時期葬祭場をつくる

－１００－

とか、しかもその管理を区がやりたいとか、当時

いろんな議論があって、あるいは地区の考え方も

あったわけで、市の方にも御相談いただきました

けども、それはやはりできないということで、は

っきりとそれはお断りをいたしております。

ただ、高齢者の皆さんが集まって憩いの場とす

る老人集会場というのは、当然これはもう立地可

能ということでございますし、その必要性もある

ということで、いろんな過程がありましたけども、

現時点ではあくまでも老人集会場をつくるという

ことの整理の中で、一定このような形になってき

たわけでございます。

場所については、仮に樽井といっても広いです

から、どこにつくるにしてもいろいろな御意見が

あるのは当然かというふうに思います。ですから、

これについては地域でまず一本化してくださいと

いうことを何度も申し上げまして、それもフィー

ドバックして何回も協議もしていただきまして、

今の予定地が一番いいということでございます。

我々の方もそれを受けてやると。ただ、周辺地域

の皆さんの御理解も要るということで、これも地

域の方で解決をしていただいたというふうに聞い

ておりますけども、そういう準備期間があって今

回やっと基本設計という形に落ちついたところで

ございますから、あくまでも２つ目の老人集会場

という位置づけでございます。

それから、起債の問題でございますけども、細

かいことはまた担当の方から答弁させますけれど

も、起債というのはもちろんいろんな公共施設な

んかをつくる場合に充当さしていただくと。これ

は非常に長い期間、今の泉南市民はもちろんでご

ざいますが、将来の泉南市民を含めて利用するも

のということから、こういう長期の起債制度が起

こっておるわけですね。いわゆる後年度負担もし

ていただくということでございます。

本市の場合は、空港関連事業のときに道路、あ

るいはその他を中心にした公共施設をかなり整備

しまして、起債残高も膨らんでおりましたけども、

前にも申し上げましたように、平成９年度でピー

クアウトをしております。返済のピークが今年度

ということでございますが、残額として今予算書

にあるように２２０億余りの残高が残っておりま



す。これについては毎年償還をしていくというこ

とでございます。ですから、これは非常にロング

スパンの話になりますので、１人の市長の時代と

かそういうことではなくて、泉南市がずっとやっ

てきた事業、それからこれからやろうという事業

に対しての債務の返済をしていくということでご

ざいます。

ただ、気をつけなければならないのは、やはり

泉南市の財政規模等を考えて、異常に膨らまない

ようにしなきゃいけないということで、私もかな

り事業の縮小を図っておりまして、起債残高は順

次漸減していってるということでございますので、

今後ともそういう形の財政運営というものを考え

ていきたいと思っております。

○副議長（東 重弘君） 馬野総務部次長。

○総務部次長兼総務課長（馬野史朗君） ホンテス

工業に貸してる部分でございますが、今できるだ

け早く出ていただきたいということで交渉してま

すので、当然出ていただければもとに復すという

ことを基本的に考えておりますので、その辺の維

持管理も含めて考えて検討していきたいというふ

うに考えております。

○副議長（東 重弘君） 伊藤情報管理課長。

○総務部情報管理課長（伊藤修二君） 私の方から、

セキュリティーの部分につきまして御答弁さして

いただきます。

いわゆる情報としてのセキュリティーの関係の

中で、情報漏れとしての実例があったのかどうか

という部分でございますが、私の方にはそういう

実例についてあったという報告は聞いておりませ

ん。ということは、ないという部分で認識してお

りますので、よろしくお願い申し上げます。

○副議長（東 重弘君） 楠本都市整備部長。

○都市整備部長（楠本 勇君） 防潮堤の撤去とあ

わせて道路整備につきましては、現在のところ約

３，０００メーター延長あるんですけども、約１，０

００メーターぐらい今撤去されております。道路

整備は岡田地区側のりんくうタウンのところから

スタートしまして、現在のところは２６０メータ

ー、今年度４８０メーター道路整備を予定してる

という状況でございまして、大阪府としましては

財政難の折でございますので、我々聞いておりま

－１０１－

すのは、五、六年かかるであろうと。撤去ですね。

市としては、撤去した翌年度に道路整備を追いか

けるという状況でございます。

だから、先ほど言いました浜保育所の裏、そし

て自動車学校の前の道あたりまで大阪側に延びる

であろうということで、その分については来年度

道路整備を現在予定しておりまして、できるだけ

その地元要望を聞いていただきながら箇所を設定

しているという状況でございますので、できるだ

け早く撤去して道路整備ができるよう企業局とも

協議していきたいと、このように考えております。

○副議長（東 重弘君） 谷財務部長。

○財務部長（谷 純一君） 井原議員の御質問に先

ほど市長の方から地方債の制度というんですか、

その辺説明をされましたので、詳しいことは申し

ません。ただ、我々としましては、今後も特に念

頭に置いて、地方債を発行するにはどういう方法

があるかということを考えております。その中で、

要するに基本的には今現在の現在高を減らしてい

くというんですか、そういうことを第一義に考え

ていきたいと思っております。

ですから、それを減らすにはどうしたらいいか

といいますと、やはり毎年の元金の償還額があり

ますけども、それ以上に地方債の発行を抑えると。

要するに、元利償還金を返す範囲内で地方債を発

行するということになりましたら、当然必然的に

現在高は下がってくると。一定そういうことにな

ってまいりますので、その辺を第一義に考えてま

いりたいと、こういうふうに考えております。

○副議長（東 重弘君） 井原君。

○１番（井原正太郎君） 老人集会場の問題であり

ますが、市長の答弁によりますと、先ほど今日に

至るまでに過去に葬祭場を前提とした計画に対し

ては厳しい態度で、そしてけじめをつけたという

意味の答弁をいただいたわけでありますけども、

それにちなんで、じゃ第二老人集会場の使い方、

このことに関しては、先ほどの答弁の中で、大田

部長はいわゆる老人集会場でありますから、泉南

市内にある老人集会場に準じた形で活用していく

という意味の答弁をいただきました。たしかそう

だったと思うんですね。市長にあっては、新しく

できるこの第二老人集会場というのはあくまでも



老人集会場であって、その使い、あるいはその使

い方に関しては厳格にやっていきたいという、こ

ういう温度差があったわけなんでありますけども、

この辺は統一見解を出していただきたいと思いま

す。

○副議長（東 重弘君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 市内の老人集会場、基本的

な考え方は、当然老人集会場ですから、高齢者の

方々に使っていただくというのが原則でございま

すが、少ないコミュニティ施設でもあるわけです

から、それの範囲内で有効に使っていただいてる

とこもあるというのも事実でございます。したが

って、樽井も同様に老人集会場ということであり

ますから、そういう理念、基本を外れないように

やっていただくと。その範囲内でコミュニティ施

設でもあるわけですから、一部いろんな使い方も

あろうかとはいうふうに思いますが、やっぱり主

客転倒になってはいけないわけでございますから、

きっちりとこれはもう何回も地元にも念を押して

おりますから、老人集会場ですよということでご

ざいますから、そういうことを主体に当然考えて

いただくようにしたいと思います。

○副議長（東 重弘君） ほかに――――上山君。

○１０番（上山 忠君） 数点ちょっとお聞きした

いんですけども、今回の補正予算で１８億３，２９

２万円を追加し、２００億５，８２５万２，０００円

になるということですけども、この数字から見た

ときに、平成１４年度の収支見通しはどうなるの

かと。平成１３年度における収支見通しは、速報

値ではありますけども、単年度の赤字が１億数千

万、累積で３億幾らというふうな形の速報値が出

ておるんですけども、この金額で収支やった場合

にどういうふうな見通しがなるんか。既にこの予

算の中から平成１３年度分の赤字は先食いされて

るわけなんですから、その分だけが減ってくると。

そういうことを踏まえて、この予算がどういうふ

うな収支見通しになるのかというのをひとつお示

しください。

それと、ちょっとこの防潮堤の件ですけれども、

先ほどから井原さんの質問でもあったんですけど

も、答弁されたんですけども、大里川水門から保

育所裏のあたり約１００メーター、それからりん

－１０２－

くう南浜信号のとこから自動車学校の方に２００

メーターというふうな答弁があったわけなんです

けども、特にこのりんくう南浜信号を利用して尾

崎方面へ行く車の通過量が極めて多うございます。

特に、朝夕なんかは人が通れないほどの府道の状

態になっております。そういうことを考えて、こ

の防潮堤を撤去された後の男里本村の中の道路緩

和、男里浜の府道の緩和はどういうふうに考えて

おられるのか、お示しください。

それと、住基ネットの関係で先ほど真砂議員の

答弁に市長は、管理運営マニュアルをつくって運

営していくから大丈夫だというふうな形の答弁が

あったんですけど、これについては所管の委員会

でも一切説明がございませんし、当議会に一切の

説明もないんですけど、これらについてはどうい

うふうに考えておられるのか。それと、特にこれ

は私、所管の委員会で言ったんですけども、ああ

いう専用のコンピューターむき出しの形でいいの

かという形でお聞きしたところ、議会が補正予算

を通してくれなかったから実際間仕切りができな

かったと、そういう答弁であったんですけど、そ

ういうことであれば、委員会の中で私が言ったん

ですけども、専決処分をしてでもやっぱり間仕切

り等々について、セキュリティーから見たときに

やるべきじゃないかというふうな形をしたんです

けどね、何か答弁がよそを向いたような答弁があ

ったんですけど、この辺の危機管理についてどう

いうふうに考えておられるのか。実際の機器はも

う１カ月以上前から入ってあそこでがちゃがちゃ

動いとったわけなんですね。それらに関してどう

いうふうな行政として危機管理、その運営を初め

危機管理の中でどういうふうに考えておられるの

か。

それと、泉南市におられる某市民のホームペー

ジの中で、あそこの間仕切りがインターネットの

中に紹介されてますよ。そういうことを考えたと

きには、やはりはっきりした防護の策を講じるべ

きであると思うんですけど、余りにも何か能天気

すぎるん違うかなという感じがします。

それと、もう１つ、樽井駅前周辺再開発調査費

ということで委託料が２００万円計上されてるん

ですけど、これはどういうふうなことをしようと



されてるんか。多分平成１２年度でも２５０万ぐ

らいの調査費が上がってたわけなんですけど、駅

前ということでやって、どういう調査をして、ど

ういう結果が得られたんか。前回の調査の結果を

踏まえて、今回どのような調査をされようとして

るんか。

以上について御答弁願います。

○議長（角谷英男君） 谷財務部長。

○財務部長（谷 純一君） 上山議員御質問の、今

回のこの第４号線ですね。１８億３，２００万の補

正予算をお願いしております。そして、この結果、

平成１４年度の収支見込みがどのようになるかと

いう御質問であったわけでございますけれども、

普通、予算につきましては、歳入歳出要するにイ

コールしまして、それで予算を組むわけでござい

ます。そして、今回のこの補正予算につきまして

は、特に基金の繰入金等で予算措置をさしていた

だいたということもあります。

そして、平成１３年度につきましては、３億４

００万ですか、それの繰上充用をしたというとこ

でございますので、我々としましては現在まだこ

の予算の一番大きいのは収入では市税、あるいは

地方交付税とか、そのようなやつが一番歳入で大

きいところもありまして、今まだ現在８月という

こともありまして、その見通しについて、まだち

ょっと我々として理解、把握しづらいいうとこも

ございます。

ですから、基本的にはこの繰上充用ですか、１

３年度の赤字の３億、この分をできるだけ実質的

に少なくしていきたいという形で考えております。

ただ、この動向については収入の分についてまだ

把握しづらいということもありまして、今の段階

では１４年度の財政収支がどういうふうになるか

ということについては、もう少し時間をいただき

たいと思います。

ただ、先ほども申しましたように、この累積赤

字を要するに少なくしていくということで今後の

財政運営を行っていきたいと、このように考えて

おります。

○議長（角谷英男君） 土岐施設整備課長。

○都市整備部施設整備課長（土岐久雄君） 上山議

員御質問の防潮堤の撤去でございますけども、先

－１０３－

ほど部長がお答えしました。１４年度といたしま

して、この秋以降、男里浜保育所のところ、今現

在クランクになってございますので、あれを真っ

すぐもう少し清掃工場の方へ寄せる計画でござい

ます。それを撤去するのが約１００メーターとい

う形でございます。

それと、あと大里川までどれぐらい防潮堤が残

るのかということでございますけども、約百四、

五十メーターは残るんではないかと考えておりま

す。

そして、あとの防潮堤の撤去につきましては、

今現在、大里川は仮排水路という形になってござ

いまして、あの仮排水路の対策を考えなければ防

潮堤が撤去できないという中で、企業局の方にお

いて今現在検討中であると聞いているところでご

ざいます。

なお、関連いたしまして、以前も上山議員から

御質問ございまして、男里樽井５号踏切の整備拡

幅につきましては、以前踏切の拡幅につきまして

は、踏切の統廃合が前提であるという中で方針が

打ち出されてございます。そのため道路管理者で

ある大阪府に対してもそのことを機会あるごとに

要望してまいりましたんですけども、その中で一

昨年ぐらいですかね、尾崎の方から関係地区、男

里、男里浜、樽井区の区長さんに寄っていただき

まして、関係する踏切３カ所ございます。その中

で統廃止ができる踏切があるかということで確認

もさせていただいたんですけども、それがござい

ませんという中で再度大阪府に対して要望を行っ

てるところでございます。

その中で鉄道事業者といたしましては、踏切の

拡幅につきましては、前後の踏切において歩道の

整備が条件である……（上山 忠君「議長、僕は

そういう質問をしてないですよ、５号踏切のこと

を。要はりんくう南浜の交差点から男里浜の府道

を通って尾崎に抜ける交通量が極めて多いと。そ

れらの緩和策はどうするんやと。防潮堤の撤去を

踏まえた中で道路整備をするというふうな答弁あ

りましたから、しからば今さっき言うた交通量の

緩和、男里本村の府道の交通量緩和についてはど

ういうふうに考えてるんかと。踏切の問題一切質

問してないですよ」と呼ぶ）



〔巴里英一君「議長、議事進行」と呼ぶ〕

○議長（角谷英男君） 巴里君。

○２２番（巴里英一君） 今、上山議員の質疑です

から、それに対してどうのこうのじゃないです。

議長の指名なしで、議長がその発言を許した形で

論議をするということは、やっぱり余り芳しいこ

とでもないし、そういった意味ではきちっと整理

をいただきたい。

○議長（角谷英男君） 注意したいと思います。ぜ

ひ許可あった上でやっていただきたいと思います。

ただ、答弁者に申し上げますが、質問に的確に答

えていただきたいというふうに思います。

○都市整備部施設整備課長（土岐久雄君） 失礼し

ました。防潮堤撤去後におきましては、なるべく

早く男里村中を通過せずに尾崎方面に出られるよ

うな対策を大阪府の方に要望してまいりたいと考

えてまいります。

○議長（角谷英男君） 油谷市民生活環境部長。

○市民生活環境部長（油谷宗春君） 管理運営要領

の件でございますが、過日の２日の協議会で課長

の方から口頭で現在策定中であるというふうな御

説明をさしていただいたと思うんですが、その時

点ではまだ事実決裁というんですか、それがおり

てなかったので御報告がおくれましたことをまこ

とに申しわけなく思っております。

それと、間仕切りの件でございますが、なぜ専

決でもしなかったんかということでございますが、

これも過日の協議会におきまして指摘をされたと

ころでございますが、私どもは工期的にも短く、

また臨時議会も開かれると聞き及んでいたところ

でございますので、十分対応できるということを

判断いたしましたところでございまして、現在応

急処理を行ってると。この予算が御承認をいただ

き次第、すぐに工事にかかりたいというふうに考

えておりますので、よろしくお願いを申し上げま

す。

○議長（角谷英男君） 和田都市計画課長。

○都市整備部都市計画課長（和田隆彰君） 議員御

質問の樽井駅周辺地区再開発等調査費の委託内容

でございますが、平成１３年度におきましては樽

井駅周辺からりんくうタウンへ通じる交通アクセ

スを整備するため、歩行者通路、自由通路及び南

－１０４－

海電鉄の改札口等の整備に向けた検討を行ってま

いりました。引き続きまして今年度につきまして

は、南海との具体的な話、例えば駅構内のいろん

な機器がございます。それらの位置関係等につき

まして調査を行ってまいりたいと考えております。

以上です。

○議長（角谷英男君） 上山君。

○１０番（上山 忠君） それでは、この財政収支

見通しについては時間を要すというふうな答弁で

ございますけど、やはり行財政改革を進めている

中で、かなり厳しい数字が予想されるわけなんで

すね。だから、その点を踏まえるならば、やはり

この補正予算を含めた中でどれだけ支出を抑え、

収入を上げていくかいうことを常々、これはロー

リングしながらやっていくというふうな御答弁も

あるんですけど、既にもう３億４００万近い赤字

が出ておる中で、やはり本当に市民に直結したサ

ービスができるような予算の執行をやっていただ

きたいと思うんですけれど、この中を見てみます

と、先ほどからの議論を見てますと、いろんな問

題点を含めてるんですけど、そういう中を勘案し

ながら、やっぱりこれはしっかりときっちりとや

っていただきたいというふうな感じがいたします。

それと、防潮堤を含めた中の道路整備ですけど

も、やはりこれは大里川の仮水門を解決しなけれ

ば向こうの方には通れないというふうな答弁なん

ですけど、実際にあそこの朝方と夕方の交通量を

はっきり把握されてるんですかね、行政としては。

それを考えるんであれば、何とか一日も早く男里

の浜の府道の迂回路というやつは真剣に考えてい

ただかなければ、今までも１カ月に一遍ぐらい小

さな交通事故、しょっちゅう接触事故が起きてる

わけなんですけどね。私もこの間、車で通っとっ

て目の前で接触事故を目撃しましたよ、実際。中

学生ぐらいの子が自転車に乗って端の方を行って

るのを後ろから車が接触したとか、その辺のこと

を踏まえれば、もっと真剣に府の方にお願いして

ますんじゃなしに、市としてあの地域の中の道路

行政がどうあるべきかということをもっと真剣に

考えていただかなければいけないと思うんです。

それと、住基ネットの管理マニュアルですけど、

そういう協議会の中で説明されたと言われました



んで、その辺のとこはよう聞いてなかったと、こ

っちのあれと思うんですけども、でき上がって決

裁済んだんであれば、早急にやっぱり議会に示す

べきですよ。市長の答弁の中でこういうやつをつ

くりましたという形の答弁、それがあの当時は協

議会の時点ではまだ最終的にできてなかったとい

うのであれば、できた時点で議会にお示しすべき

が僕は本来のあれじゃないかと思うんですが、そ

の辺について再度。

それと、樽井駅の再開発につきまして、先ほど

答弁を伺ったんですけども、前回の調査費は、南

海駅を踏まえてりんくうタウン、それから自動車

学校と東クロの間の土地、要は４メーターほどの

歩道整備をするというふうな形でお聞きしとった

んですけども、今回の２００万円については、具

体的に南海電鉄と交渉して橋上駅にするに当たっ

てどういうふうなことが予想されるんかと。

前回、退職されました山内元部長のお話をお聞

きしますと、南海電鉄と交渉した中では、南海が

提示した金額は、１０億以上の金額を提示されて

るというふうな答弁があったわけです、前回の議

会の中で。そういうことを踏まえて、やはりりん

くうタウンが活性化するためには、樽井駅とりん

くうタウンのアクセスをいかに持っていくかとい

うことなんで、その辺についてはやはり実際に応

じた形の調査というのをやって、それをいかに具

体化するかということについてもっと真剣に考え

ていただきたいと思います。

それと、先ほど最初に質問、おくれたんですけ

ども、新泉南病院と今の防潮堤のところに新しい

道ができてますわね。防潮堤を約十数メーターカ

ットして新泉南病院から直線で防潮堤の方に抜け

る道が既に完成してるんですけども、あれの供用

開始についてはいつごろになるんですか。あわせ

てお示しください。

○議長（角谷英男君） 油谷市民生活環境部長。

○市民生活環境部長（油谷宗春君） まことに申し

わけございませんでした。後ほど資料を、管理要

領をお配りしたいと思いますので、よろしくお願

い申し上げます。

○議長（角谷英男君） 谷財務部長。

○財務部長（谷 純一君） 今回の補正予算の御質

－１０５－

問でございます。今回の補正予算は当初予算が骨

格予算ということもありまして、今回肉づけ予算

ということもありますので、我々基本的に財源を

いかに配分するかということを念頭に予算をつく

っているというところでございます。ですから、

基本的には今回のこの補正予算もそうですけども、

やはり継続的に行われてる事業については、これ

は最優先で我々は予算を配分していかなならない

と、このように思ってます。

ですから、事業等につきましても、前年度ある

いは前々年度から継続してるものを中心に今回計

上さしていただいたというところがございます。

ですから、これからも予算を編成していく上では、

予算をいかに配分していくかということに重点を

置きながら運営してまいりたいと、こういうよう

に考えております。

○議長（角谷英男君） 和田都市計画課長。

○都市整備部都市計画課長（和田隆彰君） 樽井駅

周辺の関係なんですけれども、この事業を進めよ

うとすれば、南海との話し合いの中でハード面と

ソフト面とあるかと思います。樽井駅につきまし

ては、滞留線といいますか、本線じゃない線路が

ありまして、南海電鉄自身もこれの取り扱いにつ

いてまだ決めかねてると、こういうハード面のこ

とがございます。

それと、ソフト面につきましては、海側のりん

くうタウン側の改札口を設けた場合の費用の市の

負担割合、南海のどういう部分まで市が負担しな

ければならないかという、そういうふうな負担割

合等の話がこれから詰めていかなければならない

部分かと考えております。

ハード面につきましては、先生先ほど４メータ

ーとおっしゃいましたけれども、最小範囲でいけ

ば２．６メーターという形まで考えておりまして、

最小幅、それから理想幅等いろいろございますが、

それにつきましてもバリアフリーも含めまして考

えていきたいと考えております。

○議長（角谷英男君） 楠本都市整備部長。

○都市整備部長（楠本 勇君） 私の方から、府道

鳥取吉見泉佐野線、これの交通混雑の解消という

対応策につきましてお答えさしていただきます。

議員御指摘のとおり、男里浜の保育所、この秋



以降１００メートルやっても大里川までの間１５

０メーター程度残るわけです。先ほど課長が言い

ましたように、最終的に市道の男里浜御幸線、大

里川沿いです。それと菟砥橋海岸線という男里川

沿い、ここへ車を流していかないかんということ

でございますけども、今の状況から考えますと、

いわゆる仮排水路の埋め立て完了後でないと本格

的に道路を連結できないという状況でございます

けども、この埋め立てにつきましては、若干時間

がかかるんではないかというふうに考えておりま

すし、とりあえず１００メーターの続き、男里川

までの１５０メーターと、場合によったら仮設橋

なりという考え方もあるんですけども、もし仮排

水路の埋め立てがおくれれば、そういう考え方も

成り立つとは思うんですけども、確かに御指摘の

とおり車が府道に流れ込むという状況の中で、何

らかの対応について、防潮堤の道路整備とあわせ

て検討していく必要があるんではないかというふ

うに考えております。

交通量の問題ですけども、これは１時間の午前

７時から８時まで、それと夕方５時半から６時半

までというところで調査された数値でございます

が、ポイントは蟹田橋あたり、これは樽井方向に

向かう車が５４７台、１時間当たりですね。それ

と阪南市に向かう車が２３３台、これは午前７時

から８時までの交通量で、夕方といいますと、樽

井方向が３５８台、そして阪南市方向が５４０台、

こういう台数になっております。１時間当たりで

ございますので、６０分でこの台数でございます

ので、交通量はかなり多いと、この時間帯につい

てはということで考えております。

○議長（角谷英男君） 上山君。３回目です。

○１０番（上山 忠君） 議長、答弁抜けてるんで

すわ。新泉南病院から防潮堤をカットしたとこの

供用開始はいつですか。

○議長（角谷英男君） 質問はしっかり聞いてくだ

さいね。木岡施設管理課長。

○都市整備部施設管理課長（木岡敏雄君） 大変失

礼しました。まだ認定は今のところされておりま

せん。供用開始もまだされておりません。また、

それにつきましては、認定され次第、供用開始し

たいというふうに思っております。

－１０６－

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 上山君、３回目です。

○１０番（上山 忠君） はい、わかっております。

男里浜の交通量、ちゃんとこれだけの台数把握

しておられるわけでしょう。それで大半が泉南市

以外の人があの道路を使用して、府道６３号線に

乗るわけでしょう。一番迷惑をこうむってるのは

男里浜の住民なんですわね。それはよく御存じだ

と思うんですわ。それをいかにどういうふうにし

ていくかというのは、地元から再三の要望が出て

きてると思うんですわ。あそこのヒューマンサイ

エンス財団のネズミ小屋ができるときでも、これ

は要望として上がってるはずなんですわ。今回、

防潮堤を撤去するに当たり、先ほど答弁の中で排

水路がちゃんとできなければあそこはできないん

ですけどね。

そしたら、これはちょっとお聞きしたいんです

けども、あそこにはカルバートボックスの水路と

むき出しの水路が２つありますね、水門から右に

行くのに。そしたら、あれはどういう形でああい

う状態で置いてるのかということなんですわね。

そしたら何とか仮にでも何メーターかでもあの辺

を整備して、なるべく交通量を迂回さしてやると

いう考え方は、そういうことはできないのかとい

うこと。これは市長の方に御答弁いただきたいん

ですけども。

それと、新泉南病院のところ、まだ認定も供用

開始もしてないとの御答弁でしたけども、立派な

道を莫大なお金を使ってつくってるわけですよ。

既にもう完成してるわけなんですよ。それを認定

が決まるまで供用開始できないというのは、結局

その間市民が不便をこうむるということになって

くるわけですよ。やはり完成したら直ちに認定を

行って供用開始をすべきだと思うんですけど、そ

の辺の考え方はおかしいんですか。おかしかった

らどこがおかしいかいうことをお教えください。

○議長（角谷英男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 男里浜地区からも強い要望

をいただいております。我々の方も内水排除とそ

れから防潮対策、それと今の道路ということで、

企業局とは何回となく打ち合わせをやっておりま

す。ただ、ちょっと問題が出てきておりますのは、



今ボックスカルバートが入ってると思うんですが、

それが海まで抜けてるわけですね。ただ、そのボ

ックスに毎年かなり堆砂、砂がたまるんですね。

市の方は、それをそのまま引き取るわけにいかん

と。もっときっちりと堆砂計画をやらないと、毎

年毎年それに大変な管理費が要りますから、それ

をまずきっちりとやってくれと。例えば波が南か

ら来るとすれば、それを防護するような措置をや

ってくれということをお願いをしてるのが１つ。

それから、あそこの清掃事務組合のところから

の道路に接続するという計画は、当然持っており

ます。ただし、そうなれば防潮堤を破らなきゃい

けません。今、防潮ラインは大里川水門が防潮ラ

インになってるわけですね。ですから、あれを破

ってしまうと高潮対策には極めて危険になります。

ですから、万全の対策をした上でないと、あの部

分の防潮堤は切れないということでございますの

で、多少時間がかかっております。

内部の下水道もかなり雨水対策をやりましたけ

ども、一部男里のバンドーさんの周辺の本来カッ

トしなければいけない部分も若干残っております。

ですから、内水面の解決が１つまだ若干問題があ

るというのと、今度は高潮対策ですね。あと、管

理の問題、この３つがありますので、ちょっと時

間がかかってるんですが、この前も浜区さんから

も要望をいただきましたんで、早急にその対策、

暫定も含めて考えていくようにしたいと、このよ

うに考えております。

○議長（角谷英男君） 木岡施設管理課長。

○都市整備部施設管理課長（木岡敏雄君） 先ほど

の答弁、大変間違った答弁しましたので、ここで

御訂正いたしまして、おわびを申し上げます。

泉南病院から防潮堤のとこまでについては引き

取っております。それにつきまして、横の道です

か、それにつきましては、防潮堤の撤去をまださ

れておりませんので、その一部分についてはまだ

引き取ってないということでございます。

それと、横の大阪側へ行く道ですけど、これに

つきましては、まだ企業局の方から引き取りの要

望が来ておりませんので、引き取ってないという

ことでございます。

以上でございます。

－１０７－

○議長（角谷英男君） まだ漏れてるんですか。漏

れてたら漏れてると言うてください、わからんか

ら。

○１０番（上山 忠君） 漏れてるというより答弁

がおかしいのと違うかと。３回目ですから、もう

……。

○議長（角谷英男君） 答弁おかしいだけのことで

すな。これはかみ合いませんからね。

ほかに。――――前田君。

○５番（前田千代子君） 敬老会のことで３点ほど

質問します。

ことしから市の主催から補助金制度に変えた理

由をお聞かせください。

それと、２点目は、敬老会事業とふれ愛訪問事

業もしない場合、補助金を渡さないというふうに

聞きましたが、それでは地域間の格差が広がって

しまいますので、何か他の方法を考えてください。

そして、最後は、敬老祝い金もなくなった――

なくなったというより節目支給になったんですが、

これに引き続いて、今回の補助金制度は老人いじ

めそのものの政策だと思うんですが、いかがでし

ょうか。

以上です。

○議長（角谷英男君） 大田健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（大田 宏君） 前

田議員の質問について御説明申し上げます。

まず、敬老会につきまして、市の主催事業から

補助金に変えた理由ということでございますが、

これにつきましては、各地区で個々の近くの老人

集会場でしたいというようなことで、１３年度に

つきましては、雄信地域につきましては馬場、幡

代が別個にやられたというのが１つございます。

それに、市の担当者がすべて張りついておった

という中で、市としても大変対応がしにくくなっ

てきておるというのが１つの理由でございます。

それと、行革の中で見直し項目に上がっておる

ということがございました。

それと、もう１点、各地区に分かれたというの

は、もう１つもっと近くの身近なところでやって

いただいたらありがたいなというような御意見等

もあったわけでございまして、今回補助金制度に

改めさしていただいたということでございます。



それと、敬老会もしない、またふれ愛事業とい

うんですか、訪問事業もしないということであれ

ば、補助金が当たらない。当然これにつきまして

は、補助金制度ということでさしていただいてお

りますので、どちらもしないということになれば、

補助金は出せないということになるわけでござい

ますが、先ほどの質問の中にも御答弁さしていた

だきましたとおり、もらえるお年寄り、もらわれ

ないお年寄りと出てきますと、我々といたしまし

ても、市といたしましても、やっぱり公平に扱い

たいという中で、これも確定はいたしてはござい

ませんが、主催者というような形になっていただ

いて、ふれ愛事業を展開していきたいという考え

を持っておりまして、それでやれない地域につい

てはカバーをしてまいりたいと、このように考え

ておるところでございます。

それと、敬老祝い金等につきまして、節目、節

目に開催していただいておるところでございます

が、老人に対するいろいろの施策、敬老祝い金の

節目、節目に対しまして、今ここに資料を持ち合

わせてはおりませんが、ほかの事業展開というよ

うな形で今後とも老人等に対する市の施策ですね、

いろいろな形で展開をしてまいりたいと、このよ

うに考えておりますので、よろしく御理解のほど

お願い申し上げます。

○議長（角谷英男君） 前田君。

○５番（前田千代子君） 各地区でやりたいという

のは、それは地区からの要望のようにおっしゃっ

たようにお聞きしたんですけれど、これが補助金

制度に実際変わった途端に、今までどおり敬老会

事業をするというところの方がすごく少なくて、

やらないところの方が多いというのは、やはりこ

ういう制度が失敗だったということになるのでは

ないでしょうか。

それと、これも財政難ということで行革、行革

というふうに言われてるんですけれど、こういう

老人をいじめるということで行革が遂行されても

いいものなんでしょうか。

以上です。

○議長（角谷英男君） 大田健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（大田 宏君） ま

ず、敬老会が失敗ではないのかということでござ

－１０８－

いますが、確かに今までやっておりました市主催

での敬老会につきましても、やる会場の近くの方

が参加できるわけですが、遠い方は実際上ほとん

ど参加しておらなかったということで、品物だけ

をその会場にどなたかが取りに来ておったという

ような状況がございました。

そして、昨年度、先ほども申し上げましたとお

り、雄信地域は１２年度までは男里の雄信小学校

で１本でやっておったわけでございますが、昨年

度は馬場、幡代の地区の方から身近な老人集会場

でやらしていただきたい、やっていただきたいと

いうようなこともありまして、雄信地域につきま

しては、馬場、幡代、男里、そしてまた桜ケ丘等、

そして浜地区等でやってございます。

それをすべて我々市の担当者が出向いて、式典

には司会とかそういうような形で務めさしていた

だいておったわけでございますが、そのようない

ろいろな面もございまして、今回補助事業という

ことに改めさせていただいたわけでございます。

これにつきましても、いろいろと地区間の区長

さん方の考え方、またいろいろなあれがありまし

て、我々といたしましても統一的な形でやってい

ただければ一番ありがたかったわけでございます

が、いろいろな形になってしまったというような

ことの中で、我々も一定の反省はしなきゃならな

いということで、今年度はこのような形で進まし

ていただきますが、来年度につきましてはまたも

う一度検討を加えた上で考えてまいりたいと、こ

のように考えておるところでございます。

そしてまた、敬老祝い金とかいろいろ切って老

人いじめをするのかという質問ではございますが、

決して我々は老人いじめをしているわけではござ

いません。個人的な給付事業というんですか、そ

れの制度の見直しという形で、また別のもので施

策として展開をしておるところでございますので、

決してそのような考えを持ってやっておるもので

はございません。我々は、今後とも老人施策とい

うのは重要な問題だととらえておりますので、そ

のように進んでまいりたいと考えております。よ

ろしくお願い申し上げます。

○議長（角谷英男君） ほかに。――――大森君。

○４番（大森和夫君） まず、５４ページの総務の



ところの工事請負費で、僕も住基ネットの件をお

聞きしたいんですけども、間仕切りの件ですけど

も、これは前回の６月議会の中で予算が通ってい

れば、いつごろできる予定だったのか、どれぐら

いおくれてるのか、その点をお答えください。

それから、これは市長にちょっとお答えを願い

たいんですけども、他の行政区でも幾つかこの住

基ネットにも参加してない地域がありますけども、

そういう対応を見られて、市長の方はどのように

お考えなのか。例えば、国民の不安というのは、

今泉南市の場合はどうかという質問がありました

けども、例えば防衛庁の中でコンピューターから

いろんな問題、資料が抜けて、今恐喝に遭うたり

とかいう話もありますし、警察の犯罪データが実

際流れたりということもあります。これはもう自

民党の警察官僚がそういう経験から、このネット

ワークは心配だという表明をされてると。

泉南市におきましても、以前滞納問題があった

ときに、だれが漏らしたんやどうやということで

もう大騒ぎして、結局そのままになってますけど

も、そういうことがあります。

今回の公印のことでも、悪意がなくても人間の

することですから、ほんの間違いがということが

起こることがあります。そういう点を考えて、や

っぱり市民の不安に――順調だと市長は一言でお

答えになりましたけども、もうちょっと不安に対

するセキュリティーの感覚とか、市民の不安にこ

たえられるような答弁をちょっとお願いしたいと

思います。

それから、６６ページの公園管理費ですけども、

ことしも異常に暑い夏で、公園の草刈りの要望な

ども多く来てると思いますが、今度緊急対策事業

で予算も組んでもらってるんですけども、これに

よって市民が希望するだけのそういう草刈りの態

勢ができるのかどうか、お聞かせ願いたいと思い

ます。

１つ具体的にお聞かせ願いたいんですけども、

例えば市内にある公園ですけども、自治会が管理

して草刈りをしてるところと、市が直接管理して

るとこの割合、どうなってるのか。それから、昨

年とことしで草刈りに対する対応が変わってない

のか。例えば、去年までは市がやってきたけども、

－１０９－

ことしは自治会でやってくださいと、委託をして

ますでしょうというような対応をしてないのか。

大体、そういう草刈りにかかわる単価というか、

どれぐらいの費用がかかるのかについてもお答え

願いたいと思います。

それから、７１ページの学校図書館についてお

聞かせ願いたいんですけども、図書司書をずっと

各議会でも設置というか、配置をお願いしてまし

たけども、今回緊急対策雇用ですか、そういう基

金を利用して学校図書館整理要員委託料というこ

とになってますけども、この図書司書と学校図書

館整理要員というのとどこが違うのか、私たちの

要望どおりの図書司書の活動が行われるのか、そ

の点もちょっとお答え願いたいと思います。

○議長（角谷英男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 住基ネットの問題について、

私の方からお答え申し上げます。

８月５日からこの制度がスタートしたわけであ

りますが、全国的にはいろんなお考えの市あるい

は区、町があるというのは承知をしております。

ごくわずかでございますけれども、それはやはり

セキュリティーの問題の御心配ということだとい

うふうに思います。

私どもももちろんそのあたりについては、細心

の注意を払ってやってるわけでございます。１つ

は、国の個人情報保護法がおくれておるというの

もあるというふうに思います。これについては、

我々全国市長会も緊急要望ということで、緊急に

法整備をやっていただきたいということを政府に

対してお願いもいたしてるところでございます。

本市におきましては、個人情報保護条例、既に

施行いたしておりますし、先ほど申し上げました

ようなシステムの管理運営要領によって管理者を

決めて、そしてきちっと管理をしているというこ

とでございます。

ただ、不測の事態ということも、絶対ないとい

うことは言えないというふうに思いますので、そ

の際はその管理者から、我々危機管理対策会議と

いうのを持っておりますので、そこに上げていた

だいて、そのトラブルなり、あるいはセキュリテ

ィーの方で問題があるとすれば、その内容によっ

て適切な対応をするというふうにいたしておりま



す。

全国的に一時留保されているところもあります

けども、三重県の２町については間もなく接続さ

れるというふうにも聞いております。ですから、

今回のこのシステムそのもの、全国的に見てシス

テムそのものに今のところ大きな欠点があるとい

うふうには思っておりません。ただ、先ほどのコ

ードの誤配とか誤発送というのがありましたけれ

ども、このハードウエアに対してのそういうトラ

ブルは、今のところ起こっていないのではないか

というふうに考えております。

しかしながら、細心の注意とそれから監視を行

っていかなければいけないというのは当然でござ

いますので、十分な管理体制のもとで運営をして

いきたいと、このように思っております。

○議長（角谷英男君） 油谷市民生活環境部長。

○市民生活環境部長（油谷宗春君） 総務課の方で

工事を行っていただくので、私どもは１０日前後

というふうに聞いております、工事の期間につき

ましては。（大森和夫君「どれぐらい、６月議会

通ったときより」と呼ぶ）

６月議会は７月３日に終わっておりますので、

それから約１カ月以上おくれてるということでご

ざいます。

○議長（角谷英男君） 木岡施設管理課長。

○都市整備部施設管理課長（木岡敏雄君） 公園管

理の中で市民が希望する体制を整えてるんかとい

うことがまず第１点、これについて御答弁申し上

げます。

確かに、要望がたくさんございます。その中で

１つ１つ施設管理課として草刈りを実施してるわ

けでございますが、何分広範囲な面もございまし

て、一度に解決できるという状況ではございませ

んけども、施設管理課といたしまして、当然市民

が要望する部分につきましてできるだけそれに沿

うような形で対応しているところでございます。

また、２点目の市内の自治会と市との割合につ

きましては、自治会に委託、草刈りの依頼をして

る割合につきましては、７６％でございます。

それと、３点目の草刈りの対応は変わっていな

いかという御質問でございますが、これにつきま

しては、従来どおり年２回実施しているところで

－１１０－

ございます。これについても変わってないという

ことでございます。

それと、もう１点、単価当たり幾らかという御

質問だったと思いますが、これにつきましては、

今現在、シルバー人材センターに草刈りを委託し

ているところでございまして、時間当たりの単価

が１，０００円ということでございます。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 飯田学務課長。

○教育指導部学務課長（飯田 実君） 学校図書館

整備要員事業について御説明申し上げます。

今回、この事業名によりまして学校の図書館に

あります蔵書分類表に従って分類をして、子供た

ちが借りやすい図書館にする。また、目録作成等

きちんとやっていただきまして、学校にある図書

の本の内訳をはっきりさせる。そういったことを

まず最初やっていただくように考えております。

そして、この整理要員につきましては、図書館

の司書の資格を持っている方を雇用する計画でご

ざいます。よって、学校図書館司書の仕事という

ことになりますと、確かに多様な面が考えられる

と思うんですが、直接的な子供の指導ということ

は、この整理要員につきましてはできませんが、

来年度正式に発令されます学校の司書教諭という

名称なんですが、そういった先生方と連携し、学

校の図書館の友好的な活用、子供たちがさらに読

書意欲のわくような学校図書館の利用、そういっ

たことをしていっていただくようにお願いしたい

というふうに考えております。

○議長（角谷英男君） 大森君。

○４番（大森和夫君） そしたら、情報ネットワー

クのことをお聞きしますけども、間仕切りという

のは、そしたら６月議会の予算が通ればすぐつく

るつもりであったということになりますと、完成

は７月１５日ぐらいですね。７月１０日ぐらいの

工期、早くてそういうことになると思うんやけど

も、そしたらこの間仕切りというのは、８月５日

のそういう住基ネットが実際動く以前から必要だ

ったものが、実際はいつにできたんですかね。大

分遅く、８月５日――４日でしたかね。８月５日

当日かその前ぐらいだと思いますわ。２日に委員

会があって上山議員が指摘して、あのときは助役



がお答えになったのは、昼間は職員がいますと、

晩は警備員がいますと、それで管理は十分ですと、

そういうお答えがあったんです。それが間仕切り

が次の日にできたんですね。そんなガードマンと

市の職員の――その日、２日……（上山 忠君

「あれ、間仕切り違うで。パーテーション」と呼

ぶ）パーテーションですね。仮ですからね。そう

いうことで、ほんとに危機管理意識があるのかど

うか、その辺ちょっとお答え願いたいと思います

わ。

それと、市長は泉南市の場合に個人保護条例が

あるとおっしゃいましたけども、全体で国の問題

として問題になってるのは、当時の小渕首相がこ

の住基ネットワークに関していえば、個人保護条

例が必要だと、国レベルの保護条例が必要だとい

うことで、結局個人情報保護法案が必要だという

ことで、結局ことしこれが国会では通らなかった

ということでも多くの国民が危機感を持ってるわ

けですわ。

そやから、それは市長がおっしゃるような泉南

市が持ってるからということとはまた別問題であ

ると思うんですね。そういう意味で、ほんとに二

重、三重に市民の不安を解決しない限り、ほんと

は延期なり中止なりすべきものだと思うんです。

そういう意味でもう一度お答え願いたいと思いま

す。

それから、公園の草刈りですけども、自治会の

委託が例えば５万か６万としますでしょう。６万

として、実際に草刈りにかかるのが１０万だとす

るということになりますと、例えば自治会がして

るところは、１０万でしたら４万円オーバーの分

を自治会が持つわけですわ。そやけども、市がし

てるところは丸々市の所有で市が負担してるとこ

はもうお金が要らないと。そういう差額がどうな

るのか。

それから、今お聞きしてるのは、今いろんなと

こから、自治会から聞いてるのは、木岡さんは市

民の要望に沿った形で草刈りすると言うてますけ

ども、草刈りしてくれないという要望がたくさん

来てるんですわ。今までは泉南市がしてくれたの

が、自治会でしてくださいというふうに言われて

ると。そういう契約もしてますでしょうと、委託
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されてますでしょうと。委託の費用は今言いまし

たような５万、６万と。実際シルバーさんに頼ん

だら１０万、２０万かかったということで、この

差額はどないなるんやと。ことしからそういうふ

うに変わったと聞いて、そういうことで要望どお

りの草刈りが進まないというて苦情を聞いてるん

ですよ。その点、もうちょっとお答え願えますか。

それから、図書館のやつは、これは３年間の継

続事業ですよね。３年間ずうっと本の整理、蔵書

の整理するわけではないでしょうね。それほど泉

南市の場合、図書館に本もありませんし、３年間

もかかって整理するというようなこともないと思

うんです。今おっしゃってたような直接的な子供

の指導、こういう点はちょっと今簡単な説明があ

りましたけども、ここを重点に今も国の方針でも

子供を本好きにというふうな運動が起こってます

けども、その点もう少し、そういう教職員や保護

者の願いに沿うような形で運営できるのか。運営

を考えておられるのか。その点もう一度答弁をお

願いいたします。

○議長（角谷英男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 住基ネットのセキュリティ

ーについてでございますけども、個人情報保護法、

確かにまだ成立がしていないと。国会への提出は

ありましたけれども、まだ成立そのものはしてい

ないということで、そのことについては、私ども

全国市長会も早急にそれは制定をしていただきた

いということをお願いをいたしております。

一方で、やはりこれからの電子政府あるいは電

子自治体を目指していくと。今回第一歩だという

ふうに思います。その重要性も踏まえまして、私

どもは接続をすると。当初から、これは法律でも

決められているわけでございますけども、接続を

すると。そのための準備もやってきましたし、ト

ライもやってきたわけでございます。ハード面に

ついて言いますと、御承知のように市から都道府

県に情報が送信されるわけでございますが、その

過程においてファイアウオールという侵入防止装

置も入れておりますし、それから都道府県間もそ

ういうセキュリティーを入れております。それか

ら、全国で集中する指定情報処理機関に至るとこ

ろでも入れておりますし、またそこから国の方へ



行くとこも入れておるということで、随所にそう

いうセキュリティーネットを張っておるというこ

とでございます。それはハード面の話でございま

す。

ソフト面では、本市も確かに間仕切りが若干お

くれましたけれども、機器そのものはもちろん施

錠できるということになっておりますし、それか

ら使う人については限定をしております。それと、

当然ＩＣカードを保有しておるというのと、ＩＣ

カードだけでは操作できませんで、パスワードに

よって本人確認をするということになっておりま

す。したがって、そういう面でのセキュリティー

についても、今考えられる範囲内のことについて

は十分行っているつもりでございます。

しかし、万が一ということについては、先ほど

も言いましたように、運営要領を初め、泉南市危

機管理対策会議等で一定の判断をして、適切な処

置をするということにいたしておりますので、今

のところ泉南市の場合は接続からのトラブルは起

きておりませんので、ホッとしているわけでござ

いますが、今後とも十分監視を強めていきたいと、

このように考えております。

○議長（角谷英男君） 木岡施設管理課長。

○都市整備部施設管理課長（木岡敏雄君） 自治会

の委託料の関係でございますけども、これにつき

ましては、私どもと自治会と公園委託についての

委託契約を結んでるわけでございまして、それに

ついて今その算定基準というのをこしらえており

ます。それにつきましては、公園面積に応じて金

額を設定しているわけでございますけども、そこ

からあたりで自治会の了解を得た中での委託契約

ということになっておるわけでございます。そし

て、当面この方針でいきたいというふうに考えて

おります。

それと、草刈りがなかなかできてないという御

質問もあったわけでございますけども、当然我々

といたしましても自治会に対しまして委託契約し

ている関係上、やはりそれに伴って当然それを履

行していただくということで委託契約を結んでる

わけでございますので、その点十分また自治会の

方にも要望してまいりたい。また、市の管理する

分についても住民の方の要望に沿うようにやって
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いきたいというふうに思っております。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 飯田学務課長。

○教育指導部学務課長（飯田 実君） 再度学校図

書館整理要員につきまして御説明申し上げます。

３年間ということですが、内訳をもう少し詳し

く述べさしていただきます。１年間で半年、６カ

月雇用です。そして、人数が１年間で４人、そう

いったことでありますので、３年間ずうっと継続

して同じ学校でというわけにはいきません。現在、

考えていますのは、規模の大きな学校につきまし

ては、この３年間のうち６カ月間、それから規模

の小さい学校につきましては３カ月間というふう

に、一応今のところ基本的に考えております。で

すから、一定こういった期間の制約もございます

ので、まずは先ほど私の方から説明さしていただ

いたような業務内容をしていただきたいというふ

うに考えております。

そしてまた、この制度の有効活用を行いまして、

単に蔵書の整理ということだけではなしに、環境

整備、子供たちが読みやすいコーナーというんで

すか、そういったづくりとか、それから先ほど私

が申しましたように、そういった司書の免許を持

ってる方ですので、こういったノウハウを司書教

諭を中心としまして先生方と連携をとりまして、

子供たちの読書意欲向上につなげていただくよう

に計画していきたいなというふうに考えておりま

す。

○議長（角谷英男君） 大森君。３回目です。

○４番（大森和夫君） 住基ネットの件では、市長

も答弁の中で、万が一とか不測な事態もあるかも

しれないということをおっしゃってますし、国で

の個人情報保護条例の制定ができてないというこ

ともかんがみて、やっぱり中止、延期、それを考

えていただきたいと思います。

それと、公園管理ですけども、市民の要望に沿

うように草刈りが進めばいいんですけども、そう

いう状況でないと思われるので質問さしていただ

いたんですけども、最後に委託契約の金額ですよ

ね。それは十分年２回の草刈りができるだけの契

約金額、委託金額になっているのか。なってませ

んという声も今飛んで来ましたが、その辺どうな



のか、お答えください。

それと、図書司書という点では、保護者や子供

たちとか教職員の多分願いどおりではないと思う

んです。半年ごとの契約という雇用形態から見ま

しても、来られる方もこういう短期的な契約とい

うのは、なかなか希望どおりの仕事ができないん

じゃないかと思います。そういう意味でいったら、

飯田さんがおっしゃったように、教師との連携を

とりながらぜひすばらしいものにしていただきた

いんですけども、この契約、３年間の雇用の後、

どうされるのか。図書司書に、学校司書に対して、

もうこれで終わりだというと、もっとひどい内容

だと思うので、３年以後どのように考えておられ

るのか。それはもうしてもらうという答弁じゃな

かったら困るんですけども、３回目なのでこれ以

上もう聞けませんので、いい答弁をお願いいたし

ます。

○議長（角谷英男君） 飯田学務課長。

○教育指導部学務課長（飯田 実君） 再度御答弁

申し上げます。

この事業につきましては、３年間ということで

すので、この事業が切れた後、図書館司書につい

てどうするのかということですが、教育委員会と

しましては、この制度を活用の後、こういった実

績を積み上げまして、必要性を積み上げまして、

継続して市の方で雇用できるように最大限努力し

たいと考えております。

○議長（角谷英男君） 木岡施設管理課長。

○都市整備部施設管理課長（木岡敏雄君） 公園の

面積での委託の算定基準の金額について御答弁申

し上げます。

１番目として、公園面積が５００平方メートル

未満の場合につきましては金額的には１万円、そ

れと２番目の５００平米以上２，０００平米未満、

この場合は２万円、それと２，０００平米以上３，０

００平米未満の公園につきましては３万円、３，０

００平米以上の公園につきましては４万円という

ことでございます。

これだけの委託料を支払うてるわけでございま

すが、これ以上費用がかかるという場合も多々あ

ると思います。それにつきましても、やはりこれ

からその分については市の方で努力してまいりた
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いというふうに考えております。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 質疑の途中でございますが、

７時まで休憩いたします。

午後５時５９分 休憩

午後７時 ３分 再開

○議長（角谷英男君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

議案第３号に対する質疑を続行いたします。質

疑ありませんか。――――松本君。

○１１番（松本雪美君） ５２ページ、泉南市緑化

基金繰入金の説明をお願いしたいと思います。歳

出の方にはたしか事業が出ていたと思うんですが、

これの委託料、設計委託料になってる部分かなと

思うんですが、その事業の中身を聞かしてくださ

い。

それから、地域子育て支援センター事業につい

てですが、これは大阪府が１３年度末までに整備

すべき事業ということで、保育所事業の中の一環

としてやられている部分だと思うんですけれども、

この事業はどういうものになってるのか、お聞か

せください。

それから、６０ページの衛生費の中の母子衛生

保健費というのがあるんですが、保健師さんの賃

金が出てるんですけれど、新しい事業などにいろ

いろ取り組まれたり、それから成人病対策のいろ

んな事業などにも取り組まれてると思うんですけ

ど、新たに新しい事業などを起こしたりするのに

保健師さんなんかを採用せねばいけないようなこ

とになったのか、その辺のところをお聞かせくだ

さい。

それから、５８ページ、母子福祉費、児童扶養

手当システム修正委託料というのが出てますが、

多分これは今年度８月以降で児童扶養手当が今ま

での制度から改正されて、新しくまたいろんな内

容が示されていると思うんですけれど、子供を抱

えながら頑張っていらっしゃる母子家庭の皆さん

への施策の中身ですね。そのことをどういうよう

な状態になったのかをお聞かせください。

それから、乳幼児の通院医療費の無料化の問題

は、扶助費で出てますね。ことしは２歳児実施と

いうことで、９月からですか、実施する時期と、



それから今後のまた施策として新たにどういうふ

うに取り組んでいかれるのか、お答えください。

それだけです。

○議長（角谷英男君） 楠本都市整備部長。

○都市整備部長（楠本 勇君） 私の方から、５２

ページの泉南市緑化基金繰入金２，５５０万でござ

いますが、充当先につきましては、歳出でりんく

う南浜２号緑地テニスコート改修工事１，８００万

円、これの工事の設計委託５０万円、それと緑の

基本計画策定委託７００万円、合計２，５５０万円

でございます。なお、りんくう南浜２号緑地テニ

スコート改修工事につきましては、６６ページに

公園管理費の委託料のうち、設計委託料５０万、

工事請負費１，８８０万でございます。それと、緑

の基本計画につきましては、同ページの都市計画

調査費の委託料７００万円、これに充当しており

ます。

以上です。

○議長（角谷英男君） 島原児童福祉課長。

○健康福祉部児童福祉課長（島原功明君） 松本議

員の御質問、２点ほどありましたので、お答えい

たします。

まず、１点目の地域子育て支援センター事業に

ついて御説明申し上げます。

この事業につきましては、保育所事業の特別事

業の一環として行うものでございます。この事業

の内容につきましては、昨今の子育て事情、大変

複雑な状況になっております。少子化・核家族等

において子育てに悩む家庭がたくさんございます。

その支援施策として、私どもが保育の充実を行う

ための就学前保育の実施を行うために行う事業で

ございます。

まず、事業の内容につきましては、一応この事

業につきましては、議員御指摘のように１３年度

末までに行うという形で２年前から取り組んでる

事業でございます。ようやくこの９月１日に事業

を展開する形となっております。

まず、事業の内容について御説明いたします。

この事業は、２つの事業がございまして、まず従

来型という形と小規模型という事業がございます。

事業の目的としましては、５つの事業がございま

す。従来型につきましては、５つのうちの事業の
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うち、３つの事業を行うものでございます。事業

の内容につきましては、まず子育て不安の家庭に

対する子育て相談・指導等、それと子育てサーク

ルの育成、また特別事業として延長保育等の関係

もございますので、それらについての事業でござ

います。

２点目について御説明します。この事業につい

ては、地方分権一括法案の絡みで、この８月１日

に府から事務委譲する事業でございます。この事

業につきましては、ことし行う形でありますが、

まず制度的に今回は全支給者に対するものが漸減

方式という形に変わっております。今までは２段

方式という形で、全額支給に対する形と一定の所

得を超えた場合については一部支給という形で支

給していたものが、今回の改正におきましては所

得階層に応じた形で漸減方式をとる形になってお

ります。

具体例といたしまして、まず子供１人の家庭に

つきましては、従来１６４万ほどの所得制限――

所得ベースでございます。１３０万程度でござい

ます。この金額の方につきましては、従来どおり

４万２，３７０円というのが支給されますが、それ

以降の所得につきましては、それぞれの所得に応

じて、まず４万２，３７０円から１万円までの所得

に応じた形で漸減された形で支給する形になって

おります。

この１３年度実績におきましては、この事業の

支給対象者は４７３名程度でございました。また、

これによって影響を受けるのが改正された所得と

改正前の所得の谷間に置かれる方が漸減という形

の中で減額される形に移行します。影響額等につ

いては、今回におきましては配偶者控除、配偶者

特別控除等、また養育費等の関係が算入される形

となっておりますので、現時点での影響額につい

ては若干見込めない状況がございますが、支給対

象者につきましては、このうちの３４０名程度が

全額支給になっております。これらの方の一部で

ありますが、推定でございますが、約１割程度の

方が影響を受けるのではないかと考えております。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 味若保健推進課長。

○健康福祉部保健推進課長（味若秀治君） ６０ペ



ージの保健師の賃金について御説明を申し上げま

す。

議員御質問の何か新規事業をやるための賃金か

ということでございますが、保健師さんが産休で

休んでおられますので、それの代替の賃金でござ

います。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 大田健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（大田 宏君） ５

８ページの乳幼児医療費助成費の件でございます

が、これにつきましては、さきの６月議会で条例

の御承認をいただきました関係に伴う予算という

ことでございまして、本年の１０月１日より、現

在通院につきましては０、１歳でやっておるわけ

でございますが、１０月１日から０、１、２歳ま

で行うための費用ということで計上さしていただ

いたものでございます。よろしくお願い申し上げ

ます。

○議長（角谷英男君） 島原児童福祉課長。

○健康福祉部児童福祉課長（島原功明君） 答弁漏

れがありましたので、お答えいたします。

まず、場所につきましては、鳴滝第二保育所を

指定施設として指定しております。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 松本君。

○１１番（松本雪美君） それでは、質問いたしま

す。

私は、どのくらい前になるかな、五、六年前に

なると思うんですけれども、泉南市もずっと公園

なんかに本当に雑草が生えてどうしようもない実

情がいっぱいあるから、だから公園管理なんかを

していくようなシステムをつくらなあかんと。シ

ルバーさんにお願いをして刈ってもらっても追い

つかないような状況になっているということを指

摘して、緑化協会、泉佐野にありますよね。ああ

いう緑化協会みたいなものをつくって、公園や、

それからまた道路の植樹帯、緑地帯など、そうい

うところの樹木を守っていくという立場に立って、

そういうものをつくったらどうやと提案したとき

に、あのときにたしか市長さんの答えだったと思

うんですけども、泉南市の緑化基金なんかをずっ

と積み立ててきていると。ここにも緑化基金とい

－１１５－

うことで繰り入れされた――今、基金どれくらい

あるのかな。ちょっとその辺も聞かしてほしいん

ですが、そういうものがきちっと３億円、何億円

かぐらいができたら、そういうものをつくれるん

じゃないかというようなお答えをいただいたよう

に思うんですけれど、そんなにたくさんはないん

だと思います。

そして、幾つか、これまでにも何年間かの間に

緑化基金をどんどんためて基金がふえてきている

わけですが、ふえるに従って事業があればこうい

う形で事業に投入していくということになれば、

あの当時、ちょっと私質問したのを繰ってはない

んですけれど、公園や緑地帯を守っていくような

システムということにはもうほど遠い中身になっ

てきていますから、全くそれは考えられていない

んじゃないかなと。実践する気はないんかなと、

そういうふうに思ったんで質問させていただいた

んですが、しかしこの緑化基金でどうしてテニス

コートを整備するのかというとこら辺に、りんく

う南浜公園緑地帯ですか、そこにテニスコートを

整備するのにこれを使うというようなことではや

っぱり、テニスコートというのは社会教育か何か

の一環として泉南市のスポーツにかかわる行政と

して位置づけていかねばならないことじゃないか

なと思うんですが、このお金を利用してテニスコ

ートを整備されるということは、ちょっと腑に落

ちないんですよ。

先ほどからも大森議員からも、ほんとに公園の

状況がひどいものであるということや、地域の自

治会なんかに委託されて、実際には十分に管理が

できるだけのお金も出ていないという状況も知ら

されましたので、その辺やっぱり今後、これだけ

たくさん、きょうは資料いただいたところによる

と、チビッコ広場も含めれば１００カ所ぐらいに

なってますよね、その公園の管理をせねばならな

いというところが。もともと地元で協力してくだ

さって、草刈りもしてくださってるところもあり

ます。しかし、本当にこの作業は大変なんですよ。

だから、事業としてきちっと位置づけた上で本格

的に公園や緑地帯を守っていくということに取り

組んでほしいと思うんですね。そのことについて

お答えください。



それから、地域子育て支援事業についてですけ

れども、２年前から取り組まれてきたとおっしゃ

るんですけれど、しかし泉南市の保育所というの

は何カ所あるんですか。樽井も信達もありますし、

男里浜もありますけれども、これは全体で取り組

んでいかなあかん問題だと思うんですけれど、そ

の辺についてはなぜここの鳴滝が一番になったの

か、鳴二の保育所が一番になったのか、その辺の

ところをお聞かせください。

それから、児童扶養手当の問題ですけれども、

今御説明していただいたように、１３０万ですか、

おっしゃいましたけど、それに制度としたら私の

持ってる資料では１万円を超えるごとに２，０００

円ずつ支給額を減らしていくと。そういうふうに

書かれておりましたので、お答えしていただいた

ものは、そういう漸減方式とおっしゃってたから、

この数字に間違いはないと思うんですけれども、

そうすると、結局所得制限なんかは引き上げられ

るということで、微調整はされておられるようで

すけども、９８年にもその所得制限が強化されて

削減をされたというような状況もあるし、それに

加えて二度目なんですよね。

泉南市の方では、影響の出る人たちは三百何十

人かのうち１割とおっしゃってましたね。そうい

うふうに本当に母子家庭の人たちが子育てのため

に、それでなくても大変な中で大体月１１万です

わ。１１万もないぐらいですわ。それで、例えば

家賃を払って生活をして、１１万もうけた人は児

童扶養手当の４万２，０００円か３，０００円かぐら

いのお金を支給してもらってやっとこさ生活して

るわけですよ。１万円ふえるごとに２，０００円ず

つ減らしていくというようなことですから、大体

ことしの所得制限でいえば３６５万円になると、

給付はわずか１万２，０００円ぐらいに計算とした

らなるんじゃないかなと思うんです。そして、ど

んどんと働くお母さん、母子家庭で子供を育てな

がら働いてるお母さんたちの親子の生活が切り詰

められていくような実態というのには、やっぱり

どうしても私たちはもろ手を挙げて喜ぶような中

身じゃないということで、こんなひどい制度がど

んどんと実施されていくということではやっぱり

困るわけですわ。

－１１６－

だから、泉南市としてこうした働く女性に対し

て何らかの新しい施策、今子育て支援事業で保育

所の子育ての相談の分は述べられましたけれども、

もっと生活が潤うような形での施策ですね。例え

ば働く場所がなくて失業者がどんどんふえて大変

だという、そういうお母さんたちの働くための対

策ですね。そういうようなものに取り組んでいか

れるような気があるのかないのか。何か施策とし

て今後取り組まれていかれるようなこともやっぱ

り考えていってほしいなと思うんですよ。

国がそうしてやってきたんやから、泉南市もそ

ら受けとめて当然削減せなしゃあないと、こうい

うふうにおっしゃるんですけれども、泉南市は、

いや、やっぱり母子を守るために今までの施策そ

のまま市独自で実施していくんやとか、そういう

ようなことは全く考えられているような状況、意

思はあるのかないのか。そのことについて聞かし

てください。支援策と今までの制度を存続させて

いく気はないのかということですね。聞かしてく

ださい。

それから、保育所の問題で、今ちょっと質問の

中には入れるのを忘れてたんですが、保育所費で

９７９万６，０００円、工事請負費が出てるんです

が、これは信達保育所なんかのドア――ドアとい

うのか窓というのか、そういうところの多分整備

やというふうには聞いてるんですけれど、信達保

育所なんかはもう本当にシロアリで大変なんです

よ。歩くと床が波打ってもうぼこぼこになってて、

いつ床が抜けるかわかれへんというぐらいひどい

状況になって、この前も自分たちで修理されたと

言うてましたわ。

そういう状態になってるのにもかかわらず、そ

れをきちっとした整備をしていくような方針は打

ち出してくれない。ドアは修理してくれるけれど

も、保育所の全体にかかわっての大規模改修に取

り組まれていく気はあるのかないのか、聞かせて

いただきたいと思います。

それだけについてお答えください。

○議長（角谷英男君） 島原児童福祉課長。

○健康福祉部児童福祉課長（島原功明君） 松本議

員の御質問にお答えします。３点ほどありました

ので、順次お答えいたします。



まず、場所の設定について御説明いたします。

議員言われましたように、公立の保育所５カ所ご

ざいます。選定に当たりましては、当然保育の特

別事業に当たるということで、５カ所の施設をい

ろいろな形で吟味いたしました。その結果、キャ

パシティーの問題やいろんな施設の面を考慮した

中で、施設的に一番受け入れができるという状況

が第二保育所の方でできるという形で場所を選定

したものでございます。

それと、児童扶養手当の関係の御質問の漸減方

式による金額の件でございますが、まず具体例と

して、先ほど議員が言いましたように３６５万に

対する部分につきましては、これは概算でありま

すが、一応１万程度となってございます。

それと、これが５段階として、まず２００万程

度の所得であれば３万１，３６０円、２５０万であ

れば２万５，０００円、それと３００万では１万８，

３００円、これはあくまでも概算的な数字でござ

いますので、控除等によっていろいろ変わってき

ますので、その点は御理解いただきたいと思いま

す。

３点目の保育所の施設、老朽化の件でございま

す。私も担当さしていただきまして、いろいろ各

保育所回らしていただいております。議員御指摘

のように、信達保育所の職員室の関係につきまし

ても承知しております。当然、限られた予算の中

で私どもも次代を担う子供たちを保育していく大

切な場所でございますので、順次予算を確保する

中で緊急性がある場合については早急に対応して

いきたいと考えております。

以上でございます。

〔松本雪美君「母子の対策、答えてもらわなあ

かんよ」と呼ぶ）

○議長（角谷英男君） 島原児童福祉課長。

○健康福祉部児童福祉課長（島原功明君） 申しわ

けございません。母子施策につきましては、まず

制度の改正等も今回府の方で聞いております。い

ろんな支援制度ができるということで、私どもも

ヒアリング等で聞いておりますが、その国の制度

なりに乗った形でできる限り対応していきたいと

考えておりますので、よろしく御理解願います。

以上でございます。

－１１７－

○議長（角谷英男君） 楠本都市整備部長。

○都市整備部長（楠本 勇君） 私の方から、緑化

基金の関係につきまして御答弁さしていただきま

す。

まず、１点目の緑化協会、ねらいとして公園、

緑樹帯を守るという意味でつくってはどうかとい

うことでございますけども、以前からこういう公

園等を管理する上での組織体制として議論された

ことがございます。ただ、任意団体とか法人とか

いろいろあるんですけども、組織化をするという

ことは、それなりに収益、あるいはいろんな体制、

課題があろうかと思います。現在、自治会の力を

かりまして自治会に委託し、ちょっとした公園に

つきましては、市で直接シルバーなり管理してお

るという状況でございますので、当面は今の体制

を続けていきたいと。ただ、先ほど言いましたよ

うに、緑化協会となりますといろんな課題もあり

ますので、今後の検討課題であると、こういうよ

うに認識しております。

次に、基金総額でございますけども、今回２，５

５０万円取り崩しております。だから、この取り

崩した後、何ぼあるかというのが１億１，５５６万

８，０００円となってございます。取り崩し後の額

でございます。それと、なぜりんくう南浜２号緑

地のテニスコートに充当するのかということでご

ざいますが、このテニスコートにつきましては、

御承知のとおりりんくう南浜２号緑地の中にござ

います。したがいまして、公園管理の方でこのテ

ニスコートにつきましては管理している現状でご

ざいます。だから、公園内の施設ということで御

理解いただきたいと思います。

○議長（角谷英男君） 松本君。３回目です。。

○１１番（松本雪美君） 先ほどちょっと質問し忘

れた部分で、保健センターで実施している乳がん

検診で課長にいろいろ聞かしていただいたんです

けれど、今年度の乳がん検診では、セット検診や

ら単独検診やら入れて募集をしたら７８０名ほど

申し込まれたと、そういう状態のお話をされてま

した。どれぐらいの待機者が出てるのか、受けら

れなかった人が出てるのかと聞かしていただいた

ら、往復はがきで申し込んだので、ことしはオー

バーした方の人数がはっきり出たということで、



３００人程度、受けたいけれども受けれなかった

人が出たと。

そういうようなお話を先ほどちょっと聞かして

いただいてたんですけれど、本当に女性にとって

は、こういう乳がん検診というのは命にかかわる

もので、ここで発見されて本当に命を守ることが

できたという、そういう喜んでいる声も聞かして

いただきましたが、町の中へ出てみますと、検診

をさせてもらうことができない、申し込んだけれ

ども受けられなかったという苦情がいっぱいあり

まして、予算はことしも２８０万程度組まれてる

わけですけど、これでは十分皆さんの声にこたえ

られることができないということで、その辺につ

いて予算の増額についても私はお願いをしたいと

ころなんです。全員希望者は保健センター事業の

中で、女性の命にかかわる問題としてのこういう

検診は１００％受けれるようにしてほしいと思う

んですが、お聞かせください。たくさん予算を組

んでください。

それから、もう１つちょっと質問の中に入れ込

むのをうかっとしてたんですけれど、よく新聞に

入ってるこういう募集ですね。この中に阪南市立

小・中学校図書館で働いていただける方の募集と

書いて、図書館内スタッフ２０名と書いてます。

それから、時間給が８５０円、パソコンできる人

とかいろいろ書いてるんですが、阪南市内各小・

中学校図書室が就業場所だと、こういうふうに書

いて募集されてるんですよね。募集されてるとこ

ろはどこかといいますと、株式図書館流通センタ

ー蔵書データ事業部ということで、東京の方です

よね。

こういうところと連携を組まれて図書館の仕事

ができる人ということで募集されてるんですけれ

ど、泉南市の小学校、中学校に今回図書整理員み

たいな形で司書を配置されるという、そういう状

況をずっとこれまで聞かしていただきましたけれ

ど、その取り組み方ですけれども、やっぱり私は

３年間に半年しか学校を回れないというようなや

り方というのは、やっぱりこれはぐあい悪いと思

うんです。司書教諭の方が配置されるということ

ですけれど、兼任でしょう、教師の方と。専任で

はないですよね。その辺では十分な作業もできな

－１１８－

いと思うんで、その辺のところもやっぱりきちっ

とした形で専任の人をつけると。欠けた部分は国

から出たその臨時雇用対策の分のお金だけじゃな

くて、市が特別に子供たちの今の大変な教育の荒

れている、心のすさんだそういう実態があちこち

でいろんな事件が起こってる、こういう時期だか

らこそ、子供たちには充実した子供時代を送って

ほしいと。楽しい本の世界の中に入ってもらえる

ような指導を教育委員会としては取り組んでいた

だきたいと思うんです。だから、その辺について

もやっぱり独自にそういう事業を展開していける

ようなことを、ことしはこれでいっても来年はこ

れプラスアルファになるような、そういうことを

強く要望したいと思いますので、それに対してお

答えしてください。

それから、先ほど保育所の施設の問題は、古く

て本当に実態は十分わかられているということで

すが、緊急度を要するところから実施するという

ことで取り組まれてきているのも財源難の中で仕

方がないと思っていらっしゃるとは思うんですが、

悪い部分を放置しておけば、どんどん、どんどん

悪くなって、もう手のつけれないような状況にな

っていくんではないかと。そのときはもう遅いん

ですよ。保育所というのは、毎日毎日子供たちの

生活する場所ですから、その保育所の場所が使え

ないようになるということは、保育所がだめにな

るということなんですよ。子供たちが通園できな

い状態は、もう保育行政がだめになるということ

なんです。だから、十分にそこのところを考えた

上で子供たちが保育所へ通園できないような状態

を起こさないためにも、事前に計画的に対策を講

じるべきなんですよ。それを忘れないでいただき

たいと思います。

それと、緑化協会の問題ですけれど、これもや

っぱり同じやと思うんですよ。物をつくって管理

をしない。まともに管理をしない。そういう部分

が泉南市の典型的な今までの事業の方向ですわ。

物をつくったら管理をせなあきませんねん。そこ

にお金をかける、どれだけそのお金をかけること

が市民にも、また大きなプラスに返っていくかと

いうことです。ヨーロッパなんか行って、あれだ

けきれいな庭を保存して守っていくということに



は、どれだけたくさんの労力をそこへつぎ込んで

るか。それは市民の人への地場産業ですわ、まあ

いわば。そういうことなんですよ。それでお金が

循環するわけですよ。

だから、公共事業にはしっかりと市民の人がそ

こに手を入れていってもらって、その人にも利益

を得てもらえるような、そういう公共事業のあり

方にするべきだと思うんですよ。そこのところを

忘れないでいただきたい。物だけつくってほった

らかしでは、もう壊れてしまって後始末ができな

い実態になる。小学校もぼろぼろだし、それから

保育所もぼろぼろだし、幼稚園もぼろぼろだしで、

もう直さなあかんとこだらけですわ。そこにお金

をかける行政こそ今必要なんですよ。いかがです

か。

それと、ちょっと悪いですが、保健センターの

ことも乳がんのことも答えてくださいね。それで

いいですよ。

○議長（角谷英男君） 味若保健推進課長。

○健康福祉部保健推進課長（味若秀治君） 乳がん

の件についてお答えいたします。

まず、乳がんの関係ですが、保健センターの方

ではセット検診と単独検診、また日曜検診に分け

て乳がんについて実施してございます。それから、

年間の定員がございまして、昨年度より約３０名

程度増加して年間７８０名ぐらいの予定の定員と

なってございます。本年度より往復はがきによる

申し込みということで実施さしていただいたんで

すが、何分申し込み者が多くて抽せんを行ってる

というふうな状態もあります。財政当局とも御相

談しながら、また検診車の件もございますので、

各種検診が重なって検診車の取り合いというよう

な状況もございます、中には。それらもクリアし

ながら、できるだけ市民の方々が多く受診しても

らえるよう努めてまいりたいと思っております。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 吉野教育指導部長。

○教育指導部長（吉野木男君） 学校図書館の整備

に係る質問について御答弁申し上げます。

学校図書館を整備していくには、さまざまな事

業手法があるかと思います。今回の場合は、いわ

ゆる緊急地域雇用創出の特別交付金という新たな

－１１９－

制度を効果的に使いながら、図書館の整備を進め

ていこうということで、先ほど来、答弁さしてい

ただいてるところでございます。

なお、３年後の点につきましては、また新たな

事業手法等も考慮に入れながら学校図書館の整備

を進めてまいりたいと考えております。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 楠本都市整備部長。

○都市整備部長（楠本 勇君） 公園なりあるいは

道路の植栽帯、きちっと緑を守るという面で今現

在、自治会の協力を得ながら市の直営も当然あり

ますが、きちっと維持管理できるよう今後とも努

力していきたいと考えております。

以上です。

○議長（角谷英男君） 島原児童福祉課長。

○健康福祉部児童福祉課長（島原功明君） 保育所

の整備の件につきまして、議員の貴重な御意見を

拝聴しておりますので、私どもも十分に予算の確

保に努めて対応していきたいと考えておりますの

で、よろしくお願いします。

○議長（角谷英男君） 北出君。

○１２番（北出寧啓君） 何点か質問さしていただ

きます。

まず最初に、老人集会場の件なんですけれども、

樽井区財産区は独立の人格であって、市町村合併

のときに設置された特別地方公共団体ですから、

それが今後どうなるかということは、この枠組み

では判断できないと思うんですけども、今後のあ

り方としてわかるとこがあれば、市長あるいはど

なたかお答え、今後どういうふうにということで

話せることがあれば説明していただきたいと思い

ます。

老人集会場は、前に稲留元市長が老人集会場は

補助金を取るのにやったということで、老人集会

場の性格とともに、一般的な集会所というふうな

性格もあるというふうにおっしゃられていました。

それは実際慣習的にそうなってるわけですけれど

も、ちょっとこの場合に、市長、さっきの説明を

伺うと、葬祭場としては使ってはいけないと、葬

祭場としてはだめですよというふうな話、樽井区

もそういうふうに言われて老人集会場ということ

になったというふうな説明を聞いたことあるんで



すけれども、その点が、葬祭場としての建設がだ

めな理由というのは一体どこにあるのか。法なり

何らかの根拠あるいは事情があるのか、お示し願

いたい。

それと、集会所の性格から言いますと、ここに

こういう表をいただいて、割合、樽井区は比率的

に少ないというふうな判断がありましたけども、

これはデータ運用のやり方であって、例えば公民

館があるとか、そういう形でその地域の市民がど

ういうふうに参加するかというのは多様な形態が

あるわけで、これだけで判断はその辺はできない

と思うんです。その辺の資料の運用の仕方、どう

いうふうなことでこういう形で基準的に説明され

てるのかというのを説明していただきたいと思い

ます。

実際、その格差の問題ですけれども、今回予算

で出てきた柴田団地及び樽井の老人集会場の総額

は４億円であって、各地域の修繕費が約４万円だ

と。（和気 豊君「砂川ですよ」と呼ぶ）砂川で

す。申しわけありません。１万倍違うわけですね。

建設費用と保守費は違いますけれども、余りにも

落差が大きいと。この辺の判断を今後どうするの

かというふうなことを説明していただきたい。

次に、農業公園ですけれども、今回の費用は公

社からの買い取り費用が主だとは思うんですけれ

ども、これに基づいて元金、利子の今後の公債費

の支出状況がどう変化するのか。

それと、農村総合整備事業補助金ということに

なってますけれども、どのような名目でこの位置

づけ、補助金が得られているのか、その点の説明

をしていただきたい。中間評価というんですか、

見直しもあったということで、その変更された目

的及び手段について、ＰＦＩ等言われてますけれ

ども、現段階での説明をしていただきたい。この

項目を見る限り、農村総合整備補助事業というこ

とだと思うんですけれども、これがいやしとかい

ろんな形で語られてますけれども、その辺を整理

して答えていただきたい。

次に、防潮堤のさっきの上山議員の質問に対し

て、説明を聞いていたわけですけれども、当初防

潮堤はどこからカットしてもいいということが企

業局の判断としてあったと思うんですけども、今

－１２０－

は岡田地区がやられてると。来年度以降、浜区の

保育所の裏がするというふうな形を今お聞きしま

したけれども、これに伴う道路整備のことなんで

すけれども、ともかく防潮堤の撤去に関しては市

長から説明がございましたけど、それと同時に野

鳥園と一体化して防潮堤の撤去をやるというのは

当初の約束でありまして、この辺が全く欠落した

説明しかないというのは、どういうことなのかと

いうことを説明していただきたい。

それと、男里川を通過する線のことをおっしゃ

られたんですけれども、迂回道路として。私もそ

の地域住民なわけですから、運転手心理として、

わざわざ迂回して海岸に出て男里川沿いに路線選

択するのかというのは、これは甚だ疑問でありま

して、道路をつけてもやっぱり下におりてくる。

一方通行とかそういう形をどうするのか。道路事

情に絡めてまたそういう判断も別枠出てくると思

いますけれども、当面ちょっと考えにくいと。そ

の辺が整理されずに、いや、こうですよというふ

うにあいまいに説明されると、いただけないなと

思います。

それと、幼稚園費で植木剪定委託料とまた出て

きておりますけれども、これ国庫補助金等ついて

やってるんだと思うんですけども、私、泉中の会

長をさしていただいたときに、大阪府の緑化セン

ターにお願いして、百何十本の木を植えたんです

ね。それ見事に頭から刈り倒してるんですよね。

ほとんど樹木の形をなさない。これはもう予算来

たから、はい、小・中学校、幼稚園に配分して、

管理者は校長なり園長なりだと思うんですけども、

非常にあいまいに管理、それこそ植物、生物の多

様性とか環境保全とかいろいろ言われて、私もそ

ういう枠組みで緑化センターに頼んで、大阪府の

緑化センターは最後の事業で百何十本植樹しても

らったわけですけれども、簡単に伐採されてると。

これ、ちょっともう言葉が見つからないので、答

弁お願いいたします。

地方債に関して、総務部長が何点か答えられた

んですけれども、お答え聞いてる限り、公債費に

下回って市債を発行するという、抽象的な努力形

態だけ発言されて、実際数値がほとんど言われな

かったと。最近の流れを見ますと、歳入ももちろ



ん絶対的に減少してくると思いますし、公債費比

率に関しては、これ、かなり上がってくるという

ふうに考えております。公債費の推移の皆さん御

存じのように危険水域というのは１５だと言われ

てますけれども、恐らく来年度以降はるかに超え

てくるというふうに推察されます。（「１５は黄

色や。２０や」と呼ぶ者あり）２５で倒産で。

そういうことなんですけれども、その辺の総務

部長の発言と、それに対する根拠となるものを改

めて明示して説明をしていただきたいと思います。

それから、ちょっとよくわからないんで、例え

ば市長は火葬場はやるというふうにおっしゃられ

ております。４８億円という額も出ております。

これは公債比率等には計上されない、特例債等の

何らかの形だというふうに市長の説明ございまし

たけど、よくわからないんで、改めてその特性で

すね。どういうものかというのを説明していただ

きたい。だから、それは公債費率云々、経常収支

比率云々に数値上、統計上出てこないで済むもの

なのか、その辺の御説明もお願いしたいと思いま

す。

子育て支援に関して若干だけ、９月に改正され

てということですけども――担当者おりませんね。

じゃ、副議長、後で質問さしていただいてよろし

いですか。もうちょっと待ちましょうか。

じゃ、後ろで聞いていただいているということ

で……。簡単なことなんですけども、当面子育て

支援センターの対象年齢というのは、基本的に私

なんか１８歳までというふうに考えてるんですけ

れども、当面１歳児未満ということでやられてる

と。物理的、いろんな環境条件から仕方がないと

思うんですけども、今後のあり方を今後どうやっ

ていくのか。

それと、場所も一定規模になっていけばまたか

わらなきゃならないだろうし、その辺の二、三年

のスパンで御説明していただきたいと思います。

以上、よろしくお願いいたします。

○副議長（東 重弘君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 特別地方公共団体、樽井財

産区の問題でございますけども、現在特別地方公

共団体という形で執行しております。今後どうな

るのかということでございますけども、現在まだ

－１２１－

保有財産があるわけでございまして、これの管理

あるいは処分等、必要な事柄についてやっていく

ということでございます。ただ、次の合併問題が

起こってきたときにどうなるのかということにつ

いては、照会をいたしておりましたが、継続する

ことはできると、こういう回答をいただいており

ます。

それから、第２老人集会場でございますが、葬

祭場と言うたらなんですが、お葬式絶対だめとい

う言い方はしておりません。あくまでも前に地区

からあったのは、葬祭場をつくりたい、そしてそ

れは地元区が運営したいというものでありまして、

それに財産区財産を使うというのは、新たな、財

産の管理ではなくて建設というか、それになって

きますので、それはできませんよということのお

話をしております。

今回は、そういうことも踏まえて地元の区長さ

んもかわられまして、今回はあくまでも老人集会

場という形で建設をするということでございます。

ですから、当然設置条例等にも載せるという形に

なると、完成すればですね。そういう形になろう

かというふうに思います。ですから、先ほどの井

原議員さんにもお答えしましたように、あくまで

も老人集会場という位置づけのもとに高齢者を中

心に活用をしていただくというのが主眼でござい

ます。

○副議長（東 重弘君） 大田健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（大田 宏君） 私

の方から、老人集会場について御答弁申し上げま

す。

先ほど御質問ありました老人集会場の人数的な

関係、これにつきましては、ほかにも公民館等も

あるのではないかと。それらを一体的に考えるの

が妥当じゃないんかというような趣旨の御質問だ

ったと思いますが、我々はあくまでも建設するの

は老人集会場ということでございまして、それに

対する人数的な、１つの集会場に老人数が多い、

少ないとかの判断につきましては、あくまでも老

人集会場を対象にするということになります。ほ

かにも公民館等があるところもございますが、目

的も違いますので、それを計算に入れるわけには

いかないというところでございます。



それと、各老人集会場の修繕費、建設費等と比

べたら極端に低いというようなことでございます。

確かに２５カ所の老人集会場に対しましてわずか

な修繕費しかないという中で、今後の修繕につき

まして大変我々といたしましても苦慮をしている

ところでございますが、これにつきましても財政

当局とも今後とも予算の折には十分話し合いさし

ていただきまして、できる限り我々といたしまし

ても予算獲得に努力したいと、このように考えて

おりますので、よろしくお願い申し上げます。

それと、子育て支援センター事業につきまして

は、担当課長から御答弁させますので、よろしく

お願い申し上げます。

○副議長（東 重弘君） 島原児童福祉課長。

○健康福祉部児童福祉課長（島原功明君） 子育て

支援事業についてお答えいたします。

まず、議員御質問のことにつきましては、この

事業の将来的な展望ということで認識していると

ころでございますが、まずこの事業そのものは厚

労省所管の保育所の特別事業ということですので、

就学前の子供さん、５歳未満の方々が対象となっ

ております。

この事業の展望につきましては、議員御指摘の

ように子育てというのは幅広い年齢層、１８歳ま

でが対象となるということも十分認識していると

ころでございますが、この事業そのものは私ども

児童福祉の事業でございます。関係機関、教育委

員会、その他いろんなネットワークづくりが必要

となっております。その連携体制を今後確立した

中で十分、年齢層も幅広い形の中で私どもも協力、

連携する形で対応していきたいと考えております。

以上でございます。

○副議長（東 重弘君） 杉田都市整備部参事。

○都市整備部参事（杉田和繁君） それでは、農業

公園について御答弁さしていただきます。

まず、土地開発公社の買い戻しの分の元金、利

子等についてでございますけれども、平成１５年

度以降、１５年、１６年で残っておるものの元金

が３億９００万円、利子が見込みで２，０００万円

となっております。そのうちの起債については、

７５％相当として考えております。

続きまして、農村総合整備事業に係る質問です

－１２２－

けれども、この農業公園に関しましては、農村総

合整備事業の中の田園空間整備事業というものの

事業採択を受けております。田園空間整備事業と

は、農村に有する豊かな自然、伝統、文化等の多

面的機能を再評価し、緑豊かな田園空間にふさわ

しい地域の活性化に資する各種公共公益施設用地

の整備と農村に存する伝統的農業、景観等の保全

・復元等に配慮した生産基盤等の整備を実施し、

魅力ある田園空間づくりによる都市との共生を推

進に資することを目的とした国庫補助事業となっ

ております。

当農業公園との関係でございますけれども、本

公園との関係につきましては、農業公園が営まれ

ている空間の特性を生かしながら、都市との交流

を促進するための基盤を整備する事業ということ

で、進入道路やのり面保護、排水路の整備といっ

た公園用地の整備部分、また交流の場となる花畑

や芝生広場の整備が補助対象となっております。

それと、あと今事業の検討の考え方と経過につ

いてでございますけれども、農業公園に関しまし

ては、管理・運営も含めました整備事業において

長期的に低廉かつ良質な公共サービスを提供して、

より多くの市民の安定的な利用を実現し、もって

長期的な市の財政負担低減の実現を図るというこ

とを目的としまして、今現在、民営業者の経営能

力、普及的能力等のノウハウを活用する手法の１

つとして、ＰＦＩの手法の導入の可能性について

検討、調査しておる次第でございます。

今の検討についての状況でございますけれども、

この平成１４年の２月に事業説明会を行いまして、

その後のアンケート等によりまして自然との触れ

合いが求められている中で、農業公園に関心の高

い企業さんが数社おられましたので、そこに個別

にヒアリングを行いまして、ＰＦＩ導入について

の一定の参加――参加といいますか、ＰＦＩ導入

についての可能性があるのではないかというよう

な方向が考えられましたので、またそのヒアリン

グをもとにしまして、今現在、事業条件の案の作

成を行い、また再度ヒアリングを実施しておる状

態でございます。

このヒアリングにおきまして、できる限り民間

業者の参入可能性が高まるように、事業の自由度



等を広げれるような形での事業条件の整理という

ものを現在行っております。

以上でございます。

○副議長（東 重弘君） 島原児童福祉課長。

○健康福祉部児童福祉課長（島原功明君） 済みま

せん、場所の問題についてお答えします。

当面この事業は、まず初年度でございますので、

軌道に乗せることが第一の条件と考えております。

将来的な形で多様なニーズ、また今３事業でござ

いますが、５事業等の事業を拡充できるような状

況がございましたら、場所の問題等も今後十分に

検討していきたいと考えております。

以上でございます。

○副議長（東 重弘君） 楠本都市整備部長。

○都市整備部長（楠本 勇君） 私の方から、野鳥

公園、また清掃事務組合の方に回ると、確かに御

指摘のとおり相当迂回せないかんという問題がご

ざいます。

まず、野鳥公園でございますが、これまで企業

局と検討委員会を設けまして検討してきた経緯が

ございます。ただ、現在のところ企業局も財政計

画の見直し等があるということで、現状検討委員

会が動いておらないということで、今後企業局と

も検討をやっていかなければいけないというふう

に認識しております。

御指摘のとおり先ほど御説明しました仮排水路

の問題、防潮堤の問題、これとかかわってきます

ので、その点ひとつ今後あわせて野鳥公園につき

ましても検討していかなければいけないというふ

うに考えております。

それと、確かに男里浜区の海側に防潮堤がカッ

トされて道がついても、非常に阪南市へ行くのは

遠回りと、かなり回らないかんという面がござい

まして、地元地区からバイパス的な道をつくって

ほしいという要望を聞いたことがございます。こ

れも清掃組合との関係もございますので、今後こ

の交通処理につきましては、そういうルートも含

めて検討していく必要があるんではないかという

ふうに考えております。

○副議長（東 重弘君） 中村教育総務部長。

○教育総務部長（中村正明君） 学校・園の植木の

剪定の御質問が出ました。お答えいたします。

－１２３－

新緊急地域雇用の特別基金、これの補助金のメ

ニューを活用して小・中・幼の学校・園の樹木を

剪定したいと、そう考えております。その理由と

しては、日照の確保、あるいは通風を確保する、

あるいは高くなることによる倒木の危険性を排除

する、さらに落ち葉による排水溝の詰まり等をな

くするというような意味でやるわけなんでありま

す。

ただ、御質問にもありましたように、各学校・

園ごとに樹木の量あるいは種類も違いますので、

その辺、事業実施に当たっては一律的な対応、こ

れはできるだけ避けまして、各学校・園の現場の

状況を把握した上で実施したいと、そう考えてお

ります。

○副議長（東 重弘君） 谷財務部長。

○財務部長（谷 純一君） 北出議員より公債費の

関係の御質問がございました。まず、先ほど私、

今後の公債費の要するにあり方いうんですか、ど

ういうふうにしていくかという答弁の中で、これ

からの公債費というんですか、起債の発行につい

てどういうふうに基本的に考えてるかということ

で、年度末の現在高がございます。ですから、現

在高をできる限りふやさない形で起債の発行額、

総額を考えていきたいと、こう思います。ですか

ら、元金ですね、要するに前年度末現在高から本

年度の元金を引きます。そして、次に本年度末の

予定ということになるんですけど、そのときにこ

としの公債費の起債の発行額がその中に上積みさ

れるいうんですか、プラスされるということもあ

りまして、その毎年の公債費の発行額を毎年の元

金の償還額の範囲内で抑えていきたいと。そうな

りますと、当然末現在高というのは徐々に下がっ

ていくということもありますので、そういった方

針で我々この起債の発行というのを考えていきた

いと、こういうことでございます。

それと、あと起債制限比率、これは今後事業を

展開していく上で起債を発行する額とかそういう

のを検討する比率になるわけでございますが、平

成１３年度の場合は１３．６という起債制限比率に

なっております。ですから、あと来年の平成１４

年度の分なんですけども、これが若干上がって１

４．０か、それかもう少し上がってくるというふう



には予想してます。といいますのは、まだ標準財

政規模でありますか、その辺がまだ確定しており

ませんので、これはあくまでも当初の見込みとい

うことになっておりまして、この１４を少し上が

ってくるのではないかなと、そういうふうに理解

しております。ですから、あと我々としてはこの

３カ年の平均であります起債制限比率ですね、こ

の辺をこれからも注視していくということで御理

解のほどお願いしたいと思います。

○副議長（東 重弘君） 油谷市民生活環境部長。

○市民生活環境部長（油谷宗春君） 墓地公園につ

いて、過日の６月議会で泉南聖園の計画の事業費

の見直しということでございまして、用地費を除

いた中で総事業費が４７億６，５００万円というこ

とでございまして、この財源構成についてはまだ

わかっておりませんので、ぜひよろしくお願いを

申し上げます。

〔北出寧啓君「いや、そんな質問聞いてない、

僕は。財源構成、そういう市債発行した場合

にどうなるかという」と呼ぶ〕

○副議長（東 重弘君） もう一度説明してあげて

ください。北出君。

○１２番（北出寧啓君） だから、どういう形で、

何らかの形として発行するんでしょう。この場合

は単費なわけですから、一般会計予算から例えば

何十億も出るわけないわけですから、そうした場

合に一定、１８年度なり、市長が着工なり云々言

われてるわけですから、当然その中でどういうふ

うな財源振り当てをするか、あるいは具体的にま

だ決まってなかっても、例えば市債なりの形、何

らかで発行せざるを得ないわけですから、そのと

きの公債費率等が今後どうなるのというのは、財

務部長を含めて答弁いただきたいということで申

し上げたわけです。

○副議長（東 重弘君） 谷財務部長。

○財務部長（谷 純一君） 墓地公園に関する財源

ということなんですが、数字としては現在４７億

６，０００万ですか、という数字が出されておりま

すが、これについて我々のこれからの財政計画と

いうんですか、その中には実はこの分については

まだ数値としては入れ込んでないです。

ただ、この４７億６，０００万のこの分について、

－１２４－

もし全額市の一般財源でいくということになりま

したら、これもあれなんですけども、起債でしか

多分対応できないと。その分になりますと、これ

は充当率、ちょっと僕も確かではないんですけど

も、この墓地公園につきまして、一般単独という

んですか、７５％の起債が発行されるということ

になります。ただ、そのときには当然この対象外

経費とか出てきますけども、こういった数字が地

方債を発行しなきゃならないと。

ただ、これはもちろん単独で、単年度で事業が

行われるかとか、あるいは当然二、三年かかった

数字になると思いますので、まだその年度から公

債費比率がどのようになっていくとかというとこ

ろにつきましては、我々としてもまだ算定はして

ないということで御理解のほどお願いしたいと思

います。

○副議長（東 重弘君） 北出君。

○１２番（北出寧啓君） 算定してないというよう

な、あ、そうですかというわけにいかないわけで

すよね、はっきりやると明言されてるわけですか

ら。これから基本設計なり実施設計なり、いろん

な形をとっていくわけでしょう。事務事業は一た

ん始まるととまらないわけですから、基本的には

ね。ただ、その中で、だからそういう形で明言さ

れる以上、財源的な手当ても当然考えるのは当た

り前の話であって、子供の議論してるわけじゃあ

りませんから、一定のきちっとした根拠を持って

施策はやられるわけですから、その点の説明をい

ただきたいということであります。

財務部長ね、起債制限比率、来年は１４ぐらい、

１４．何ぼでとまるというのは、確かな根拠で言っ

てらっしゃるのか。その後、二、三年先ですね。

どう見てもその低位の状態で１５以内でとどまる

というふうにはどうも思えないんですけれども、

標準財政規模も上がってくるみたいですから、少

しは楽になるんかなとは思っておりますけれども、

もう少し実際の数値に基づいたことをおっしゃっ

ていただけないでしょうか。

二、三年の予測は当然できますし、その上で墓

地公園ですか、火葬場ですか、その４７億何千万

という枠をどういうふうに据えていくのか。そん

な何にもわかりませんでやりますという話は、こ



んな整合性のないことは我々聞けませんから、そ

の点をもっと正確におっしゃっていただきたい。

とりわけ平成１８年ぐらいに退職金含めて、こ

れは見えない部分でかなりふえてくるのは間違い

ございませんので、その辺まで当然予測した上で

行政運営していただかなければ、ああ、失敗しま

した、ごめんなさいでは済まされないわけですか

ら、その点のもっと正確な説明をお願いしたいと

思います。

樽井財産区で、特別地方公共団体ですから、こ

この支出は例えば泉南市の樽井区、財産区ですけ

れども、ほかの手当てとかは運用可能かどうか、

ちょっとその辺、樽井区にあくまで限定されるの

か。その辺の公的なものをちょっと申しわけない、

説明していただきたいです。

先ほど言ったのは、福祉部長、データベースと

しては、先ほど申しましたように、おっしゃるこ

とはそういう範囲でデータは集約されたわけです

けれども、実際先ほど申しましたように、準市民

集会所みたいな性格を持っておりますから、そう

いう意味ではもうちょっと大きな枠でいろんなデ

ータをそろえて判断されてしかるべきかなという

ふうなことでございます。

防潮堤の撤去に関してもう一度申し上げますけ

れども、これはあくまで防潮堤の撤去及び大里川

の河口整備を含めて、これは野鳥園と一体化した

形でずっと考えられて、企業局ともそういう協議

を続けてきたわけですから、全くそれなしで、実

際バイパスをつくる云々にしても、細かく言えば

野鳥園の枠組みを通ってくるわけですよ。だから、

設計でも当面何も企画されてないわけです、道路

自体。基本はもう何もできてないわけですよね。

最近できたかどうか知りませんよ、近年のことは

わかりませんから。

そういう形で一体化するという確認でここ６年

も７年も来てるわけですから、野鳥園の構想抜き

にバイパス案云々かんぬんという話にはなりませ

んから、その辺もう一回改めてお答え願いたいと

思います。

再々言いますけども、御幸線を通って、ああい

う迂回路線を通って、普通のドライバーが尾崎に

抜けていくというのは、そんなもん常識的に考え

－１２５－

られないですね。私が判断するのは、要するにバ

イパスを仮につくったとしても、それは清掃車と

か特定の市に関連する車両が運行していくという

ことがほとんど大半だと思います。そういうこと

も考えないと、ただバイパスつくってやったらい

いという話にはならないわけですから、その辺も

慎重に考えて、まただめだったみたいな話にはし

てもらいたくないわけですから、改めて検討と補

足的な説明があればお願いしたいと思います。

それと、農業公園の今の農村総合整備計画の補

助金の趣旨を今お聞きしたら、これは誤って聞い

たかもわからないんですけれども、簡単に言いま

すと、要するに里山、旧来ある農村ですね。里山

があり、その枠の総合整備事業かというふうに理

解します。山を削って開いて、そうすると、この

農村総合整備事業の趣旨にそぐうものかなという

のは、実際これは補助金おりたんですから、それ

は了とされたんだと思いますけれども、非常に理

解しにくいことがあります。

それと、ＰＦＩですけれども、これはその２社

が実際参加してくれる展望はどの程度あるんです

か。やっぱりだめだったということで、そしたら

具体的な方法も手段もなく突き進んでいくという

構図は、これは３０億円近くの資本投下するわけ

ですから、非常に心もとない判断だなと思います。

その点の説明をお願いいたします。

○副議長（東 重弘君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 樽井財産区の範囲といいま

すか、これは御承知のように旧６カ町村合併のと

きの樽井町域と、こういうことでございまして、

現在でいいますと樽井区になります。

それと、墓地公園でございますが、さっき四十

数億という話なんですが、あれは火葬場と墓地公

園と含んでますので、我々当初やるのは火葬場だ

けに特化して、できるだけ事業費を圧縮したいと

いう考え方でございます。

財源については、以前大阪府との文書やりとり

しておりますので、御承知かというふうに思いま

すが、それに対して必要な支援といいますか、そ

ういうことを大阪府はやりましょうと。ただ、い

ろんな制度の枠がありますから、その中でお互い

に知恵を出して、その財源については今後大阪府



と泉南市で相談しようと、こういうことになって

おりますので、原則はすべて起債と、こういうこ

とになるんですが、その中でより有利な財源の確

保なり、あるいはうまく何かの事業に乗せられな

いかとか、そういうことはその具体化した時点で

大阪府と泉南市で協議をしましょうと、こういう

約束になっておりますので、よろしくお願い申し

上げます。

○副議長（東 重弘君） 谷財務部長。

○財務部長（谷 純一君） それでは、起債制限比

率の数値の問題ですけども、来年度も、先ほど言

いましたように１４％のちょっと上ぐらいでこれ

からも推移していくのではないかなと、このよう

に理解しております。

○副議長（東 重弘君） 大田健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（大田 宏君） 老

人集会場の件ですが、もっと広い枠組みでという

お話でございますが、他の施設も含んでという意

味だと思います。反論するようでございますが、

我々といたしましては、あくまでも老人集会場と

いう位置づけの建物を建設するという目的で行っ

ておるところでございますので、議員言われてる

こともわかるわけでございますが、あくまでも対

象となる施設ということになれば、その地区の老

人集会場の面積とか、そういうようなものが算定

基礎になるのでないかと我々は考えておりますの

で、よろしく御理解のほどお願い申し上げます。

○副議長（東 重弘君） 楠本都市整備部長。

○都市整備部長（楠本 勇君） 私の方から、野鳥

公園につきましてお答えいたします。

御指摘のとおり、位置からしますと、当然防潮

堤の撤去あるいは大里川の河口整備、この辺と切

り離せないということで、今後一体的に整備して

いく必要があると思いますので、企業局ともこの

辺あわせて検討していきたいと、このように考え

ております。

それと、交通処理の問題ですけども、りんくう

南浜交差点から仮に防潮堤が撤去されても、男里

御幸線を流れる車、あるいは仮にバイパスをつく

っても、男里川沿いの菟砥橋海岸線と、こういう

ふうに分かれていくんですけども、もう１つは交

通量の非常に多い府道鳥取吉見泉佐野線、この山

－１２６－

側へ下って府道へ出ると。いろいろネットワーク

が考えられるわけですけども、今後当然集落の中

へ囲んでおりますので、警察とも十分交通処理に

ついては、住宅街でございますので、当然清掃組

合の車も搬入するということでございますので、

十分その点を踏まえて今後検討していきたいと、

このように考えております。

○副議長（東 重弘君） 杉田都市整備部参事。

○都市整備部参事（杉田和繁君） 農業公園に関し

ての田園空間整備事業に関する御質問について御

答弁さしていただきます。

本地区の田園空間整備事業につきましては、今

議員御指摘のとおり、地域の農村文化なり景観の

保全ということで事業の目的がされております。

ただ、この本地区の整備の目標としましては、そ

のような中での地域の伝統、文化、景観等の保存

・復元とその活用による活性化、また都市との触

れ合い交流施設及びアクセス道の整備となってお

りまして、本市を初め、堺市、和泉市、岸和田市、

貝塚市、泉佐野市の６市を一括としまして泉南地

区として事業採択を受けておるものでございます。

その中で泉南市におきましては、花の里整備と

いうことで花を中心に地域の農業の文化を都市住

民が体験できるように農業公園として整備して、

地域の農業の文化の保全とともに田園空間の重要

性に対し、広く理解を促進することを目的とされ

ておるような拠点的な施設整備たるというふうに

考えております。

それと、あとＰＦＩについての企業の参加の展

望ということでございますけれども、先ほど説明

さしていただきましたとおり、現時点におきまし

ては、事業の参加意欲が向上するように事業の自

由度を高めるようなことで事業状況の整備を行っ

ていきたいというふうに考えております。

ただ、ＰＦＩ事業につきましては、最終的には

法の手続に基づいた公募という形になりますので、

そういうような手続での公募を行って企業が提案

いただくという形になるかと思います。

以上でございます。（北出寧啓君「だから、現

実的にどういう可能性が、実際やってくれるのか

と聞いてるんです、２社が」と呼ぶ）

今の２社というお話ですけれど、２社というふ



うに限定はしておらず、興味のありますというか、

農業公園に関するとか農業に関しての企業さんに

ついて、農業公園に対してどのような事業条件を

提案すれば参加を考えれるかというような形で、

その企業との話というよりは、業界全体というん

ですか、に対しての事業条件の整理というような

形でヒアリングを進めさしてもらってるというこ

とでございます。

実際の参加展望につきましても、当然その企業

も含めまして参加いただけるような形での事業条

件の提案ができるように努めてまいりたいと思っ

ております。

以上でございます。

○副議長（東 重弘君） 北出君。３回目です。

○１２番（北出寧啓君） わかっております。中村

部長、さっきちょっと座席でぼそぼそ申し上げた

んですけれども、今後のことを聞いてるんじゃな

くて、やったことを聞いてるんですよね。部長、

そのときは部長じゃございませんから、今申し上

げるのは少し心面映ゆいことなんでございますけ

れども、ああいうのをバサッと切って、そしたら

管理権は校長とか園長にあるわけですよね、その

当該校園のね。教育委員会としては、そういう補

助のあれが出たから、派遣するからちょっとやっ

てねという感じで恐らく終わったんだと思うんで

すね。校長の方も、さあ、それじゃ適当に切って

くれよみたいなんで終わったと思うんですよ。教

育委員会の枠組み、だから校長の経営方針なり、

やっぱり生物多様性とか環境保全とか学校教育で

言われて、環境教育とか言われながらばさばさ切

っていくというのは、それはもうちょっと甚だし

く、これは謝罪でもしてもらわなきゃならないぐ

らいの問題だと思っております。

今、即答はできないと思うんですけれども、追

って何らかの対処をしていただけるように、それ

だけ申し上げておきます。当然、今後はきちっと

した枠をもってやっていただけるんだなと。その

点だけ答えてくださいね。

それと、財務部長ね、今市長は今後府と協議す

るということでしたけれども、例えば４８億のう

ちの半分でも起債で発行した場合に、起債制限比

率等は例えばここ３年、４年、５年の枠で行った

－１２７－

場合にどんなふうな変化を起こすかぐらいは当然

算定されると思うんですよね。推論でも結構です

よ。現実に大体数値は頭に入ってらっしゃると思

いますので、その辺の御回答をお示し願いたいと

思います。

それから、農業公園の、僕当初の質問に答えて

いただいてないんですけれども、今回総額で２８

億円ぐらいになると思うんですけど、前後で。そ

の場合、これから償還していく場合に、いわゆる

公債費ですね。それと運営費４，０００万円ぐらい

だというふうに伺っておりますけれども、毎年、

今後一般会計予算に負担として入ってくる総額は

どれぐらいのものか、算定しておっしゃるのか。

公債費及び運営費、維持ですね。その辺の御説明

をお願いしたいと思います。

それと、野鳥園のことに関しては、私はもう何

年か触れてきておりませんけれども、道路が、防

潮堤が動き出したら、これは一体化して考えてい

ただかないと困りますので、このぐらいじゃおさ

まりませんから、よろしくお願いいたします。

○副議長（東 重弘君） 中村教育総務部長。

○教育総務部長（中村正明君） 再度御質問がござ

いましたので、お答え申し上げます。

まことに申しわけございません。前任者からの

引き継ぎもございませんでしたし、担当からの報

告も受けてなかったということでございます。

ただ、御指摘を受けましたので、まず昨年の樹

木剪定の経過、これをまず早急に把握いたしたい

と思います。それと、今年度どうするのかという

ことで貴重な御意見いただきました。一律的対応

をするのではなくて、各学校・園、やはりいろん

な状況があると思います。それに十分現場と協議

して今年度は実施したいと、そう考えております。

よろしくお願いいたします。

○副議長（東 重弘君） 谷財務部長。

○財務部長（谷 純一君） まず、墓地公園の事業

費の件ですけども、実際に先ほど市長が答弁され

ましたように、当面は火葬場からいくということ

で、まだその辺の事業費ですね、我々つかんでお

りませんので、今後この公債費をどんな形で推移

していくかということについては、まだ今答えを

持ってないということで御了解のほどをお願いし



たいと思います。

それと、農業公園の分ですけども、今まで公債

費を発行した分もありますし、それから後、これ

からの運営経費の負担金ということになりますけ

れども、これからどれぐらいの推移で必要経費が

出ていくかというのは、今資料としては持ち合わ

しておりませんので、また後ほどもしこの公債費

なんか、過去からの公債費でどれぐらい伸びてい

くかという数字につきましては、後日資料でもっ

てまたお出ししたいと思いますので、それで御理

解のほどお願いしたいと思います。

○副議長（東 重弘君） 楠本都市整備部長。

○都市整備部長（楠本 勇君） 野鳥園につきまし

ては、企業局と協議していかなければいけないと

いう問題がございますけども、御指摘のとおり防

潮堤の撤去、あるいは道路のアクセス問題、一体

的に今後企業局と十分協議して検討してまいりた

いと、このように思ってます。

○議長（角谷英男君） 成田君。

○１８番（成田政彦君） 時間も経過しましたので、

なるべく短く終わりたいと思います、簡潔に。

第１点は、住基ネットの問題なんですけど、電

算機の問題と同時に、郵送で配布される問題で、

これはいわゆる集合住宅とかマンションとか公営

住宅に配布される場合、新聞にも書いてあるんで

すけど、いわゆる不正防止は、そういうことは起

こらないのかどうかということについて、もう一

度郵便局の間でどういう対応がされとるのか。発

送してもいいんですが、具体的に不正防止がどう

いうふうにそれを行う、不正防止はきちっとどう

いうふうにされるのか、それをひとつお伺いした

いと思います。

２つ目は、５４ページの同和対策委託料、同和

問題の解決に向けて実態調査など調査報告策定委

託料なんですけど、具体的にどういうことがされ

るのか、お伺いしたいと思います。

３つ目は、議論なされた敬老会運営補助金の問

題なんですけど、現実的には先ほど福祉部長の報

告によりますと、６，４１２人の対象者が平成１４

年にいるんですけど、西信達地域、それから男里

地域などはやると言うとるんですけど、鳴滝地域

は補助金を受けないという。樽井についてはやる

－１２８－

予定だと言っとるんですけど、現実的に見ますと、

６，４１２人のうち２，５５６人、高齢者の人口の約

１０分の６の人たちがこの対象からはみ出るとい

うことになるんですけど、これは平成１３年８月

に出された新行革報告によりますと、この中でイ

ベントや各種行事の見直しと称して敬老会のあり

方、開催方法について見直しを行うと。健康福祉

部がそういうことをすると、これは１３年の８月

にこういうことを決めたんですけど、実際区長に

報告されたのは１４年の７月１２日、２回目が７

月２５日と。これでは区長会、そういうところに

こういう敬老会の事務作業を分担させるというこ

とは実質できないと。実質的打ち切り、実質廃止

ではないかと。６１０万円でそのうち６割ですか

ら４００万円ぐらいはこれで削減されるというこ

とになるんですけど、できないことを結局押しつ

けたと、こういうことではないかと私は思うんで

すけど、これでは余りにもね。

私、思うんですけど、私ども一丘団地自治会も

敬老会をやってます。実務作業も実質的いろいろ

やってます。２００名対象者がいるんですが、大

変であります。実務作業だけで郵送して、そして

確認して、そして物を渡すということ自体で大体

５日間かかります。

今の例えば一丘区の状況を見まして、これはボ

ランティアですからね。私は不可能――やるとい

うかわかりませんけど、事務作業から、そして配

送から物を渡す。これは役所が責任を持ってやる

ということについては、職員さんはプロですから、

これはできますわ。しかし、各地域でこういうこ

とをやるということは、まず実務的に不可能です

わ。そして、専任の人がおったらいいですよ。そ

れで最後まで物は届けなきゃならないと。そした

ら、６，４００人の人に区が全部届けなならないん

ですからね。今まで受け取らない人は役所へ来て

受け取ったんで、そういうことは今度はありませ

ん。そうすると、区の役員の皆さんに負担になる

んですわ、これ。精神的な負担、届けなきゃなら

ない。どういう物を贈ることについても、これは

今まで市が責任持っとったけど、今度区が責任持

つと、夏の暑いときですわ。そんな腐った物を配

れませんで。そしてまた、ちょっと見栄えのええ



やつ贈らなあかんか、こんなことまで区長が責任

持つというたら、これは実質的には福祉の肩がわ

りどころか、住民に負担を背負わせると、精神的

に。こういう面もあるんですよ。

牧野区とかすべての――信達地域がそういうこ

とについては無理だというのは、僕はよくわかる

と思います。そういう点で、そういうこともよく

区の皆さんの役員のこともよう配慮して――今、

婦人会も大変ですわ、地域で、あるとこもないと

こも。そういうことを十分に配慮して、あなた方

は区に委託したんですか、買うことを。そういう

点でまずその点をお伺いしたいと思います。

以上です。

○議長（角谷英男君） 大田健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（大田 宏君） 敬

老会について御答弁申し上げます。

区にお話を持っていきましたのは、７月１２日、

そして２回目が７月２５日ということでございま

す。議員御指摘のとおり、区の方から、なぜ今ご

ろ話を持ってきたんやというような強いおしかり

というんですか、不信感を抱かれたわけでござい

ますが、私どもが昨年の予算編成時期に補助金と

いう形で考えたわけでございまして、それ以降ど

のような形の補助金にするかということも、中身

をいろいろと精査しておったということで、なか

なか区さんの方に話を持っていくことができなか

ったということがございました。これも私どもの

事務の進め方の至らなさということでおくれたわ

けでございまして、まことに申しわけなく思って

おるところでございます。

そういうようなこともありまして、我々といた

しましたらそういう発送の個人通知ですね。これ

につきましては、我々が名前まで印刷をし、ただ

補助金ですので、市の方からの予算では発送はで

きませんので、それを区さんの方に渡すから発送

をお願いしたいと。そしてまた、できるだけ人の

援助もさしてもらいたいというようなことで御理

解を願ったわけでございますが、なかなか皆さん

に御理解をいただくところまで至らなかったとい

うことでございます。

そういうような中で我々といたしましても、今

までは確かに品物を市で買い、そしてまた個人へ

－１２９－

の発送も市の方で行っておったと。ただ、本来の

敬老会の催し等につきましては、すべて地元さん

の方にお願いしておったというようなこともござ

いまして、我々といたしましても、今考えますと

安易なことを考えておったのではないかと、大い

に反省をいたしておるところでございます。その

ようなことで区の方への配慮が足らなかったと言

われてもいたし方ないと、このように考えておる

ところでございます。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 梶本市民課長。

○市民生活環境部市民課長（梶本 功君） 郵便の

件でお答えさせていただきます。

今回の住民基本台帳は、行政機関個人情報保護

法等の特別法であり、本人確認情報の提供を受け

た行政機関は、法律で規定する事務の処理以外の

ために本人確認情報を利用してはならないと規定

したところであります。したがって、行政機関相

互間での住民票コードの利用や名寄せは一切禁止

されております。また、市町村、都道府県指定情

報処理機関及び本人確認情報の提供を受けた行政

機関のシステム操作者、もちろん委託業者も含ま

れておりますが、守秘義務を課し、通常より重い

罰則を科しているところでございますので、今回

普通郵便で配送さしていただきました。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 赤井人権推進部次長。

○人権推進部次長兼同和対策室長兼企画調整課長

（赤井民男君） ５４ページの同和問題の解決に

向けた実態調査の内容についてお答えさしていた

だきます。

この実態調査につきましては、２０００年度に

おきまして府の方と２３関係市町村が協力で実態

調査を行っております。その実態調査を府が１２

年度末にまとめてつくられたところでありますが、

本市においても１９９８年度におきまして生活実

態調査を実施しておりまして、その格差がかなり

ありますので、その部分について今回報告書でま

とめたいと思いまして、予算計上させていただい

た部分でございます。

○議長（角谷英男君） 成田君。

○１８番（成田政彦君） 住基ネットでいわゆる法



律が云々と、僕はそういうことを言うとるんじゃ

ないんです。泉南市が郵送した場合、例えば公営

住宅とかマンション―－一丘団地もそうですけど、

例えば住民票を置いたまま移動したとか、全く無

断で退去しとると、住民票を置いたまま。そうい

う人たちに対する対処は、仮にもうポストに入れ

たままだったり、いたずらで、あいとったらそれ

を利用して不正された場合はどうなるのかと、こ

ういうことに対する手当てはどうなっとるのかと。

それで、郵便局が正確に配るということを言う

とったんですが、私はこれ公団に確かめたんです。

公団はこう言いました。私どもはプライバシーの

保護の立場から一切、だれがそこに住んどるかと

いうことについては、泉南市が保護条例もしくは

法律に基づいてその人が住んどることを要求して

きた場合は明らかにするけど、それ以外は一切郵

便局にも泉南市にも明らかにしませんと。

ここがポイントだと思うんです、私。プライバ

シーを守るために、不正防止をするために、政府

はそこが欠けとると。杉並の区長はこう言ってま

すわね。個人情報の目的外利用に対する規制が不

備であり、法律で定められた個人情報保護法も未

整備であるなど個人情報漏えいの危惧をぬぐえな

いと。そこで危惧をぬぐえないと言っとるんです。

だから、公団ははっきりそういうことを言ってま

す。

それから、公営住宅にしろ、いわゆる無断退去

にしろ、恐らく３カ月家賃滞納して払うんでも、

それ以後１カ月、２カ月は勝手にその住居を、入

ってるものを処分できないと、これは法律に基づ

いてきちっと退去させるんですから、最低２カ月

はそこに住んどるような形式がありますので、郵

便局は必ず配ると思うんですわ。

そういう点の保護の問題、僕は不正防止のこと

を言っとるんですよ、単に。こういう点について

はどういうふうに――普通郵便であったら必ず入

りますわ、それは。それは絶対入ってきますわ、

普通郵便だったら。抜かれて、そういう場合は郵

便局の責任になるのか、市の責任になるのか、そ

ういう不正防止はどういうふうにされるのか、お

伺いしたい。

それから、さっきの老人会の問題なんですが、

－１３０－

一丘区の区長さんは働いております。それで、福

祉委員会のメンバーのほとんどはアルバイト、そ

れからパート。だから遊んどる人はいないんです

わ、だれも、区の役員も。恐らくほかの区の農家

の方とか商売人の方とか、婦人会の方も家庭のこ

と忙しいと思います。

さっき聞いたら、例えば信達の牧野では約５０

３人の対象者がいます。そうすると、直接渡すの

はその区に任される。そしたら郵送でといったら

郵送費は出ますかといったら、郵送費は出ません

わな。郵送費が加算された、それはないと。そう

すると、牧野区に何人の婦人会の方がおるか知ら

んけど、この５０３人にきっちり届ける。これは

絶対そういうことを地域の人たちにやるというこ

とは、非常に不可能に近いと思いますわ。それだ

けでないでしょう。留守のときどうするのか。物

を取りに来ないとき、その留守の人にどうやって

届けるのか。全部地区の負担ですわな。

私は、やっぱりどんなに大きい区でも、そら絶

対問題になると思いますわ。だれするのやと、そ

れ。だれが渡すんやと。市が責任持ってやること

はいいですよ、そら市の職員はプロですから。僕

はそういう問題、果たしてこの行革か何か知らん

けど、そういうこと、ほんとに住民の地区の皆さ

んの心をちゃんと酌んだ上でこういうことを、何

でも行革というもんじゃありませんで。地区住民

のきちんとした心情を理解した上でこういうこと

をやらなあきませんで、これは。

だから、当然でしょう、６割拒否するというの

は。当たり前のことですわ、こんなこと。特に、

この７月の暑い中から８月にこんな何百人の高齢

者に配るなんていうことは、もうとっても、はっ

きり言うたら手当出さなあかんですわ、地区の。

僕に言わしたら、その地区の役員、区の役員とか、

それから地区福祉員の方に市から手当を出すと、

１通幾らで。このぐらいやらん限り、やっぱりや

ってくれないと思いますよ、今さら、今の状況。

そういう点でこれをどうするのか。よく地区の

住民が理解して、この敬老会は全部あなた方の負

担でしなさいと。そうでなきゃ１００％はしませ

んよ。今６割ですので、実質的には恐らくこれ、

どうでしょうかね。実質的にはもうほとんどやら



なくなって打ち切りと。だれかこれを歓迎する人

がいるかもしれないんですけど、実質打ち切りに

なるんじゃないか、こういうふうに思うんですけ

ど、その点はどうなんですか。郵送費ちゃんとあ

るんですか。ちゃんと郵送で配布するようになっ

とるんですか。それとも地区の役員持っていけと、

５００。６，４００人おるんですからね。世帯数だ

けで３，０００世帯数あるよ。今まで郵送でやって

るんや、これ。みんな行けと、そういうことです

か。

○議長（角谷英男君） 大田健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（大田 宏君） 先

ほど私申し上げましたのは、敬老会をやっていた

だくところにつきましては、敬老会をやりますよ

ということの通知を――はがきですね。これを市

の方が地元にかわりまして印刷をし、補助金です

ので、発送料は市の方ではございません。区の方

に、区さんがやっていただけるんでしたら１人当

たり１，０００円の補助金をお渡ししますので、そ

の中で発送してくださいと。ただ、品物につきま

しては、発送するとは言っておりません。品物に

つきましては、通知の敬老会をやっていただくと

ころについては、いついつ敬老会をやりますので

お越しくださいということで行いますので、その

ときに来られたときにはお渡しすると。また、欠

席者というのも当然ございましょうが、その点に

つきましては、区さんの方にお願いをいたしまし

て、二、三人預かっていただくか、またお持ちい

ただく場合もございますやろし、その辺は臨機応

変にお願いしたいと、このように考えておるとこ

ろでございます。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 梶本市民課長。

○市民生活環境部市民課長（梶本 功君） お答え

いたします。

今回の住民票コードの通知書の件でございます

けど、郵便配達の件でございますけど、住所、名

前、性別、生年月日及び住民票コードを今回通知

さしていただいておるのでありまして、将来電子

自治体として電子自治体個人認証の手続をする場

合には、今回の住民票コード番号については必要

なときはございます。

－１３１－

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 成田君。

○１８番（成田政彦君） 市長にお伺いしますけど、

市長はセキュリティーを確立すると。市長は非常

に安全性があると、大丈夫やということを言うた

んですが、実際言われてますわね。実際それを取

り扱ってる人たちからそういうことが出たら大変

やと、こういうこともやっぱり住基ネットのこと

で心配がされとるんですけど、その点はどうです

か。

もう１つ、敬老会の問題ですけど、やっぱり地

域には歴史があるんですわ。敬老会の歴史があっ

て、住民の声を聞いて、区長の皆さん方ができる

範囲内で市に今まで協力したんですわ。今まで敬

老会で市に対して、市の職員さんも来たし、３０

％、４０％協力したんだけど、これを今度１００

％協力するということは、どんな負担になるのか。

できないことを、行革もいろいろあるんですけど、

少なくとも敬老会のことを住民に押しつけるとい

うことは、これはもう無理ではないかと私は思い

ますよ。

例えば、さっき１，０００円と言いましたね。そ

のはがき代引いたら１，０００円でなくなるわね、

恐らく。１，０００円と言いながら、補助金は。９

５０円になりますわな、これ。５０円買うものが

少なくなるんですけど、そういう点でいろんなむ

だが、いろんな負担が来ると思いますよ。実質６

割の地区はできないと。こんな敬老会できないと

いうことを言うこと自体、これはある程度ネガテ

ィブな反応を示しとると、賛成ではないと。鳴滝

地区においては自分とこでやる、補助金は受け取

らないと、実際こんなもんは市がやるべきだと、

はっきり突きつけとる地区もありますよ。そうい

う点で、どうですか。市の敬老会については無理

があるんと違うかと。その点はどのように考えら

れておるのか。その点はどうですか。

○議長（角谷英男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 住基ネットについては、先

ほど来の御質問者にもお答えさしていただいてま

すように、我々は慎重かつ安全に運用をすべく対

応をいたしております。私も住基のところへ行っ

て、実際にどのようにそれを操作するのかという



ことまで確認をいたしましたけども、極めて厳し

い条件のもとにやっておりますので、その点は十

分御理解いただきたいというふうに思います。

国の考え方は考え方として、一定示されてるよ

うではございますが、我々はそうじゃなくて、や

はりもっと厳しい目でこの住基ネットのシステム

を運用していくという立場でございますから、御

理解をいただきたいと思います。

それから、敬老会でございますけども、これも

ずっと昔の６カ町村単位でやってきたわけで、私

も毎年回るんですけれども、１カ所ですから、例

えば信達ですと牧野の老人集会場にすべての方が

ということで、まず多くの皆さん来られたら入れ

ないという問題もあります。また、非常に遠いと

ころがございますから行けないという問題もあり

ます。もっと身近なところでやってほしい、やれ

るようにしてほしいという要望もございました。

実験的に雄信地区については、昨年自分たちのと

こでやりたいということで、それぞれの地区でや

られました、身近なところでですね。それは非常

に結果としては成功したと私は思っております。

そういうこともあり、できるだけ身近なところ

でやっていただけないかということも含めて、そ

ういう形を考えておるわけでございます。もちろ

ん行革という一面もございます。ただ、今回は説

明するのが非常に遅かったということがいろいろ

批判いただいております。もっと早くやっていた

だければ、もっとスムーズにやれるという問題も

ございました。その点については担当部長も地域

の皆さんにおわびをするとともに、協力をしてい

ただくようにお願いに回っております。

一丘区の話も出ましたけど、一丘はもともと信

達に入っておりまして、大変遠いところだったと

いうふうに思いますが、それがもし身近でという

ことであれば、老人集会場もございますし、非常

にいいんではないかなというふうに思っておりま

す。

ただ、今回そういうふうに移行期ということが

ございますので、若干混乱している部分もござい

ますが、今も地域の方々といろいろお話し合いを

しながら、できるだけ開催をしていただく、ある

いはそれにかわる記念品という形で話を進めてお

－１３２－

りますので、できるだけそういう形でやっていた

だけるようにしたいと。

今後については、この近隣では敬老会をやって

るところは非常に少ないわけでございます。やっ

ておっても１カ所で市全体として、例えばうちで

いうと文化ホールぐらいのところでやっておられ

るというところが多いわけでございますが、そう

いうことも参考にしながら次年度以降、また地域

の皆さんの御意見を聞く中でどういう形がいいか

ということを考えていきたいと思います。

○議長（角谷英男君） 質疑の途中でありますが、

９時３５分まで休憩いたします。

午後９時 ５分 休憩

午後９時５１分 再開

○議長（角谷英男君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

質疑を続行いたします。質疑ありませんか。―

―――和気君。

○１９番（和気 豊君） ７７ページに款別現計予

算表というのが出ているわけですが、これだけ、

１８億になんなんとする補正予算を計上されてい

るわけですから、経費区分別の総括表ですね、こ

れも一定やっぱり添付をしていただければよかっ

たんではないか。例えば投資的経費ですね。これ

が大体全体でどれぐらいになってるのかとか、額

は大きいですから、２００億を超える予算になっ

てるわけですから。百八十数億の予算がですね。

だから、今回本当にせっかく１２年の１２月には

財政予測も出ているわけですから、それに照らし

て今予算がまさに粛々と入るをはかり出るを制す

ると。これは市の立場ですが、そういう方向で粛

々と進んでるのかどうか。こういうこともそうい

う中で一目瞭然といいますか、我々も理解できる

わけですから、そういうことでちょっと投資的経

費なんかがよくわかりませんので、今回補正予算

を組んだその中で投資的経費がどういうふうにな

ってるのか。そして、これが当初の財政収支見通

しとどうなのか。その辺はお示しをいただきたい。

ちょっと首ひねっておられるんで、時間もない

ことですので、私、少し私の存念のほどを言いた

いというふうに思うんですが、やっぱり投資的経

費、２０億を超えてるというふうに思うんですよ



ね。当初で１２億７，５００万、これは当初予算に

は出ております。例えば農業公園４億２，２００万、

それから市場長慶寺砂川線、これで５億ちょっと

出てますから、両方で１０億近く出ているわけで

すから、これを加えるだけでも２０億を超えるよ

うな額に投資的経費はなるんではないかというふ

うに思うんですが、その辺はどうなのか。

それと、やっぱり予測に比べて地方債ですね、

これが７億４００万程度であったものが１６億９，

０００万、１７億近くになっているわけですね。

その辺の理由ですね。これもお示しをいただきた

いと、こういうふうに思います。

そういうふうに見てきますと、私どうしても今

回のこの予算がやはり投資的経費、いわゆる事業

費が伸びて、その伸びた分、余り予算総額は変わ

っておりませんから、前々年度と。そしたら、ど

こで違ってきてるのか。これは高齢者を中心にし

たそういう関係の予算がやっぱり減ってきている。

違うならば違うということでお示しをいただけた

らいいというふうに思うんですが、もう時間があ

りませんから事細かに言いませんが、そういうこ

とになっている。そして、先ほどから論議があり

ますように、敬老会なんかは実質上６割の皆さん

がこれがやれないということで打ち切りになって

いる。

こういうところにどんどん、どんどんしわ寄せ

が行っている。まさにそれが今回の補正予算の性

格をいみじくも裏づけているんではないかと、こ

ういうふうに私は思うんですが、そういう立場に

立って、その辺もお聞かせをいただきたいと思い

ますし、その上に立って違うならば違うというこ

とを言ってください。

私は、そういう意見を申し述べて少し聞きたい

と思うんですが、農業公園の問題です。これは先

ほども北出議員の方からありましたので、できる

だけ重複部分を避けてお聞かせをいただきたいと

いうふうに思うんですが、結局ＰＦＩですね。１

９事業所のうち１４事業所がやってこられたと、

アンケートをお出しになったと。そのうちわずか

数社しか――２社というのは否定されなかったか

ら、２社というふうに私はお聞きしておるんです

が、聞かしておいていただいたんですが、２社し

－１３３－

かないと。これで果たして展望があるんだろうか

というふうに思うんです。

それと、市が直営でやった場合と果たしてＰＦ

Ｉでやったときのメリット比較ですね。これはど

こでもやってるんですよ、議会にやる前に。これ

は１７年からオープンだから今やる必要はないん

だと、こういうことなのか、もうやる気はないの

かどうか、その辺もお聞かせをいただきたい。例

えばＶＦＡ方式でやられている調布の小学校なん

かの事業については、ちゃんと比較を示して議会

や住民に納得を得るような手段、これをとってい

るわけですね。

いろいろ数字にはええとこ取りの問題点いっぱ

いなんですが、やっぱりやってるわけですよ、問

題があってもね。そして、あ、なるほどなと、こ

れだったら運営費についてもこれだけのいわゆる

メリットがあるんだなと、ＰＦＩに賛同できるん

だなということになるわけですね。その辺をやっ

ぱりやられるべきではないかというふうに思うん

です。

それから、市独自でいろいろやる場合の資料は

出てるんですよ、これ。正確に出てるんです。だ

から、あとはＰＦＩでやるという場合に、これと

の比較を示していかれればいいというふうに思う

んですが、ここで人口８万人という推計が出てる

んですよ。これは業者に委託をして出してきた数

字なんですが、この８万人という根拠ですね。何

ぼ考えてもこれ、もうちょっと、１７年オープン

ですから真摯にやりましょうや、まじめに。

ほんとにこれ、どんなに勘定しても、和歌山の

緑化センター、１１番でしょう。１１．７ヘクター

ルですよ。こちらの一般の市民の利用面積、３．４

ヘクタールです。利用者が限定される貸し農園を

加えても４．５ヘクタールです。全然規模も違いま

す。１１．４ヘクタールいうのは、全部これ皆さん

が泉南でいえば花畑とか花摘み園とか観賞のいろ

いろありますね。サボテンの温室とかね、そうい

うところなんですよ。泉南市はほんとに市民が憩

いの場所、遊べる場所、交流し合う場所、３．４ヘ

クタールしかない。それで何で８万という数字が

出てくる。私はもう本当にこれ１つとらえてみて

も４億２，２００万かけて今回やる。あと７億９，０



００、８億近くかけて１５年、１６年やっていく。

そして、そのあげくは根拠もないＰＦＩ、ＰＦＩ

と、こういうふうに言う。根拠示しなさい。

本当にむだな事業、今から引き返しても、こと

し含めて引き返したら１２億、ちょうど半分近い

お金、他にそこはいろいろそれこそ市民の皆さん

の意向でもってそこを再利用するいうことは、み

んなで考えて、みんなが喜べるような施設にした

らいいんじゃないですか。今まで市民にアンケー

トとったり、あそこをどう利用していくかという

ようなことは全然、いわゆる花卉団地から引き続

いてバーッとやってしもただけで、本当にあれが

市民の期待に沿うような施設なのかどうか、事業

なのかどうか、そういうアンケートさえとったこ

とない。意向を反映した事業でも何でもない、私

はそういうふうに思いますよ。今からでも実際ア

ンケートをとって、原点から出発しましょうや。

基幹農道なんかももうそろそろでき上がってき

て１６年からお金返還していかなあかんわけでし

ょう、１７年ですか。もう一部第１区、第２区、

第３区と、フタツ川側からもう既にパイロット事

業でやった……

○議長（角谷英男君） 質問をそろそろまとめてい

ただきたいと思います。

○１９番（和気 豊君） ミカン山の方にずうっと

入ってきてるわけですよ。そしたら、もうあの事

業はやることのメリットの中に佐田の方から逆に

市民の里へ行くと、こういうメリットも挙げてお

られるわけです。競合施設が紀泉ふれあい塾だけ

じゃなくて、あるいは緑化センターだけじゃなく

て、また市民の里も競合施設になってくるんです

よ、道さえつけば。皆さん広く利用されるように

なってくるわけです。今はほんとにわずかですけ

れどね。

そういうことで、私は本当にこの事業を進めて

いく保障が、ほんとに市民の立場に立ってそうい

う担保があるのかどうか。やっぱりどんなに考え

ても理解でき得ないんですよ。いろいろ言いまし

たけれども、８万人の根拠、そういうことについ

てもお示しをいただきたい、こういうふうに思い

ます。

それから、５４ページの同和問題の解決に向け

－１３４－

た実態等調査報告書作成委託料ですね。これにつ

いては大阪府がやった２０００年の調査と１９９

８年にうちがやった調査、その間にそごが出てき

た、格差が出てきた、こういうことでそれをやり

直すんだというふうに言われました。もうちょっ

と中身について詳しく、どういう点が不備だった

のか、どういう点を縮めるため、整合性を持たす

ためにやろうとしているのか。その辺の中身につ

いてもお示しをいただきたい。８５０万の金かけ

てやった調査ですから、それをさらに今度は１１

３万３，０００円かける。大方１，０００万近い調査、

大変な調査をやるわけですから、あれだけのお金

かけといてまだやるんか、こういうことになって

まいりますから、その辺のことについてもお示し

をいただきたい。

○議長（角谷英男君） 赤井人権推進部次長。

○人権推進部次長兼同和対策室長兼企画調整課長

（赤井民男君） ５４ページの委託料の同和問題

の解決に向けた実態調査の報告書策定の委託料に

ついて再度説明させていただきます。

この調査につきましては、先ほども成田議員さ

んにお答えいたしましたとおり、２０００年に府

と関係市町村２３市町村が協力しまして行った地

域の実態調査の結果を府の方でまとめられました

部分と、先ほども御答弁させていただきましたよ

うに、本市が行いました１９９８年度の実態調査

の部分との本市のやった部分と府とのやった部分

で、府の方がもう少し細かく調査をされておりま

すので、今後の同和問題解決のための施策の推進

に期するために、その部分について再度報告書を

まとめたいと考えておる部分でございます。

以上です。

○議長（角谷英男君） 谷財務部長。

○財務部長（谷 純一君） 今回の補正の投資的経

費の内容と、それと公債費の御質問でございます。

まず、投資的経費の分ですけども、当初予算で

は議員、１２億７，５００万というふうに言われた

と思うんですけども、当初予算は１億２，７５０万

円の計上となっております。それと、あと今の専

決、それから今回の補正の投資的経費を合わしま

して約１８億５，０００万という投資的経費になっ

ております。



続きまして、今年度の起債の見込み額でござい

ますが、中期財政計画では平成１４年度７億４０

０万という数字を計上しております。ただ、この

中期財政計画を作成した時点でいいますと、起債

の中で平成１１年度に減税されておりますけども、

そういった形の減税補てん債とか、あるいは臨時

財政対策債、これについてはこの時点ではその分

は上積みしてないということもありまして、この

１４年度につきましては、この臨対債と減税補て

ん債、それからあと借りかえ債もことし予定して

るんですけども、それで約７億７，０００万円がこ

の分で入っております。

ですから、あとこの１６億９，７００万円からこ

の７億７，０００万円引きますと９億２，７００万円

というのが実際に投資的経費に充当してる地方債

ということになります。ですから、中期の財政計

画で差が約２億２，０００ほど出てるわけなんです

けども、これにつきましては、この時点でやはり

事業費がふえてるとか、その辺のまだ比較検討と

いうんですか、この時点の、これはやっておりま

せんけれども、その辺でこの２億２，０００万の差

が出てきてるということでありまして、またこの

分につきましては、１３年度の決算もありますけ

ども、１４年度もローリングというんですか、計

画のローリングを行っていきたいと、このように

思っております。

ただ、大きな原因としましては、先ほど申しま

した臨時財政対策債でありますとか減税補てん債、

これが最近この二、三年で発行されておりますの

で、この分がその中期財政計画にも上積みになっ

ているという部分が大きな原因であると、このよ

うに理解しております。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 杉田都市整備部参事。

○都市整備部参事（杉田和繁君） それでは、農業

公園につきまして御答弁さしていただきます。

まず、和気議員御質問の中でありました２社と

いうことについてでございますけれども、２社と

いうことではありませんで、１４社に出していた

だいた中、数社という形で……（和気 豊君「何

社やというねん。回答はもう３月８日に出てるが

な」と呼ぶ）その時点での興味があられた企業と

－１３５－

しましては、５社を対象にヒリアングしておりま

す。その後、その企業も含めまして、またさらに

数社も含めて個別のヒアリングを今実施しておる

ような状況でございます。

ただ、そのヒアリングにつきましても、一定企

業さんが直接この農業公園に参加していただくこ

とを前提としての協議ということではありません

で、民間企業としてどのような形の事業条件で整

理すれば事業度が広まり、多くの企業さんが興味

を持ってくれるかというような意見を聞くという

ことで、ヒアリングを実施しておるということで

御理解いただきたいと思います。

あと、市直営とのメリット比較ということでご

ざいますけれども、ＰＦＩの事業、手続におきま

してバリュー・フォー・マネーといいまして、事

業全体でのコスト比較というものをして、当然バ

リュー・フォー・マネーがあることについてＰＦ

Ｉとして適用されるということになっております。

それにつきましては、ＰＦＩ手続におきまして

特定事業選定時に公表するということになってお

りまして、今回、現時点では民間事業参入での事

業場状況の整理を行っておるということで、民間

業者さんでのコストがまだ確定されないという状

況になっております。今回、検討している中で実

施方針案の策定とバリュー・フォー・マネーの試

算というところで業務発注しておりますので、そ

の中で検討していきたいというふうに考えており

ます。

あと、８万人というものについての根拠という

ことでございますけれども、まず一般の公園の利

用者という形で、先ほど議員の御質問の中にもあ

りましたとおり、広場ゾーン、花畑ゾーン、交流

ゾーン、緑地ゾーンの３．４ヘクタールを対象とし

まして都市公園の利用実績というものからはじき

ました３．４ヘクタールに対する利用人数で約６万

３，８５０人の年間利用者というものを見込んでお

ります。そのほかに講習会、教室等の参加者が平

均で２３人、年間５９回の開催ということで１，３

６０人、花畑の利用者ということで年間に１，２０

０人、摘み取りの花畑の参加者ということで、年

２回摘み取り花畑を行うということで年間８，００

０人、その他年２回イベント等の参加ということ



で６，２００人ということで、合計いたしまして約

８万人の利用者ということになっております。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） まず、補正予算後の財政

の問題なんですが、やはり地方債で２億３，０００

万、それから投資的経費が１５億１，１００万でし

たから１８億何がしと。やっぱりここで３億、そ

れで地方債で２億数千万の差が出てきているわけ

ですね。この地方債は、今言われたようにいみじ

くもソフトな分を除いたハードな部分でしょう。

事業をやっていく上で補てんする地方債の部分で

すよね。いかに事業費が膨れ上がっているか、こ

ういうことが、７億ベースでいくというのが結局

２億数千万はね上がっている。すべて事業費にか

かわっての地方債だと、こういうことになってき

てるわけですね。

それじゃ、予算規模が同じような規模だったの

に一体どこで何が削減されたのか。やはり明らか

にそういう弱者対策の切り捨てと、この部分、い

わゆる行革はまさにそこにねらいを定めた行革で

あったと。そういう中で敬老祝い金の削減、それ

から敬老会の見直し、縮小、６割の廃止と、こう

いうふうになっていっている。ここにやっぱり泉

南市の大きな財政の問題点が存しているんではな

いか。にもかかわらずやっぱり余る見通しのない

ような農業公園事業には結局見直しもされずに２

６億から２７億になんなんとする事業ですね。そ

のうち１６億が起債を含む自主財源だと、こうい

うことで起債の発行、自財源の持ち出しを大きく

膨れ上がらしながら進めようとしている。これを

なぜ見直せないのか。

そして、今買収した用地ですね。それを市民の

声を聞いて広く利用を図っていくと、こういうこ

とになぜできないのか。事業者とは一生懸命ヒア

リングして、声を聞いて、事業者がやってくれる

ならやってくれるように変更をしていくけれども、

利用する住民の声をなぜ聞かないのか。それで８

万、８万と。そんなものは来てくれた上でのこと

ですよ。最初は珍しいですから、花摘みに来たり、

花見に来たりするでしょうけれども、しかし実際

そこでどれだけの時間遊べるか。そら緑化センタ

－１３６－

ーやらふれあい紀泉塾やら、まだ市民の里の方が

野球はできるわ、あるいはソフトボールや子供た

ちのアスレチックな楽しみなんかもできるわとい

うことで、ほんとにそういう競合関係についても、

さらに競合関係がこれから多くなるのに、むしろ

人数については８万だと、こういうことで考えて

おられると。

ほんとにこれは都市公園の利用状況を見てと。

どこの都市公園ですか。泉南市の都市公園の利用

状況ですか。ちなみに泉南市の都市公園の利用状

況、数字できっちり把握しておられるんであれば、

どこの公園で、どういう形で利用があったんか、

お示しをいただきたいなと。６万３，０００という

数字の根拠、どこなんですか。そんな６万３，００

０も都市公園で、一遍広さも明らかにして、こう

いう広さの、こういう具体に対象にした６万３，０

００の数字を引き出した公園はこれなんだと、こ

れはひとつ明らかにしてください、こういうよう

に思います。

それから、ＰＦＩの導入については、これはほ

んとに少数派なんですよ、全国でも。これは２０

０２年の４月、ほんとに直近の資料なんですが、

方針の策定、公表された事業数は、国独立行政法

人で４カ所、４事業、地方公共団体４７事業、こ

れが策定、公表しようとしてるんですが、実際上

民間と契約したのは１７事業。総理府のアンケー

トでは、導入事例があるのが全体の４％、今後前

向きに検討するいうのが２２％、しばらく様子を

見たい、全然――全然と言うたらおかしいですが、

直接参入なんかを考えていないと、これが７４％

という圧倒的な多数派なんです。

なぜこういう危険な少数の道を選ばれるのか。

これは第三セクターが８割以上が破綻をして、そ

の結果で――大阪府でもあるでしょう。破綻した

結果、これが新しい手法として出てきたんです。

だから、第三セクターでほんとに痛い目に遭って

ますから、みんな慎重なんですよ、これについて

は。その辺はどうなんでしょうか。ほんとにこう

やって危険な少数派の道を選ばれるのか、それと

も見直しを図って市民に喜ばれる施設に、市民の

声を聞いて再度利用を考えていかれるのか、どち

らの道を選ばれるのか、その点もお示しをいただ



きたい。

赤井さん、もう結構です。先ほどの成田議員の

質問と一緒だったんですが、もうやめとけという

声が多いんで、もうこれはやめときます。

ただ、１点、前の１９９８年の調査では、混住

化の問題では、やっぱり不十分なんですよ。８１

２を対象にしか進めてないんですね。新しい住宅

いっぱいできてますでしょう。廃業された工場の

跡とか、それから市場大発に行くところの両側と

か、それから前畑線を逆に村中へ行く、第二小学

校の途中にある両側の、片方で６５軒あって、片

方で３０軒ほどありますか、両方で１００軒ぐら

いありますけれど、そういう住宅とか、それは対

象になってないんです。混住化というのは、一番

同和行政が効果を上げてるかどうかを示す一つの

大きなメルクマールでしょう。指標でしょう。そ

れを対象から外してる。今度はそういうのは入り

ますね。混住化の問題で新しい住宅、それは全体

の数に入りますね。有権者でも３，０００から３，７

００になってるんで、ほとんど新しい住宅なんで

す。２年間の間にそないふえてる、有権者だけで

もね。それは調べられますね。

○議長（角谷英男君） 赤井人権推進部次長。

○人権推進部次長兼同和対策室長兼企画調整課長

（赤井民男君） 今の御質問の件につきましては、

府の実態調査を実施した段階では地域全体の中か

ら選出してやっておりますので、今回の比較の中

では出てくると思っております。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 杉田都市整備部参事。

○都市整備部参事（杉田和繁君） 利用者数につき

まして、都市公園利用実績ということにつきまし

てですけれども、今ちょっと手持ちの資料がござ

いませんので、平成１２年度の管理・運営の検討

業務の中での報告書の抜粋でちょっと説明さして

いただきましたけれども、各近隣の都市――泉南

市における都市公園の利用実績というものではな

く、たしか全国的な資料によって算定していたと

思いますけれども、細かな資料については、また

後日提出さしていただきたいというふうに考えて

おります。

それと、あとＰＦＩでの検討につきまして、危

－１３７－

険な道というような御指摘がありましたけれども、

当然三セク等で従前に失敗してる事例ということ

もお話しありましたけれども、ＰＦＩにつきまし

ては、契約書においてその点のリスクを明確にし

ておくというように進めておりまして、その三セ

クでの失敗を繰り返さないというような形で考え

ております。

また、市民の声ということにつきましても、先

ほど議員もお話しありましたように、開園当時で

したらある程度の珍しさというものもありまして、

先ほどのような利用者の方が来園されるというこ

とがありますけれども、今の実態で市が直営なり

でやっていきまして、安定的な集客性を継続して

いくということについては難しい問題があると。

そういうところで民間のノウハウについて活用し

ていきたいということで、ＰＦＩ――ＰＦＩとい

いましても民間活力の導入の一手法として考えて

おりますので、民間活力の導入ということにつき

まして検討しておるということでございます。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 和気君。３回目です。

○１９番（和気 豊君） いみじくも契約原則とい

うのをお出しになりました。公共施設等の管理者

等と選定事業者との間の合意について、明文によ

り当事者の役割と責任分担を明らかにする。これ

が８つのうちのメリットの１つになっているわけ

ですが、ほんとにこういうことで具体的に市がこ

ういう契約を交わすときにはほんとに途中で逃げ

て行かれるようなことがないように、そういう責

任も果たしていく。

しかし、５年、１０年、１５年と、このアンケ

ートの中にもそういう５年でどうでしょうか、１

０年でどうでしょうかというてアンケートとって

ますやろ。もう最初から契約は５年やと、これで

は話にならんわけですよ。本当に泉南市の財政を

おもんばかっていただけるんであれば、こういう

むだで先行き見通しのないようなそういう事業に

ついては、できるだけ――まだ今やったら遅くな

い、こういうように思いますよ。上物はこれから

ですから、今まで用地買収をした。そして、それ

を買い取りした、買い戻しした、一般会計でね。

そういう段階ですから、これから上物やいろいろ



な事業化をやっていくわけです。ことし６００万

だけでしょう、事業化するのはね。花畑だけです。

そやから、まだ十分と見直しは可能なんですよ。

私は、あなたもう帰ってしまわれるわけですが、

来年の４月には。ほんとに担当の職員として、も

う一度真剣にこの事業効果、そして市民の声から

出発をするという、この大原点、これが抜けてい

るということをもう一度真摯に考えていただいて、

見直しを図っていただきたいと、こういうふうに

思います。この点では市長、どうでしょうか。

○議長（角谷英男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 今、農業公園については御

指摘のように基盤整備といいますか、進入路ある

いは供給処理、あるいは造成といいますか、基盤

の整備をやってるわけでございままして、それと

同時に、先行取得した用地の買い戻しという形で

やっております。これが終わってまいりますと、

あとは施設整備という形になってくるわけですね。

ですから、その間いろんな農業公園の全国的ない

ろんなフォーラムなんかもやられておりますし、

それと民間が経営されてる事例等も集めておりま

す。

それと時代のニーズというのもやっぱり変わっ

てくる可能性もございますから、十分そういうこ

とを参考にしながら、今後の上物については慎重

にいろんな角度から検討して、できるだけ安価で、

しかも効率のよい、しかも集客できると。大変欲

張った話でございますけども、そういう方向で検

討していきたいと思います。

○議長（角谷英男君） ほかに。――――堀口君。

○１５番（堀口武視君） もう時間も遅いんで、１

点だけちょっとお聞かせを願いたいと思います。

６３ページの長谷東山堀河林道整備事業ですか、

これでいいんですかね。この林道はどこが起点で

どこが最終目標であるのか。これは何のためにこ

のような林道をつけておられるのか。この現場、

私は１回だけ見たんですけれども、市の幹部の方

々はこの現場へ行かれたことがあるのか。その辺、

あわせてちょっとお聞かせを願いたいと思います。

それから、最終延長が供用が大体目標年次をど

のくらいに決めておられるのか。これもひとつ聞

かしていただきたいと思うんですけども、たしか

－１３８－

昨年の予算委員会だったと思うんですけど、私が

聞いた時点では、この事業は当分これでおしまい

だということを聞いてたんですけども、今回どう

してこういう形で突然補正に上がってきたのか。

この辺の事情もあったら聞かしていただきたい。

以上です。

○議長（角谷英男君） 山本農林水産課長。

○都市整備部農林水産課長（山本知良君） 長谷東

山堀河林道の質問にお答えいたします。

起点といたしましては、泉佐野市の長谷という

ところから最終の目標といたしましては堀河まで

の間、延長といたしまして泉佐野施行分が１，１３

０メートル、泉南市施行分が４５０メートル、及

び支線がありますので、支線も４５０メートルで、

合計９００メートル。それと大阪府施行分が３，２

４０メートルという計画になっております。（堀

口武視君「目標年次は」と呼ぶ）

今の目標年度といたしましては、佐野の方は完

了しております。それと、市施行分でございます

が、本年度、１４年、１５年度で完了したいと考

えております。その後、大阪府施行分については

計画等まだ未定でございます。

目的でございますが、本市の区域につきまして

は、林野火災の発生の場合の消火活動並びに地主

の山の整備等のための運搬路、搬路というのが主

目的であり、今のところ青少年の森の利用者等の

目的もございます。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 堀口君。

○１５番（堀口武視君） 答弁の中で、現場を見た

ことあるのかという質問に答えていただいてない

んですけども、私は実は現場を見てまいりました。

泉佐野市側の滝ノ池、ここはきれいに舗装されて

ます。ところが、泉南市側ですね、以前工事を発

注された部分については全然舗装もされてない。

そこへ進入禁止のゲートが置かれてるんですね。

これをどのような形でやっているか。今おっしゃ

った中で３，２４０メーターは大阪府がやると。こ

れ、果たしていつごろやられるのか。僕は、これ

４５０メーターぐらい、２本いくんですかね、泉

南市の部分は。９００メーター、これだけの部分

をやられると。今、土のまま、粗土のままほうっ



ておられると。当然、草が生えて道路かどうかわ

からなくなってくる。あるいは現在そこまでされ

て進入禁止にされてる。何の目的でこの道路をつ

くってるんだろうと。当然、もう１つ海側には緑

資源公団が進めておる基幹農道がずうっと工事に

かかっております。

特に、今御存じのように自然ふれあい塾が堀河

で来年オープンしようとしている。そのアクセス

としては、私は確かに泉佐野岩出線から堀河ダム

に入って行かれるのも１つの方法かなと思います

けれども、将来基幹農道ができ上がれば、基幹農

道から高倉林道にアクセスするのが一番自然ふれ

あい塾に対するアクセスではいいんじゃないかな

と、このように思ってます。

そしたら、今現在、市民の里の一部分はきれい

に舗装はされてますけれども、高倉林道が御存じ

のようにあの市民の里から奥、堀河ダムまでは一

部１００メーターか１５０メーター舗装されたま

ま、あと残ったまま、これは当初信達郷林野組合

で整備をするか、あるいは泉南市で整備をするか

といったときに、この高倉林道については泉南市

で整備をしますと、こういうことで我々は、信達

郷林野組合の方は堀河線の舗装をやったわけです

ね。ところが、現況高倉林道は車もなかなか通れ

ないような状況で放置されております。

このことを絡み合わして考えますと、果たして

ここの長谷東山林道というのは必要あるんかどう

か。実際に堀河までと言いますけども、堀川のど

の辺に最終地点が行かれるのか。今、ふれあいと

の兼ね合いの中で、高倉林道との整合性はどうな

のか。その辺はルートもわかってるんだったらお

示しをいただきたいと思いますし、私は今せっか

くふれあいが来年オープンで、ＹＭＣＡが事業主

体となってやるということになっておりますけれ

ども、この自然公園の運営は、先ほども農業公園

の中でもいろいろ論議がございましたけど、大変

運営自身が厳しいんじゃないかなと。その中で泉

南市にできてるこういう、あそこも１６～１７億

金を入れてるんですかね。そのような立派な公園

を何とか事業を成功さしたいと思えば、市のバッ

クアップもそれなりに必要じゃないかなと。

大阪府の緑の方からいいますと童子堀河線、こ

－１３９－

れの整備をぜひやっていただきたい。バスが入れ

るようにやっていただきたい、こういう要望もた

しか泉南市の方に来てるはずなんですね。ここで

は確かに市担は何ぼなんでしょうか。見てみます

と、この長谷林道で１，１００万ほどの市担を持っ

てるわけですね。これだけの金を入れれば、僕は

せめて高倉林道が舗装は無理としても、車の通行

の整備ぐらいは市民の里から堀河まではできるん

じゃないかなと、このように考えますけれども、

ひとつ市の考え方をお示し願いたいと思います。

○議長（角谷英男君） 山本農林水産課長。

○都市整備部農林水産課長（山本知良君） 長谷東

山堀河林道の接続点でございますが、議員御指摘

のとおり、その分については今緑資源公団の基幹

農道と並行するおそれもございます。それで、今

府の方とその辺の関係ですね、それを利用したら

どうかという協議も実際しております。その辺の

並行する点が出てきましたので、その辺の協議を

今重ねているとこでございますが、同所の接続点

といたしましては、市民の里付近と、そこから高

倉林道で堀河へ抜けるという計画でございます。

（堀口武視君「答弁答えてくれてないやろ。ふれ

あいとの整合性」と呼ぶ）

申しわけございません。高倉林道の舗装の計画

ということでございますが、本年度若干でござい

ますが、舗装まではいきませんが、路面の整備と

いうことで６５万の予算をいただいております。

以前から議員御指摘のある舗装でございますが、

それはふれあい自然塾の開園等に伴い、何とか計

画、予算いただいて舗装をやっていかないかんと、

そのように思っております。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 堀口君。３回目です。

○１５番（堀口武視君） この長谷東山堀河林道と

いうのが突然どうしてこう予算がつくのか。私は、

上位からの府なりあるいは国からの押しつけ事業

じゃないのかなと。先ほども僕は言いましたけど

も、昨年のたしか予算委員会では上林助役、当分

この事業はないと思いますというような答弁をあ

なたはされてると思うんですよ。それがここへき

て補正予算で突然上がってくる。このこと自身が

私は不思議なんですけども、こんな金があるんな



ら、どうして高倉林道を先にやってやらないんで

すか。高倉林道は、以前から一部舗装――今６５

万て、６５万で何できるんですか。６５万て何を

されるんですかね。しかも、先ほども言いました

ようにふれあい塾があそこに整備をされてると。

府営事業あるいは国営事業であっても、泉南市の

市域の中にあれだけの施設ができ、やはり皆さん

が期待されてる。泉南市も当然その事業にはバッ

クアップしていくのが当たり前だと思うんですね。

そういう意味では、やはり基幹農道を見据えて高

倉林道を先に整備するのが本筋じゃないですか。

それと、童子堀河線、これの整備は事業部の方

で計画なされてるんですか。これは大阪府から必

ず要望が出てると思うんです。せめて観光バスが

通れるように、あるいは違法駐車ができないよう

にと、こういうようなことで要望が来てると思う

んですけれども、その辺の計画はどうなんでしょ

うか。

１つ、こういうような押しつけ事業じゃなくて、

もっとほかのこともお聞きをしたいんですけども、

例えば基幹農道も聞かせていただきたいんですが、

これはまたの機会にいたしまして、今私が質問し

たことをちゃんと答えていただきたい。

○議長（角谷英男君） 楠本都市整備部長。

○都市整備部長（楠本 勇君） まず、紀泉ふれあ

い自然塾、オープンに向けて堀河の方が寄りまし

て法人化に向けて今検討されておると。私も先般

行ってきました、会合に。来週の月曜日ですか、

ＹＭＣＡの結果が出ましたんで、府と一緒に夜参

加する予定にしております。当然、御指摘の泉南

市としての支援策、特に法人化されますとその組

合への支援とアクセス道路の支援、御指摘の童子

畑堀河線、これ全線となると相当長いもんで、特

に危険箇所、８カ所か９カ所歩いて確認しており

ます。これについては１０年計画で府と市が責任

持ってやらしていただくと。このことについては

ほぼ方針が出ております。ただ、あと組合へのア

プローチ、市としてどうするかというのは、一応

骨格はできてますけども、まだ地元と合意に――

まだこれからの話ですので、一応支援は考えてお

ります。

それと、高倉林道の舗装でございますけども、

－１４０－

私、産業経済課長をしてるときに始めた舗装でご

ざいます。途中で終わっておるということで、そ

の原因ですね、ちょっと定かではないんですけど

も、多分府の方にも問い合わせないけないんです

けども、制度がなくなったのか、あるいは制度が

あって中断したのか、とりあえずその辺の調査と、

制度があるんであれば再開してもらうように要望

していきたいなと、このように考えておりますの

で、よろしくお願いします。

○議長（角谷英男君） ほかに。――――奥和田君。

○８番（奥和田好吉君） 時間も時間ですので、１

点だけ、アッという間に終わります。

７４ページの工事請負費、これはどういう工事

をされるのか、お聞かせ願いたいと思います。

○議長（角谷英男君） 北野教育総務部次長。

○教育総務部次長兼文化・スポーツ振興課長（北野

勝君） 遅くなって申しわけございません。５０

０万の工事費でございますけども、文化ホールの

上屋部の防水工事を改修いたします。一番最上階

を予定しておりまして、面積にいたしまして３０

０平米でございます。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 奥和田君。

○８番（奥和田好吉君） 防水工事ですけども、わ

ずか５００万円で何カ所直すんでしょうか。文化

ホールの横に展示室がございます。この展示室が

何年前に増築したのか。ここは当初から雨漏りす

るということを伺っておりますけども、だんだん

それがひどくなってきてる。そこに展示するとき

に雨漏りがして展示できないという、いつごろか

らそうなったのかわかりませんけども、なぜもっ

と早い時期にそこを補修しなかったのか。そして、

借りに来る人について、ここは雨漏りがしますか

らと先に断ってるという話、断られたという人も

聞きます。大事な絵画とか、あるいは写真とか、

そういうものを展示するときに、雨漏りすると言

うたらだれも借れへんと思うんです。今までここ

を増築して以来、何回ぐらいここを貸したのか、

お聞かせ願いたいと思います。

○議長（角谷英男君） 北野教育総務部次長。

○教育総務部次長兼文化・スポーツ振興課長（北野

勝君） 御答弁申し上げます。



漏水箇所につきましては、文化ホール、それか

らリハーサル室、喫茶店と、それから図書館と文

化ホールのつなぎ目、ジョイントのところから雨

漏りがしております。展示室につきましては、こ

の３月末に漏水を修繕いたしております。

以上でございます。（奥和田好吉君「増築した

のはいつごろ。３点ほど抜けてるよ」と呼ぶ）

答弁漏れ御迷惑をおかけしました。展示室につ

きましては、平成８年に増築いたしております。

使用回数につきましては、ちょっと資料の持ち合

わせがございませんので、御答弁できません。よ

ろしくお願いします。

○議長（角谷英男君） 奥和田君。３回目です。

○８番（奥和田好吉君） ここに載ってる以上は、

当然質問があると思って臨んでいただきたい。答

弁できませんというのは、もってのほかやと思い

ます。私たちは、補正予算について真剣に考え、

真剣に質問してるんです。その中で答弁できない

いうのは、もってのほかやと思います。質疑でき

ない、これであれば。どうするんですか。

○議長（角谷英男君） 北野教育総務部次長。

○教育総務部次長兼文化・スポーツ振興課長（北野

勝君） 何度も申しわけございません。利用日数

でございますけども、展示室の利用日数は全部稼

働日が、開館日が２９４日のうち８５日を利用さ

れております。これは１３年度の利用日でござい

ます。１４年度についてはちょっと資料の持ち合

わせございませんので、申しわけございません。

以上でございます。（奥和田好吉君「１３年度

だけ聞いてるのと違うやろ。平成８年から現在に

至るまで聞いてるんでしょう」と呼ぶ）

申しわけございません。平成８年からの資料は

ちょっと持ち合わせございませんので、申しわけ

ございません。（奥和田好吉君「質疑でけへんや

ん、これ。その間に何回断られたんですか、借り

に来て」と呼ぶ。

○議長（角谷英男君） 奥和田さん、手を挙げてく

ださい。質疑やり直してください、結構ですから。

奥和田君。

○８番（奥和田好吉君） 今に至るまで、平成８年

から現在に至るまで、借ろううと思っとったんが

借るのをやめたということも伺っておりますけど

－１４１－

も、実際に商売をし出して、ここに欠陥があるか

ら借れないという、断られたというのが何回あり

ますか。平成８年から現在に至るまで資料もなく、

どういう答弁の仕方をしようと思ってるんですか。

話にならない、これであれば。次の質問ができな

い。これ３回となってるから、しゃべろうと思う

ねんけど、そういうのがなかったらしゃべりよう

がない、これ。質疑ができないんですよ。満足な

答弁ができないから質疑ができないんですよ。ど

うするんですか、これ。電話でもかけて聞いてく

ださい、中身を。

○議長（角谷英男君） 北野教育総務部次長。

○教育総務部次長兼文化・スポーツ振興課長（北野

勝君） 済みません。何回も同じような答弁にな

りますけども、私も去年の１０月から行きまして、

横で電話での申し込みなんか聞いておりまして、

断った件もありますけども、記録はございません

ので、御答弁申し上げることができません。申し

わけございません。

〔奥和田好吉君「議長、判断してください、何

とか。暫時休憩するなりしてください」と呼

ぶ〕

○議長（角谷英男君） 亀田教育長。

○教育長（亀田章道君） たびたび申しわけござい

ません。今、担当の方、こういう答弁をいたして

おりますけれども、後日、平成８年度より実績を

調べまして、その分資料としてお届けしたいと、

このように思っておりますので、御理解いただき

たいと思います。

〔奥和田好吉君「後日であれば、今回のこれ質

疑できないので、我々どう判断したらいいん

ですか。後日になるんですか」と呼ぶ〕

○議長（角谷英男君） 奥和田君に申し上げますが、

恐らくこれ以上の答弁、今できないと思います、

残念ですが。そこでこれで暫時休憩して答弁を求

めますと、もう残り１時間しかございません。そ

ういう意味では、先ほど教育長が言われましたが、

後日資料を出すということで了解いただくわけに

いきませんか。（奥和田好吉君「はい、結構です」

と呼ぶ）

〔真砂 満君「議事進行」と呼ぶ〕

○議長（角谷英男君） 真砂君。



○２１番（真砂 満君） 議長のそういった判断で

すけど、議案上程をして、上程する側として我々

に対して失礼な話ですよ。ここにおられる方、皆

泉南市の幹部の職員でしょう。事実として異動わ

かってますよ。そのことをこの議場で幹部職員が

そんなことを言ってどないするんですか。現実そ

うであったとしても、そのことを口にすべきじゃ

ないでしょう。それを乗り越えてここに臨まない

かんのと違いますか。議長、今の判断でしたら、

我々に審議権を放棄せよと言ってるのと一緒です

よ。その判断、間違ってると思いますわ。

○議長（角谷英男君） おっしゃることはごもっと

もだと思います。しかし、残念ながら今私が申し

上げました現実がございますので、御了解をいた

だきたいということを申し上げたんです。もう一

度亀田教育長に答弁を願います。亀田教育長。

○教育長（亀田章道君） まことに申しわけござい

ません。今、担当の者が答弁いたしましたように、

ちょっとこの場で資料を持ち合わせておりません

で、先ほども申し上げましたように後日になりま

すけれども、８年度以降調査をしまして、資料の

提供をさせていただきたいと思いますので、どう

ぞ御理解のほどをよろしくお願い申し上げたいと

思います。

○議長（角谷英男君） 今、亀田教育長が答弁され

ましたが、教育長、それが最終答弁でありまして、

真砂議員がおっしゃってるようなかわりの答弁、

新しい答弁は出ないんですね。改めて私の方から

お聞きしたいと思います。

○教育長（亀田章道君） 大変申しわけございませ

んけれども、今私の方からはこの答弁しか申し上

げることができませんので、よろしく御理解を願

いたいと思います。

○議長（角谷英男君） 真砂議員に申し上げます。

今答弁したとおりでありまして、私も非常に残念

だと思いますし、考えは一緒であります。残念な

がら時間がございませんので、御了解をいただけ

ればありがたいと思います。真砂君。

○２１番（真砂 満君） 議事運営で私質問してま

すので、こういうやりとりがいいのか悪いのかわ

かりませんけども、納得できませんよ。納得せえ

という方が無理ですよ。あなた方が上程してるん

－１４２－

でしょう、これ。責任持たなあかんでしょう。そ

れで議長、時間がないとおっしゃいます。確かに

現実そうですよ。そのことで我々が何で縛られな

あかんのですか。先ほどの議運の議論でもそうで

すけども、おかしいですよ、そういうやり方。こ

んな議論なんてないですよ。

○議長（角谷英男君） 真砂議員に申し上げます。

何度も申し上げますが、言われてることは十分理

解はできます。しかし、残念ながら答弁がこれ以

上できないという事実があります。真砂君。

○２１番（真砂 満君） 説明できないことが明ら

かになって、我々にどう判断せえというんですか。

質問者だけ違いますよ。我々はほかの質問者のこ

とも聞いて、総合的にすべてを判断するんですよ。

みずからの質問だけじゃないんですよ。２３人の

議員おられて、それぞれ立場が変わって質問、質

疑をして、そちら側の、理事者側の答弁も聞いて、

総合的に我々は判断するんでしょう。そのことが

担保されないんですよ。その担保されない中で状

況を判断せえというんですか。

それで、議長が何度も言います。時間に我々が

なぜ縛られないかんのですか。方法は何ぼでもあ

るん違いますか、あえて言いませんが。その方法

を使って十分に審議して、決をとる。そういった

方法を我々は当然求めるべきでしょう。

○議長（角谷英男君） あえて申し上げますが、時

間にこだわるというのは、与えられた時間が迫っ

ておるということであります。

それと、もう一度申し上げますが、後日、これ

は質問者にも御了解は今いただいておりますが、

それで結構ですと奥和田議員より了解いただきま

したが、資料でもって後日お示ししますという答

弁がございました。それで御了解いただけないの

であれば、これは前へなかなか進まないというこ

とになります。

〔和気 豊君「議事進行」と呼ぶ〕

○議長（角谷英男君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） 今、教育委員会ちょっと

見渡したところ、お１人幹部職員がおられないと

いうことで、いわゆる実務の責任者ですよね。学

事関係の部長さんですね。それから、中村さんお

られますか――あ、来られましたね。一遍その辺



で、ちょっとこの場ででも相談をして、具体に本

当にできないのかどうか。あなたは政治的判断で

すけれど、実務的なこともかかわってくるわけで

す、これね。実務的に本当に判断できないのかど

うか、回答できないのかどうか。そういうことに

ついては、ちょっと今幹部で鳩首会談でもやって

くださいよ、この場で、ちょっと時間もらって。

その上でなおのこと最後の決断というふうにして

くださいよ。相談もせんと、実務的なことについ

て十分周知しておられないあなたが答えられるの

はちょっと納得できません。議長、その辺の配慮

は一定してもらわないと。

○議長（角谷英男君） 亀田教育長。

○教育長（亀田章道君） 今、和気議員さんの御意

見に私の方、それを受けましてちょっとしばらく

時間をちょうだいして相談をしたいと思っており

ますので、よろしくお願いいたします。

○議長（角谷英男君） 暫時休憩いたします。

午後１１時２分 休憩

午後１１時９分 再開

○議長（角谷英男君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

先ほどの真砂議員の議事進行についての問題に

ついて、改めて理事者より答弁を求めます。亀田

教育長。

○教育長（亀田章道君） 大変貴重な時間をちょう

だいいたしまして、恐縮に思っております。深く

おわびを申し上げたいと思います。

今、担当者の方から再度お答えをさせていただ

きたいと、このように思っております。よろしく

お願いいたします。

○議長（角谷英男君） 北野教育総務部次長。

○教育総務部次長兼文化・スポーツ振興課長（北野

勝君） 大変時間を消化いたしましたことを深く

おわび申し上げます。

まず、工事請負費５００万につきましては、ホ

ールの最上階の漏水の改修工事に当たりたいと思

っております。

あと、展示室につきましては、平成８年から稼

働しているところでございますけども、私も去年

の１０月から着任いたしまして、電話でお断りな

んかもした例もございますので、今後ともまとめ

－１４３－

ていきたいと思います。また、資料につきまして

は後日提出したいと思いますので、よろしくお願

いします。

展示室の雨漏りについては、この３月に修理を

しておりますので、よろしくお願いします。

○議長（角谷英男君） ほかに質疑ございませんか。

――――以上で本件に対する質疑を終結いたしま

す。（成田政彦君「議長」と呼ぶ）成田君。

○１８番（成田政彦君） この際、動議を提出いた

します。ただいま議題となっております議案第３

号については修正するとともに、これを議題とさ

れんことを求めます。（「賛成」と呼ぶ者あり）

○議長（角谷英男君） ただいま成田政彦君から、

議案第３号については一部修正するとともに、こ

れを議題とされたいとの動議が提出され、所定の

賛成者がありますので、動議は成立いたしました。

議員提出議案第１８号「平成１４年度大阪府泉

南市一般会計補正予算（第４号）に対する修正動

議」を議題といたします。

〔議員提出議案第１８号配付〕

○議長（角谷英男君） 本件に関し、提出者を代表

して成田政彦君から提案理由並びに趣旨の説明を

求めます。成田政彦君。

○１８番（成田政彦君） 提案者を代表し、私成田

政彦が議員の皆さんにお手元に配付しました議員

提出議案第１８号について、提案理由並びに内容

について御説明申し上げます。

泉南市の決算状況は、長年にわたる空港関連、

同和事業優先から来た市の借金２２９億円以上を

抱え、さらに一般会計の決算の状況は４年連続赤

字であり、２００１年度に至っては、経常収支は

見込みで１０４％など最悪です。このような中で、

赤字解消と称して市民に負担を押しつける行革な

るものが実行されています。

今回の議案第３号、補正予算については、一定

市民の要望も反映されているものもありますが、

その反面、敬老会まで行革の対象になり、各区に

押しつけようとしてますが、対象者６，４１２人の

高齢者の６０％近くが打ち切られるおそれがあり

ます。また、教育委員会は行革の名のもとに幼稚

園統廃合を幼児まで負担を押しつけるような計画

をするなど、向井市政のもとで教育はずたずたで



あります。

今、市民は長期の不況とリストラ、医療費の値

上げなど大変厳しいものがあります。今、必要な

のは、むだな公共事業をやめ、暮らしを改善し、

住民本位の市政転換ではないでしょうか。私は、

この立場に立って修正案の説明をします。

修正の第１点目は、修正案、表を１ページにし

て３ページ、総務費、同和対策費の委託料１１２

万３，０００円を減額です。同和事業については、

国において本年３月末をもって終結してます。差

別の解消が大きく前進してる中で、今なお同和問

題の解決に向けた実態調査など報告委託料は必要

ありません。

修正の第２点目は、修正案の同じ３ページの農

林水産費、農業費、４億２，２１４万５，０００円の

減額です。総額２７億円に及ぶ農業公園について

は、バブル時代に計画されたもので、今日では採

算性のめども全く立っていません。むだな公共事

業の典型です。財政事情の厳しい中で市債１億８，

３８０万円、一般財源６，６０６万１，０００円をつ

ぎ込むのは到底認められません。削減された４億

２，３２６万８，０００円については、教育費の施設

の改善や各種削減された福祉施策の回復に充てる

ことを提案し、修正案の説明にしたいと思います。

議員諸氏におかれましては、御賛同をよろしく

お願いいたします。

○議長（角谷英男君） ただいまの提出者の説明に

対し質疑を行います。

質疑ありませんか。――――質疑なしと認めま

す。

これより修正案及び原案について順次討論を行

います。

まず、修正案に対する討論を行います。討論あ

りませんか。――――討論なしと認めます。

次に、原案に対する討論を行います。討論はあ

りませんか。――――討論なしと認めます。

これより修正案及び原案について順次採決を行

います。

まず初めに、議案第３号に対する成田政彦君ほ

か４名から提出されました修正案について、起立

により採決をいたします。

お諮りいたします。本修正案に賛成の諸君の起

－１４４－

立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（角谷英男君） 起立少数であります。よっ

て議案第３号に対する修正案については、否決さ

れました。

修正案否決でございますので、これより原案に

ついて採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（角谷英男君） 起立多数であります。よっ

て議案第３号は、原案のとおり可とすることに決

しました。

次に、日程第５、議案第４号 平成１４年度大

阪府泉南市浅草共有山財産区会計予算を議題とい

たします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（角谷英男君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。神田助役。

○助役（神田経治君） ただいま上程されました議

案第４号、平成１４年度大阪府泉南市浅草共有山

財産区会計予算について説明を申し上げます。

議案書の７９ページをお開き願います。内容と

いたしましては、泉州東部区域農用地総合整備事

業、俗称基幹農道の事業用地として泉南市新家５

０３３の１の一部で面積３，４１８．１７平米、約１，

０３４坪を緑資源公団に売却するものでございま

す。

歳入といたしましては、売却代金４，４２４万８，

０００円のうち新家の持ち分７分の１相当額の６

３２万２，０００円を財産売り払い収入として計上

させていただきました。

歳出といたしましては、財産売り払い収入６３

２万２，０００円の３０％相当額１８９万７，０００

円を一般会計に繰出金として、また７０％相当額

の４４２万５，０００円を地元公共事業補助金とし

てそれぞれ計上させていただきました。

以上、簡単でございますが、本議案の説明とさ

せていただきます。よろしく御承認賜りますよう

お願い申し上げます。



○議長（角谷英男君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。――――東君。

○６番（東 重弘君） 時間も押し迫ってますが、

長らくお待たせさしていただきました議案でござ

いますので、若干の時間をいただいて質疑をさし

ていただきたいと思います。

会議規則が今議会より厳守されておりますので、

私もそれは守りたいと思います。かなり多くの質

問をまとめてしますので、ゆっくりと読み上げま

すから、質問には的確にお答えいただきたい、こ

のように思います。

では、質疑を始めます。

上程された本議案の契約は、浅草共有林組合長

と緑資源公団と聞いております。泉南市はこの契

約書にどのようにかかわっているのか、この契約

書の中にどのように明記されてるのか、お答えを

いただきたい。

２つ目は、本議案は平成１３年９月議会に、ま

た平成１４年６月議会に上程されようとした経緯

があります。いずれの議会も取り下げられたので

ございますが、９月議会の取り下げに際し、その

議会運営委員会にかけられた折に私は市長に、も

う工事が始まり、つち音が聞こえてますよ、１２

月議会に上程されるんでしょうな、こういう質問

をさしていただきました。

そのときに市長は、１２月には出しますと、こ

のような答弁をいただいております。これがその

次に上程されるのがなぜ６月までかかったのか。

１２月と答弁されたのがなぜ６月までずれ込んだ

のか。この件について御答弁をいただきたいと思

います。

次に、今議会に上程された以外に、今後緑資源

公団の用地収用の予定はあるのか。今後、共有地

の処分は、この緑資源公団の売買形態をとるのか。

もしくは緑資源公団の事業のみこの扱いをするの

か。

次に、数年前から浅草共有林組合は信達郷共有

林組合ともにみなし法人としてその所得に所得税

や法人市民税が課税されている団体であり、市と

全く関係のない団体である。この法人の土地売買

代金がどのような理由づけで全額市の金庫に入金

されるのか、明らかにされたい。

－１４５－

次に、市が売り払い代金の３０％を一般会計に

入れ、公債費管理基金に繰り出している。この名

目、根拠は何か、お答えを願いたい。

次に、このような売買形態であれば、譲渡税の

納税義務者は契約者になると思うが、課税される

のか、されないのか。課税されるとすれば、市の

先取り分の国税も納税義務者が支払うことになる

が、この点はどのように扱うのか。譲渡税には国

税のほかに府市民税がありますが、この徴収はい

かがされるのか。また、地元への繰出金は公共事

業整備補助金との名目になっているが、税の支払

いは公共事業整備に当たるのかどうか。

次に、公共事業の土地収用に対し、売買契約者

に特典が与えられています。その１つに、代替地

取得の特典がありますが、この場合、３０％は出

すのかどうか。それは代替地総額の３０％なのか、

または収用された売り払い代金の３０％なのか。

出すとすれば、この支出金の款項目は何になるの

か。

次に、地元の代表者は、土地売買契約書に署名、

捺印する以上、地区総有の土地の売買代金との認

識でありますが、公共整備補助金というのは、こ

の契約書の意味からしてはおかしいのではないか。

当然、土地売り払い代金であるべきではないかと

思いますが、この点についてはいかがでしょうか。

次に、補助金について理事者の見解をお聞きし

たいと思います。

私は、補助金支出は首長の裁量権に属するもの

であり、その増額、減額、取りやめは時の首長の

考えによると思いますが、これは間違っているで

しょうか。

以上であります。

○議長（角谷英男君） 馬野総務部次長。

○総務部次長兼総務課長（馬野史朗君） 御答弁申

し上げます。ちょっと質問が多岐にわたっており

まして、私の範囲でできる部分については答弁さ

していただきます。

まず、１番目の契約の相手方ですね。それの市

のかかわりということでございますが、今回の場

合は、契約の相手方が浅草共有林野組合の代表者

の組合長と緑資源公団との契約になってございま

す。それにつきましては、基幹農道のこの事業に



つきましては、買収につきましてはいろいろと条

件がございまして、市有地及び財産区の分につき

ましては、その売却費が市に入るお金につきまし

ては、できないという制約もございまして、これ

はなぜかといいますと、この基幹農道についての

完成後は、この財産及び施設につきましては市が

移管するものということで、市にはそういう買収

にかかわるお金が入らないということで、今回は

林野組合との契約ということになってございます。

平成１３年９月に一度上程をしました。それか

ら、この６月議会にも上程いたしましたが、１３

年の、去年の９月に上程したときには、浅草共有

林野の方とは協議をしてたわけですけども、まだ

信達郷の方もこの事業で買収予定でございますの

で、その辺の調整がまだできていなかったという

ことで、一応取り下げをさしていただきました。

この６月の上程につきましては、これはもう私の、

非常に皆さん方に迷惑かけまして、至らぬ事務の

執行につきまして大変御迷惑をおかけいたしまし

た。そういう理由で取り下げをいたしました。

今後の用地収用の予定ということでございます、

今後の用地収用の予定につきましては、浅草共有

林がまだもう１回ございます。それと信達郷林野

組合の方もございます。

それから、３０％の市の一般会計の方への繰り

出しということでございますが、これにつきまし

ては、今までの林野組合の関係の公共事業に対し

ての買収のときには、今までの慣例で市に３０％

繰り出して、７０％は地元林野組合に補助金交付

をしてたという経過から、今回もその考えで行い

ました。

以上、今私の方で整理のできてる答弁の内容で

ございます。

○議長（角谷英男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 補助金である以上、首長の

裁量権によって変わるんではないかという御指摘

でございますが、類似団体であります信達郷共有

林野組合と市の和解条項等の経過も踏まえまして、

７割、３割という形で処理をするということでや

っております。したがいまして、この浅草につき

ましても同様な形ということでございまして、こ

れはそのことを十分踏んまえた上でのことでござ

－１４６－

いますので、これが首長の判断で変えるというこ

とにはならないと。当然、議会の議決も要るわけ

でございますので、そのことを十分踏んまえた形

で今後ともやっていきたいと、このように考えて

おります。

○議長（角谷英男君） 上林助役。

○助役（上林郁夫君） 私の方から１点御答弁申し

上げたいと思います。

まず、昨年の９月にこの議案を上程いたしまし

て、やはりそのときには取り下げをいたしました。

その原因といたしましては、類似団体である信達

郷林野組合の協議ができていなかったということ

で取り下げを行いました。議員おっしゃるとおり、

じゃ次はいつ上程やということもございました。

当然、おっしゃるとおり市長は次の１２月にとい

うことも御答弁いたしておったところでございま

すが、やはり信達郷林野組合との協議が長引いた

ということで６月の上程になったということでご

ざいますので、御理解のほどよろしくお願いを申

し上げます。

○議長（角谷英男君） 馬野総務部次長。

○総務部次長兼総務課長（馬野史朗君） 今回の場

合の税の関係でございますが、一応５，０００万控

除ということで、５，０００万控除が受けられます

ので、その分については税金がかかってこない、

課税がされないというふうに聞いております。

それと、代替地の場合、今回の場合は浅草共有

林の方とは代替地という話がございませんでした

ので、あくまで金銭ということで話をしておりま

したので、その辺については、今回の場合は代替

ということは考えておりませんので、今のところ

検討をしてございません。

○議長（角谷英男君） 谷財務部長。

○財務部長（谷 純一君） １つ、今回のこの繰入

金で公債費管理金に積み立ててるという御質問が

ございました。

これにつきましては、従来からこの基金の積立

金につきましては、臨時的な財源につきましては、

公共施設かあるいは公債費管理基金の方に積み立

てて、要するに臨時的な財源ということもありま

すので、将来的に使うということを目的で今回公

債費管理基金の方に積み立てをさしていただいた



ということでございます。

○議長（角谷英男君） 東君。

○６番（東 重弘君） 時間もありませんので、指

摘します。抜けてるところを言います。

３つ目というのはわかりませんが、今後この共

有地の売却形態、この緑資源公団の方式が今回限

りなのか、これからも継続するのか、それが第１

点。

それから、いただいてないのは、公共施設整備

基金というのは、この契約書からすればおかしい

のではないか。当然、契約書からすれば土地売り

払い代金であるべきでないか。

今、気づくのがこの２点ですから、もう２回あ

りますから、また抜けてるのに気ついたらそのと

きにやるとして、とにかく１回目はこれだけです。

○議長（角谷英男君） 馬野総務部次長。

○総務部次長兼総務課長（馬野史朗君） 御答弁申

し上げます。

売買形態でございますが、この売買形態につき

ましては、先ほどもちょっと説明したんですけど

も、完成すればその財産、施設が市に移管される

ものということで、今回この事業に限りこういう

売買形態でいきたいというふうに考えております。

○議長（角谷英男君） 馬野総務部次長。

○総務部次長兼総務課長（馬野史朗君） まことに

申しわけございません。公共事業整備補助金とい

うことでございますが、予算上は一応そういうこ

とになっておりますが、実際は土地の売り払い代

金という解釈をしております。

○議長（角谷英男君） 馬野総務部次長。

○総務部次長兼総務課長（馬野史朗君） 申しわけ

ございません。ちょっと訂正さしていただきます。

先ほど私、売買形態がこの事業だけということ

で答弁いたしましたが、この事業だけじゃないと

いうことで訂正いたします。

○議長（角谷英男君） 東君。

○６番（東 重弘君） それじゃ、御答弁いただき

ましたので、順次２回目をさしていただきます。

答弁の中で訂正がありましたので、これは了と

していきたい。

まず、今気づいたんですが、１つ、みなし法人

として国税がかけられてる。この土地売買代金が

－１４７－

全く市と関係のない法人なんですね、国税がかけ

られてるというのは。この団体の長が売って、な

ぜ全額市の中へ入るのかというのが抜けてるんで

すよ。これをお答え願いたいのと、その質問の後

で、私はこの形態であれば３０％の根拠は何か。

従来の慣習と、こんな答弁ないでしょう。従来は

こんな契約じゃないんでしょう。その質問の後で

申し上げたんですよ。これ、答弁おかしいじゃな

いですか。

それから、次の税金の問題、わざわざあとどん

なものがあるんかお聞きしたのは、新家があるん

でしょう。５，０００万控除というのは理由で、か

からんことないですよ。５，０００万円控除は、１

事業に１回しか使われないんですよ。来年はかか

ってくるじゃないですか。担当者、何を答弁して

る、これ。５，０００万ことし使ったら次使えない

んですよ、これ。違いますか。私、間違うてるん

やったら間違うてると言うてください。５，０００

万円控除でかからない。これは１回しか使えない

んやから、ことしこの案件で使ったら使えないん

ですよ。たとえ来年１００万円でもかかってくる

んですよ。全く答弁になってないじゃないですか。

次に、買い取りの件ですね。なるほど申し出が

ないでしょう。これはさきに先取りするのが問題

になってるんですよ。なぜなら、特別措置法には

前１年、後ろ２年に関してはこの特例を適用する、

これを適用してください。何もあなた方にする必

要ないんですよ、この契約形態からすれば。税務

署に３月１５日にこの特例を受けたい。今申し出

がないというようなことは、全く関係ないじゃな

いですか。あと２年あるんですよ。この契約、以

前１年も有効なんですよ。契約後２年間、ことし

のいわゆる税制末、３月１５日ですね、１５年の。

このときまでに税務署に申し出れば、あなた方に

申し出る必要はなくてこの特例を受けれるんです。

だから、これも答弁になってない。

それから、売り払い代金としての解釈だとおっ

しゃいましたね――それはわからんですね。地区

総有の公共事業整備補助金はおかしいんではない

かということに、土地売買代金で上げておかしい

んじゃないかという質問に、売買代金としての解

釈をしてる。そしたら、議案に何でそんな補助金



出てくるんですか。

次に、補助金としては問題あるんじゃないかと

いう話もしてるんですよ。この答弁もでたらめじ

ゃないですか。こんなん到底納得できませんよ。

それじゃ、どちらが正しいんですか。解釈は土地

売り払い代金なんですか。議会の説明は補助金な

んですか。この辺について明確にしてくださいよ。

それから、市長、補助金の問題ね。私はあなた

がやっておられるうちは、確実にこうだと思いま

す。そういうことをお聞きしてません。共有地と

いうのは、今後その性質上、１００年、２００年

続くんですよ。これはもうだれが考えても異論の

ないとこだと思います。将来にわたって補助金は

永久に保障されるのか、こういう意味で言ったん

ですよ。この件はそういうことを――あなたは絶

対にそうされますよ。そうしないと政治的におか

しいです。首長として、次に合併もありますけど

も、これが続く以上、将来にわたってこの保障は、

自治法上ありますか、こういうことを聞いてるん

です。

２回目終わります。

○議長（角谷英男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） まず、契約形態の話でござ

いますが、この話があったときに地元の皆さんと

お話ししたのは、私どもは従来からやっておりま

すような、みなし財産区といいますか、そういう

形で契約をしたいということをお話ししました。

地元の方は、いやいや地元でやりたいと、地元に

お金を直接いただきたいと、こういう話でござい

ました。そういう中で、我々は当初どおり財産区

という形での契約をしたいと、こういうふうに言

ったんです。

ところが、その中で３割を市がいただくという

ことになりますので、そうなると用地を買った土

地の３割相当分が――費用、お金でございますけ

ども、市の方に入るということになれば、その用

地そのものが将来市に移管をするわけですね、工

事が完成すれば。そうなると、その３割分は公団

としては買うことはできないという話がありまし

た。そうなりますと、泉南市全体にとって非常に

不利なことになるということで、何とか１００％

で買える形を模索したわけでございます。

－１４８－

その中で出てきたのが今の案ということでござ

いまして、これならば緑資源公団もオーケーだと。

ただし、契約そのものは組合とできるということ

もありました。林野組合の方も、費用については

やむを得んということで、市のこういう形の処理

で結構ですと。代表者、一部異論があった方もい

らっしゃいますが、最終的にはそういう返事をい

ただいたということで、私とすれば市全体を考え

た場合、最も有利といいますか、最善の方策は、

多少イレギュラーというのはもう御指摘のとおり

だというふうに思いますが、これが一番今選択し

得る方法としてベストであるというふうに判断を

いたしまして、地元の方にも大変しんどい思いを

していただいたんですが、御理解をいただいて今

回上げさしていただいたということでございます。

それから、７割、３割の保障ということでござ

いますが、私は御指摘ありましたように、信達郷

の経過等も十分知っている上でなっているという

ことで、それは当然守らなきゃいけないというこ

とでございます。

ただ、将来的に御懸念いただいてる点も、例え

ば全く知らない方がなって、そうなった場合に果

たして担保されるのかという御心配はあるという

ふうに思います。これはこれで今後きちっと何か

確認といいますか、そういう形で交わすとかいう

ことできっちりと担保をお互いにしておくという

ことは可能だというふうに考えておりますので、

その件はまた後ほど、これはこの組合に限りませ

んけども、もちろん信達郷さんもありますので、

十分御相談をした上で何かそういう担保的な取り

交わしということは可能ではないかと、このよう

に考えております。

○議長（角谷英男君） 馬野総務部次長。

○総務部次長兼総務課長（馬野史朗君） この租税

特別措置法に伴います税務署協議でございますが、

これは我々市の方が行うものではなく、当然事業

者である緑資源公団の方がこれについての税務署

協議を行っておるというふうに聞いております。

○議長（角谷英男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 御指摘いただいた代替地取

得は、おっしゃるように３年以内ということの猶

予期間がございます。今のところは、共有林野さ



んからはそういう話は我々お聞きはいたしており

ません。あと猶予期間が若干ありますので、その

間にそういう話があるのかないのかというのは、

今時点ではわかりません。当面は――当面という

のは、現在は金銭処理ということでお互いに確認

をいたしております。（東 重弘君「それより市

長、３０％を出すんか出せへんのかという問題は

どうなんですか、そうなると」と呼ぶ）

これは内容にもよると思うんですよね、あるい

は目的があるのか。きっちりとした、市もプラス

になる目的があるのかということもありますから、

これはやっぱり中身の問題かというふうに思いま

す。

○議長（角谷英男君） 東君。

○６番（東 重弘君） 税の問題、まずこれからい

かしてもらいます。

みなし法人という独立団体で市の金庫へなぜ入

るのかというのはまだお答えしてもうてないです

ね。これ、再度お聞きしたいと思います。

それから馬野課長、あなたが５，０００万控除あ

るというから、２回目の議論をやったんですよ。

２回目は、それは緑資源公団が協議することやと。

そんなおかしな答弁ないでしょう。初めから言う

てくださいよ。僕はそう思うんですがね。これは

答弁もらうというと次やれませんから。おかしい

ですよ。何やったら議事録上げてくれてもええ。

この譲渡税ですね。おっしゃるようにあなたが

答え出して答えへんから、私言いますね。これ、

私調査しましたよ。税務署へ行ってきました。か

からないと言うんですよ。もう調べてはるやろう

けども、これ国税基本通達１５の２の１０によっ

てかからない、こういう答弁でした。

議長、その１５の２の１０、これうちの議員用

のパソコンで簡単にとれるんですが、少々長いん

ですが、読み上げましょうか。それともコピーを

差し上げましょうか、皆さん。これをもとにやり

ますから。

〔堀口武視君「議長、議事運営」と呼ぶ〕

○議長（角谷英男君） 堀口君。

○１５番（堀口武視君） 今、議題になっておりま

すこの議案は、いろいろ問題を含んでおりますし、

ほかの議員さんもかなり質問したい部分があろう

－１４９－

かと、私自身も確認をしなければなかなか賛否を

表現できない問題だと思います。物理的に時間が

大変無理だと思いますので、議長の判断を仰ぎま

す。

○議長（角谷英男君） 今、堀口議員より時間の問

題を指摘をされました。堀口議員の方から、御自

分も含めて他にこのことに対する質問、質疑をや

りたいという方がたくさんいらっしゃるであろう

かという指摘もございました。その判断を任すと

いうことでございます。

判断といいましても、もう時間がございません。

現実に東議員の質疑そのものがすべてこれで終わ

ることはないであろうと思いますが、ただ東議員

が今言われました読み上げるのか、コピーをして

全議員に渡すのか、そのことについては渡される

方が皆さん御理解をされるんではないかというふ

うには思います。

東君。

○６番（東 重弘君） 今やっても、またやり直さ

ないかんのですよね。だから、もう１回、これは

私の質問、まだ終わりということやないという御

指摘もございましたんで、今じゃなくて、コピー

をとってるうちに時間が過ぎるというパターンも

ありましょうから、私がこんな議事進行するわけ

にいきませんが、その辺で次にしたいと思うんで

すが、いかがでしょうか。

○議長（角谷英男君） これは議長として判断をさ

していただきます。

恐らく質疑途中で午前０時が来るであろうと思

います。非常に中途半端になります。問題は、こ

のまま流さなければ、終わらなければ仕方がない

というふうに思います。そういうことで、自然に

午前０時を迎えざるを得ないなというふうに思い

ます。ですから、東議員の質問に対しては、現状

続行中であるということで、しかし終結はしてい

ないということで了解をしたいというふうに思い

ます。残された時間、どうぞ使っていただいて結

構ですから。

○６番（東 重弘君） 今、言ってましたように、

これを読み上げるということは、十二、十三行あ

りますから、読み上げるにしてもコピーをとって

いただくにしても、ちょっと１２時までには無理



だと思うんですが、コピーがいいというんであれ

ば、渡すだけは事務局に渡したいと思います。ち

ょっと読みましょうか。

それじゃ、読み上げます。収益事業に属する固

定資産の処分……

○議長（角谷英男君） ただいま午前０時となり、

流会に至りました。連日にわたり御苦労さまでご

ざいました。終わります。

午前０時 流会

（了）

署 名 議 員

大阪府泉南市議会議長 角 谷 英 男

大阪府泉南市議会議員 和 気 豊

大阪府泉南市議会議員 西 浦 修

－１５０－
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